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第１ はじめに 

ＩＲは、民間ならではの自由な発想を生かし、日本の新たな観光の原動力となり、「観

光の振興」「地域経済の振興」「財政の改善への貢献」などの経済的社会的効果が期待さ

れる一方、ＩＲを構成する施設の一つであるカジノ施設に起因する懸念事項への不安の

声がある施策です。 

市は、平成 25 年の自民党・日本維新の会・生活の党によるＩＲ推進法案の提出等を

踏まえ、今後見込まれる生産年齢人口の減少等による、消費や税収の減少、社会保障費

の増加など、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれる中で、横浜が都市の活力を

維持し、子育て、医療、福祉、教育など、市民の安全・安心な生活を確保していくため

の方策の一つとして、ＩＲに関する基礎的な調査に着手しました。 

平成 27 年 4 月、自民党・維新の党・次世代の党による法案が衆議院へ再提出され、

平成 28 年 12 月にＩＲ推進法がギャンブル等依存症への対応等を求める 16 の附帯決議

とともに可決・成立しました。しかしながら、ＩＲ推進法では、日本型ＩＲの制度詳細

は定められていないこと、また、ギャンブル等依存症などの懸念事項の検討が必要であ

ることから、市としてＩＲの導入をする・しないの判断ができませんでした。 

平成 30 年７月、ギャンブル等依存症対策基本法及びＩＲ整備法が成立し、日本型Ｉ

Ｒの定義や根本原則等が明らかになるとともに法制が徐々に整ってきました。 

そのような中で、令和元年８月 22 日、国の制度設計が明らかになりつつあること、

事業者の投資意欲、経済的社会的効果、懸念事項対策などの市における調査の結果等を

踏まえ、市の課題解決のためにＩＲを実現する必要があると判断し、ＩＲ誘致の意思を

表明しました。 

誘致の意思表明後、令和元年９月補正予算においてＩＲの検討・準備に係る予算を計

上するとともに、11 月にはＩＲ推進室を設置し、ＩＲ整備法に基づく実施方針の策定

に向け、（仮称）横浜・山下ふ頭における特定複合観光施設（ＩＲ）設置運営事業に係

るコンセプト募集（ＲＦＣ）を実施するなど、本格的な検討・準備を開始しました。 

その後、令和３年１月に実施方針を策定・公表の上、設置運営事業予定者の公募を開

始しました。市は２グループから提案を受け、提案内容の審査を進めていましたが、令

和３年８月 22 日に執行された横浜市長選において新市長が誕生。令和３年９月 10 日、

令和３年第３回市会定例会の所信表明において、市長がＩＲ誘致の撤回を表明したこと

から、横浜市は公募手続きなどＩＲ推進に係る業務を中止しました。 

横浜におけるＩＲの中止に伴い、これまで積み上げてきた検討・準備を無駄にしない

よう、ＩＲの誘致決定に至る市の意思決定の経過や検討内容等を改めて振り返るととも

に、それらを庁内及び市民にフィードバックするため、本報告書を作成することとしま

した。 
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第２ これまでの主な経過 

 
年 月 日 国等の動き 

H11 4 11 【東京都】石原慎太郎氏が東京都知事に当選（お台場カジノ構想を提唱） 

H11 8  【国】民主党内に「民主党娯楽産業健全育成研究会」が設立 

H14 12  【国】自民党に「国際観光産業としてのカジノを考える議員連盟」が発足 

H15 6 
 

【東京都】国に「観光資源としてのカジノ実現のための法整備」を要望 

    

 

 

H22 4 14 【国】自民党、民主党それぞれのカジノ関連の研究会を統合する形で、超

党派の議員連盟である「国際観光産業振興議員連盟」が発足 

    

H23 8   【国】国際観光産業振興議員連盟が議員立法による「特定複合観光施設区

域の整備の推進に関する法律」案を公表 

H24 1 31 【国】国際観光産業振興議員連盟が検討していたＩＲ推進法案を民主党内

閣部門会議で議論 

   
 

   
 

H25 12 5 【国】自民党・日本維新の会・生活の党がＩＲ推進法案を衆議院に提出 

    

 

 

H26 6 24 【国】「日本再興戦略」改定 2014 にＩＲを明記 

H26 7   【国】内閣官房に検討チームが発足 

    

        

    

H27 3   【国】特定複合観光施設区域に関する海外事例調査の報告 

H27 4 28 【国】自民党・維新の党・次世代の党がＩＲ推進法案を衆議院に再提出 

        

H27 10   【国】特定複合観光施設区域に関する海外事例調査（依存症対策、区域設

定等）の報告 
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年 月 日 市等の動き 

        

 

        

        

        

H20 10   横浜商工会議所観光・情報・サービス部委員会横浜複合エンターテインメン

ト施設研究会が「横浜複合エンターテインメント構想の基本的な考え方」を

公表 

    

H23 2  4  都心部活性化特別委員会が報告書において「全国初となる特区を活用した

外国人専用のカジノの導入」等について市に調査検討の実施を求める提言 

    

    

 

H24 5 10 横浜経済活性化特別委員会が報告書においてカジノの導入に向けた調査

研究の実施を市に求める 

H25 9 4 横浜商工会議所がＩＲの推進等を新規要望事項とする「平成 26 年度横浜市

政に関する要望書」を提出  

    

H26 1 30 ＩＲの検討を初めて計画に記載した「新たな中期計画の基本的方向」を公表 

H26 4 18 ＩＲ検討プロジェクトを設置 

    

    

H26 7 12 横浜青年会議所が市にＩＲの推進を求める要望書を発表 

H26 12 26 「横浜市中期４か年計画 2014～2017」の確定 

H27 2 23 「横浜市都心臨海部再生マスタープラン」を策定 

H27 3 31 「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査」報告書 

        

H27 9 14 「横浜市山下ふ頭開発基本計画」を策定 

        

 

H28 3 31 「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査（その２）」報告書 

H28 12 5 特定複合観光施設区域の導入に向けた検討について横浜市経営会議に

付議 
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年 月 日 国等の動き 

H28 12 15 【国】ＩＲ推進法成立 ※附帯決議 16 項目 

H29 3 24 【国】ＩＲ推進本部を設置 

    

H29 4 3 【大阪】大阪府・大阪市共同でＩＲ推進局を設置 

H29 4 6 【国】有識者によるＩＲ推進会議で検討を開始 

        

H29 7 31 【国】「ＩＲ推進会議取りまとめ～『観光先進国』の実現に向けて～」を公表 

    

   

   

H29 8 
 

【国】全国９ブロックで説明・公聴会を開催 

   

   

H29 9 29 【国】国内のギャンブル等依存に関する疫学調査の中間とりまとめを公表 

H29 10 1 【長崎】ＩＲ推進室を設置 

H29 11 22 【長崎】ＩＲ導入にかかるアイデア募集（ＲＦＩ）の実施を公表 

H29 12 15 【国】「ＩＲ推進会議取りまとめ～『観光先進国』の実現に向けて～」に関するパブリ

ックコメントの結果を公表 

H30 5 29 【和歌山】和歌山県ＩＲに関する投資意向調査（ＲＦＩ）の実施を公表 

H30 7 6 【国】ギャンブル等依存症対策基本法成立 

H30 7 20 【国】ＩＲ整備法成立 ※附帯決議 31 項目 

    

H30 8 
 

【国】区域認定制度に係る地方公共団体向け説明会を開催 

  
 

     

        

        

H30 9 4 【和歌山】ＩＲ推進室を設置 

        

H30 9 28 【国】区域整備計画の認定に係る意向確認等調査を実施 

    

H30 12  【国】ＩＲ整備法に係る実務者向け説明会を開催 
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年 月 日 市等の動き 

        

    

H29 3 31 「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査（その３）」報告書 

        

    

H29 7 30 横浜市長選挙で林文子氏が当選 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

H30 7 23 ＩＲ（統合型リゾート）に関する事業者への情報提供依頼（ＲＦＩ）の実施を公表 

H30 8 7 区域認定制度に係る地方公共団体向け説明会へ出席 

        

    

    

H30 8 20 情報提供依頼（ＲＦＩ） 事前説明会開催 

        

H30 9 21 情報提供依頼（ＲＦＩ） 調査票提出期限 

    

H30 10 ４ 「横浜市中期４か年計画 2018～2021」の確定 
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年 月 日 国等の動き 

H31 2 1 【国】ＩＲ整備法施行令（案）を公表 

パブリックコメント実施（2/1～3/4）    

   

H31 3 7 【国】「ギャンブル等依存症対策推進基本計画（案）」を公表 

パブリックコメント実施（3/7～3/26）    

   

        

H31 4 1 【国】ＩＲ整備法施行令 施行 

H31 4 19 【国】「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」閣議決定 

H31 4 24 【大阪】「（仮称）大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業」のコンセプト募

集を実施 

        

 

        

 

R1 7 10 【大阪】「大阪ＩＲ基本構想（案）」を公表 

パブリックコメント実施（7/10～8/9）    

   

        

    

        

R1 8 29 【事業者】シーザーズ・エンターテインメントが日本市場からの撤退を発表 

R1 9 4 【国】基本方針（案）を公表 

パブリックコメント実施（9/4～10/3）    
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年 月 日 市等の動き 

H31 2  有識者ヒアリングを実施 

        

        

    

        

H31 3 31 「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査（その４）」報告書 

        

        

        

R1 6 
 

ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査市民向け説明会を開催

（４方面：中区 6/25、保土ケ谷区 6/25、都筑区 6/26、戸塚区 6/26） 

    

        

R1 7  18 横浜商工会議所が「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の申請表明に関する要請について」

を提出 

        

R1 8 21 「横浜市におけるＩＲ（統合型リゾート）の方針について」方針決裁 

R1 8 22 ＩＲ誘致の意思を表明し、「ＩＲの実現に向けて」を発表 

        

        

        

        

R1 9  令和元年第３回市会定例会政策・総務・財政委員会で３日間審議（9/11、9/13、

9/17）    
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年 月 日 国等の動き 

R1 9 19 【大阪】「（仮称）大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業」のコンセプト募

集の提案者を公表 

  

 

        

      
  

R1 10 18 【国】カジノ管理委員会を設置する政令を閣議決定 

        

        

        

R1 11 19 【国】基本方針（案）（申請期間に関する部分）、申請期間の政令（案）、及び国土

交通省令（案）（区域整備計画に記載する事項など）についてを公表 

パブリックコメント実施（11/19～12/18） 

   

   

        

R1 12 24 【大阪】大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業設置運営事業予定者の

公募を開始 

 

        

R2 1 7 【国】カジノ管理委員会が発足 

        

 
  

 

        

        

        

        

        

        

        

        

      
  

  



9 
 

 

年 月 日 市等の動き 

        

R1 9 20 令和元年９月補正予算議決 

R1 10 16 （仮称）横浜・山下ふ頭における特定複合観光施設（ＩＲ）設置運営事業に係るコン

セプト募集（RFC）の実施を公表 

        

    

R1 11 1 都市整備局ＩＲ推進室設置 

R1 11 6 地元経済団体等が「統合型リゾート（ＩＲ）横浜推進協議会」を設立 

        

R1 11 20 ＩＲ推進プロジェクトを設置 

        

R1 12 
 

ＩＲ（統合型リゾート）市民説明会を開催（中区 12/4、神奈川区 12/9、西区

12/14、金沢区 12/19、鶴見区 12/21、磯子区 12/26）    

   

R1 12 
 

広報よこはま特別号（第１回） 発行 

    

        

R2 1  ＩＲ（統合型リゾート）市民説明会を開催（南区 1/17、旭区 1/20、保土ケ谷区

1/23、港南区 1/28）    

   

R2 1  第１回［横浜］統合型リゾート産業展（パシフィコ横浜）（1/29、1/30） 

     

R2 2 
 

ＩＲ（統合型リゾート）市民説明会を開催（緑区 2/11、港北区 2/14） 

  
 

  

R2 2 20 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴う「ＩＲ（統合型リゾート）市民説

明会」の開催延期について公表 

R2 3 6 「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素案）」を公表 

パブリックコメント実施（3/6～4/6） 
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年 月 日 国等の動き 

        

R2 3 30 【和歌山】和歌山県特定複合観光施設設置運営事業の公募を開始 

  

 

        

        

R2 5 12 【事業者】ラスベガス・サンズが日本でのカジノプロジェクトの断念を表明 

R2 6 1 【和歌山】和歌山県特定複合観光施設設置運営事業の公募に係るスケジュール

を変更（緊急事態宣言が発令されていた期間(令和 2 年 4 月 7 日～5 月 25 日(49

日間))に相当する期間について延長） 

R2 6 23 【大阪】大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業設置運営事業者の公募

に係る提案審査書類の提出期限を延長（当初：令和２年７月⇒当面の間） 

        

R2 8 
 

【事業者】ウィン・リゾーツが国際事業戦略の見直しとして横浜オフィスを閉鎖 

        

 

        

        

R2 10 9 【国】基本方針（修正案）を公表 

パブリックコメント実施（10/9～11/7）    

   

R2 10 9 【和歌山】和歌山県特定複合観光施設設置運営事業の公募に係るスケジュール

の変更を発表 

        

        

R2 10   【国】娯楽と健康に関する調査を実施（10 月～12 月） 
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年 月 日 市等の動き 

R2 3 24 令和２年度予算議決 

        

 

 

R2 4 1 広報動画「横浜の輝く未来のために～横浜イノベーションＩＲ～」を公表 

R2 4 10 横浜市民に対する娯楽と生活習慣に関する調査実施結果を公表 

        

       

 

  

       

  

R2 7 14 市長説明動画「ＩＲ（統合型リゾート）の実現に向けて」を公表 

    

       

  

R2 8 24 横浜イノベーションＩＲ公式ウェブサイトの開設 

R2 8 28 「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性」を公表 

    

        

        

        

        

 

R2 10 13 （仮称）横浜・山下ふ頭における特定複合観光施設（ＩＲ）設置運営事業に係るコン

セプト募集（RFC）提案概要を公表するとともに追加募集を開始 

    

    

R2 11 17 第１回横浜イノベーションＩＲ協議会を開催 
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年 月 日 国等の動き 

        

        

        

        

R2 12 18 【国】基本方針、ＩＲ推進本部におけるＩＲ事業者との接触ルールを決定 

申請期間を定める政令を閣議決定 

        

        

        

R3 1 7 【長崎】九州・長崎特定複合観光施設設置運営事業の公募を開始 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

        

        

        

R3 3 19 【長崎】九州・長崎特定複合観光施設設置運営事業の公募に係る第一次審査通

過者名を公表 

 

        

 

R3 3 25 【神奈川県】神奈川県ギャンブル等依存症対策推進計画を公表 

        

R3 4 2 【国】カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則（案）を公表 

パブリックコメント実施（4/2～5/9）    
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年 月 日 市等の動き 

R2 11   広報よこはま特別号（第２回） 発行 

R2 11 30 第１回横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員会を開催 

R2 12 14 第２回横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員会を開催 

R2 12 17 横浜イノベーションＩＲ公式 Facebook の開設 

        

 

R2 12 20 「横浜ＩＲを考えるシンポジウム」を開催 

R2 12 21 第２回横浜イノベーションＩＲ協議会を開催 

R3 1 6 令和３年第１回市会臨時会の開会（住民投票条例の制定）（1/8 否決） 

   

   

R3 1 14 実施方針の策定及び公募の開始について横浜市経営会議に付議 

R3 1 21 実施方針の策定及び公募の開始について方針決裁 

   追加ＲＦＣ提案概要を公表 

   横浜特定複合観光施設設置運営事業予定者の公募を開始 

R3 2 
 

ＩＲ（統合型リゾート）事業説明会を開催（2/6、2/12、2/20、2/26） 

   

   

    

R3 3 
 

横浜イノベーションＩＲイメージビジュアルによる広報展開を開始 

R3 3 
 

ＩＲ（統合型リゾート）事業説明会を開催（3/7、3/14） 

   

        

 

 

 

R3 3 
 

広報よこはま特別号（第３回） 発行 

R3 3 23 令和３年度予算議決 

        

R3 3 27 「横浜イノベーションＩＲオンラインシンポジウム～横浜ＩＲで目指すもの～」を開催 

        

R3 4    横浜イノベーションＩＲ広報冊子 発行 
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年 月 日 国等の動き 

R3 5 17 【事業者】ギャラクシー・エンターテインメントが、横浜市の設置運営事業予定者の

公募への応募見送りを表明 

    

        

        

R3 7 16 【国】カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則等公布 

        

R3 7 20 【和歌山】和歌山県特定複合観光施設設置運営事業の公募に係る優先交渉権者

の選定について公表 

        

        

R3 8 10 【長崎】九州・長崎特定複合観光施設設置運営事業の公募に係る設置運営事業

予定者の選定について公表 

        

    

        

R3 9 28 【大阪】大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業設置運営事業予定者選

定結果の公表 
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年 月 日 市等の動き 

    

R3 5 31 横浜特定複合観光施設設置運営事業予定者の公募における資格審査通過者数

を公表 

R3 6 11 横浜特定複合観光施設設置運営事業予定者の公募における提案審査参加者数

を公表 

R3 7 12 第３回横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員会を開催 

R3 7 16 第４回横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員会を開催 

R3 7 19 「横浜ＩＲを考える有識者対談」を公表 

        

R3 7  横浜イノベーションＩＲ企画展示を開催（7/27～8/7） 

R3 7  横浜イノベーションＩＲ ＰＲ動画「横浜ＩＲで体験できること」を公表 

    

R3 8 22 横浜市長選挙で山中竹春氏が当選 

        

R3 9 10 ＩＲ誘致撤回（令和３年第３回市会定例会において所信表明） 
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第３ 主な取組・動き 

 
１ ＩＲ検討から誘致の意思決定等の経過 

(1) ＩＲ検討から誘致の意思決定までの経過（まとめ） 

ア ＩＲ検討調査の開始 

平成11年４月に東京都知事に当選した石原慎太郎氏が、お台場カジノ構想を提

唱。その後、都は、平成13年11月に策定した「東京都観光産業振興プラン」におい

て、カジノ等新たな観光資源の開発を位置づけるとともに、平成14年度予算に調査

費を計上し、同年10月に都庁展望室でカジノイベント（２日間）を開催、平成15年

には、国に「観光資源としてのカジノ実現のための法整備」を要望しました。 

東京都のカジノ導入の動きをきっかけとして、平成 12 年以降、各地域の自治体や

経済・観光団体等もカジノ導入に向けた研究・提言活動に取り組み始め、全国に広が

りました。 

国においては、平成 11 年８月、民主党内に「民主党娯楽産業健全育成研究会」が

設立し、平成 14 年 12 月に、政権党自民党で「国際観光産業としてのカジノを考える

議員連盟」が発足するなど、カジノ導入に向けた国政での検討の動きがみられました。  

自民党は平成 16 年６月には「ゲーミング法・基本構想（案）」を公表するとともに、

平成 18 年６月には、政務調査会観光特別委員会の下に設立された「カジノ・エンタ

ーテインメント検討小委員会」により法案作成の基本的な考え方となる「我が国にお

けるカジノ・エンターテインメント導入に向けての基本方針」を策定しました。 

横浜商工会議所では、平成 20 年 10 月、観光・情報・サービス部委員会横浜複合エ

ンターテインメント施設研究会が、カジノに関する調査検討内容をまとめた「横浜複

合エンターテインメント構想の基本的な考え方」を公表しました。 

市会では、平成 12 年から、市における地域経済の活性化に資するカジノ施設の設

置に向けた検討についての議論が始まりました。平成 21 年から 23 年までにかけて

は、都心部活性化特別委員会において、都心部の活性化に向け、調査・研究が行われ

てきました。同委員会による都心部活性化特別委員会報告書（平成 23 年２月）では、

「羽田空港国際化を契機とした都心臨海部の活性化」に向けての提言で、「（３） 横

浜の目玉となる新たな集客資源の創造」として、民間主導で取り組みを進めている「全

国初となる特区を活用した外国人専用のカジノの導入」等については、行政側として

も、法的整備を含めた課題を整理した上で、ワークショップやシンポジウムなどを開

催し、市民の意見を聞く機会を設け、実現の可能性を調査・研究していくべきである

とし、カジノの導入に向けた調査研究の実施が市に求められました。 

あわせて、横浜経済活性化特別委員会報告書（平成 24 年５月）では、平成 24 年１

月の沖縄県への市会議員による視察の報告として、カジノの導入に向けた調査研究の

実施が市に求められました。 
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 このような他都市、国等の動きや市会での議論等の機運の高まりを受け、市は、平

成 22 年度から 25 年度までにかけて、魅力ある都心部の形成に向けた検討の一環とし

て実施した、都心部活性化検討調査の中でカジノに関する調査を行いました。この中

では、平成 21 年 10 月に神奈川県が実施した「カジノ・エンターテイメント」に関す

る県民意識調査の結果やカジノを含めた統合型リゾート（ＩＲ）に関する国、他自治

体、海外の動向、統合型リゾート施設の整備効果、大学生との協働等について報告さ

れました。 

 なお、この間、前市長は、平成 24 年第２回市会定例会（６月 13 日）において、「カ

ジノにつきましては、経済効果や税収効果などが大いに期待できますし、また、国際

的な観光・ＭＩＣＥ都市として活性化の重要なメニューであると考えています。一方

で周辺への影響などさまざまな課題があることや法の整備も途上であることから、国

を初め関係方面の議論を注視するとともに、引き続き議論を尽くしていきます。」と

答弁し、経済的社会的効果へ期待する一方で、懸念事項対策や今後の制度設計の議論

の状況を注視しながら、市内部で検討を続ける旨の市の姿勢を示しました。 

 

イ IR 推進法案の提出と市における IR の基礎的な調査の実施 

平成 22 年４月、国においては、自民党、民主党それぞれのカジノ関連の研究会を

統合する形で、超党派の議員連盟である「国際観光産業振興議員連盟」が発足し、法

律案が起草されました。 

これに対して、政権党である民主党では、平成 24 年１月 31 日に開催された内閣部

門会議で議論を始めました。その後、協議が重ねられ、同法案の目的が「観光及び地

域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資する」もので、低迷する地方経済

及び東日本大震災以降の観光産業の立て直し対策となることや、新成長戦略で位置づ

けられた我が国におけるこれからの経済成長戦略とも合致することを確認しました。 

また、法制化や特定複合観光施設の実現を図るためには、①依存症対策、②反社会

的勢力の排除、③特区の認定数について（全国に設置されることへの懸念）、④利権

や天下りへの対応の４点について対策が必要であることをまとめました。 

こうした流れを受け、平成 25 年 12 月５日、自民党・日本維新の会・生活の党によ

り、ＩＲ推進法案が衆議院に提出されました。 

横浜商工会議所からは、平成 25 年９月に、ドーム球場の建設を含めた新たな集客

施設の積極的な整備とＩＲの推進等を新規要望事項とする「平成 26 年度横浜市政に

関する要望書」が提出されました。 

これらの動きを踏まえ、平成 26 年１月に市は、「新たな中期計画の基本的方向」に

都心臨海部の再生・機能強化を図る手法の一つとして、ＩＲの検討を記載しました。

あわせて、予算を計上し、平成 26 年度からＩＲに関する基礎的な調査「ＩＲ（統合

型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査」に着手しました。 
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また、平成 26 年４月に、ＩＲについて総括的に検討することを目的に、庁内に政

策局担当副市長をプロジェクトリーダーとする検討チームを設置し、「ＩＲ（統合型

リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査」の結果や国・他都市の動き等につい

て情報共有等を開始しました。 

前市長は、平成 26 年第１回市会定例会（２月 21 日）において、「国内外からの誘

客や積極的な民間投資を呼び込むとともに、都心臨海部の再生の起爆剤ともなり得る

ＩＲ、統合型リゾートという手法を検討する調査費を計上いたしました。」と調査費

計上の理由について、答弁しています。 

 

その後、国においては、平成 26 年 11 月 21 日、衆議院に提出されたＩＲ推進法案

が衆議院の解散に伴い廃案となりましたが、平成 27 年４月にＩＲ推進法案が再度、

衆議院に提出され、閉会中審査（継続審議）を経て、平成 28 年 12 月 15 日、ギャン

ブル等依存症への対応等を求める 16 の附帯決議とともに可決・成立しました。 

国は、ＩＲ推進法の成立及びその附帯決議を受け、平成 28 年 12 月 26 日からギャ

ンブル等依存症全般についての包括的な対策を推進することを目的にギャンブル等

依存症対策推進関係閣僚会議において議論を始めました。また、平成 29 年４月、特

定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について

調査審議するため、ＩＲ推進会議が設置されました。同会議では、平成 30 年 12 月ま

でに延べ 14 回開催され、日本型ＩＲの大枠及び主な政令事項に係る基本的な考え方

について、議論されました。 

横浜青年会議所からは、平成 26 年７月 12 日に、新市庁舎整備基本計画策定、2020

オリンピック・パラリンピックの開催、都心臨海部再生マスタープランの策定という

大きな時代の節目を踏まえ、横浜に住み暮らすまちづくりの担い手として、明るい豊

かなまちの未来を創造し、横浜の未来を切り開いていく必要があるとして、政策提言

がなされました。 

「提言② 特色あるＭＩＣＥ機能強化のための全天候型ドームの実現とＩＲ誘致」

では、今後、シンガポールをはじめとする、アジアの諸外国との誘致競争に打ち勝つ

ためにも、他都市に負けない特色あるＭＩＣＥ機能が必要であり、そのための方策と

して、「全天候型ドームの実現」「ＩＲ誘致」「全天候型ドームの実現とＩＲ誘致を目

的とした協議会の発足」を求めました。 

市ではこの間、平成 26 年度に着手した「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的

都市づくり検討調査」を 27 年度、28 年度と継続して実施し、他国におけるＩＲ導入

の背景や目的、設置プロセス、ＩＲの導入効果、懸念事項対策などＩＲの基礎的な調

査を実施しました。 

また、国や地元経済界の動き、調査結果等を踏まえ、市は、平成 28 年 12 月５日、

横浜市経営会議にＩＲの導入に向けた検討について付議し、国の法案等の動向を踏ま
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えながら引き続き検討を進めることを確認しました。 

この間、前市長は、「ＩＲは、国内外から多くの人を引きつける世界最高水準の文

化芸術、エンターテインメント、ＭＩＣＥ、ホテルなどの施設を民間の活力を最大限

に生かして一体的に整備、運営することができる有効な手法です。都心臨海部の機能

強化、観光ＭＩＣＥや文化芸術をより一層推進し、横浜経済の活性化、新たな雇用の

創出、さらには本市の財政基盤の強化を図っていかなければなりません。将来に向け

て横浜の成長をより一層確かなものとしていくために、ＩＲの導入は必要と考えてお

ります。」（平成 28 年第４回市会定例会（12 月９日））と答弁しました。 

また、ＩＲ推進法案可決時の 16 の附帯決議等を踏まえ、「昨年 12 月に成立、公布

されたＩＲ推進法では、ＩＲの整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与すると

ともに、財政の改善に資するものなどと定められております」「私としては、その前

提として、依存症などの懸念事項への対策がしっかりと講じられるべきと考えており

ます。地域経済の振興に関する具体的な内容は、今後、国会等での議論を経て、国か

ら示されると思います。私どもとしては、この依存症など懸念事項への対策をしっか

りと研究してまいりたいと思います。国もそれを最優先に進めていると思います。」

（平成 29 年第１回市会定例会（２月 22 日））と答弁するなど、国における懸念事項

対策や今後の制度設計の議論の状況を注視しながら、市内部で検討を続ける旨の市の

姿勢を示していました。 

 

その後、平成 29 年６月 21 日の市長定例記者会見において、前市長は、「統合型リ

ゾートを継続的に運営していく上で、カジノというのが有効ではないかということが

言われています。インバウンドの要素になるのではないかと言われながら統合型リゾ

ートが考えられ、日本型の統合型リゾートを導入しようではないかというお声があり

ました。そこは私自身も良く理解をしていますし、確かに当初、有効な一つの手段で

すということは申し上げました。しかし、依存症の問題がとても大きくクローズアッ

プされてきて、国民や市民の皆様が大変ご懸念されているということは国も横浜市と

しても大変理解しています。そのような考え方の中で十分慎重に考えていかなくては

いけないと思っています。今この時期に、果たして統合型リゾートがどの時期にどの

ような形で導入していかなければならないのかという考え方の中で、私の中では、今

は白紙というか判断できないということを申し上げている」と発言しました。この会

見については、翌日に、「ＩＲは白紙」「ＩＲありきではない」「カジノ判断できない」

という見出しで報道がされました。 

平成 29 年７月の市長選において、前市長は、「林文子 10 のお約束」と題する公約

を掲げています。この中で、「横浜市を取りまく厳しい環境」として、「2020 年頃から

横浜市は人口減少社会への突入が予想されます」「横浜市から東京への転出者も増え

ています」「法人市民税や上場企業数は大阪市、名古屋市を下回ります」、「2025 年問
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題といわれるように、超高齢社会の社会保障需要が拡大し、横浜市の扶助費の増加が

予想されます」「市民利用施設・道路・公園の老朽化による保全・更新・耐震化も必要

です」と課題を挙げ、課題の克服に向けて、「経済・産業基盤を一層強固にするため

に、市内企業の活力を高め、企業を誘致し、賑わいを生み出し、横浜経済圏としての

自立性を高める手立てを積極的に打っていきます」「市民の誰もが安心して働ける雇

用の場も増やします」「市の財政の効率化や集中と選択の徹底はもちろん、新たな財

源確保にも取り組み、市の財政基盤の更なる強化をはかります」としていました。ま

た、同公約の「【お約束９】 観光・ＭＩＣＥ」では、「ＩＲ（統合型リゾート）の導

入検討」として、「依存症対策やＩＲ実施法案など、国の状況を見ながら、市として

調査・研究を進め、市民の皆様、市議会の皆様の意見を踏まえたうえで方向性を決定」

としていました。 

なお、平成 26 年度から予算計上し、調査を行っていた「ＩＲ（統合型リゾート）

等新たな戦略的都市づくり検討調査」について、29 年度も予算計上をしていました

が、同年度にＩＲ整備法の制定が無かったため、29 年度は、同調査は実施しませんで

した。 

 

ウ ＩＲ整備法、ギャンブル等依存症対策基本法の成立 

国においては、横浜市長選挙後の平成 29 年７月 31 日にＩＲ推進会議の取りまとめ

が公表され、公共政策としての日本型ＩＲについての定義や根本原則等が規定されま

した。この中で、ＩＲ区域・ＩＲ施設・ＩＲ事業者、ＩＲ区域整備・ＩＲ事業者の監

督、カジノ規制、弊害防止対策、カジノ管理委員会及び公租公課等についての基本的

な考えが示されました。 

その後、ＩＲの重要論点の与党協議、ＩＲ推進本部の了承を経て閣議決定された後、

平成 30 年４月 27 日、ＩＲ整備法案が国会に提出されました。 

提出されたＩＲ整備法案は、平成 30 年５月 22 日に審議入りし、国会会期を 32 日

間延長（会期終了日７月 22 日）した後、７月 20 日にＩＲ整備法が成立しました。 

ＩＲ推進法と同様に、ＩＲ整備法とあわせて附帯決議がなされました。附帯決議の

内容は、国際競争力の高い魅力的な滞在型観光の実現を通じた観光及び地域経済の振

興の検討や、カジノ事業に係る廉潔性の確保、都道府県等における万全な治安対策・

ギャンブル等依存症対策の実施など、31 項目に及びました。 

国は、成立したＩＲ整備法の概要について、平成 30 年 12 月 19 日から平成 31 年１

月 18 日まで、全国９ブロックで実務者向けに説明会を開催しました。説明会では、

ＩＲ（統合型リゾート）とは何か、ＩＲ整備法の概要、開業までのプロセス、弊害防

止対策、刑法の賭博に関する法制との整合性、主な政令事項の基本的な考え方の６項

目が説明され、資料とともに、各会場での質疑応答の概要が公表されました。 

また、ＩＲ推進法の附帯決議として求められていたギャンブル等依存症対策につい
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ては、平成 29 年２月から６月にかけ、日本維新の会、自民党・公明党、民進党・自

由党がそれぞれ独自のギャンブル等依存症対策基本法案を提出しました。衆議院の解

散に伴い廃案となりましたが、自民党・公明党と日本維新の会が協議により法案を一

本化した後、国会に再提出され、平成 30 年７月６日に可決・成立しました。この法

律では、ギャンブル等依存症の定義や、国及び都道府県によるギャンブル等依存症対

策を推進するための計画策定、内閣にギャンブル等依存症対策推進本部の設置及び同

推進本部内にギャンブル等依存症対策推進関係者会議の設置などが規定されました。 

市は、ＩＲ整備法の成立を受け、「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づ

くり検討調査（その４）」として、ＩＲ整備法を踏まえ、事業者への情報提供依頼や

有識者ヒアリングなど本格的なＩＲの調査検討を開始しました。 

当該調査はそれまで判断を保留していた中で市がＩＲを導入する・しないを判断す

るための材料のひとつとすることを目的とし、ＩＲ整備法によって示された日本型Ｉ

Ｒの諸条件を踏まえた上で、市の現況や課題の整理や日本型ＩＲ等について調査・分

析を行ったほか、横浜におけるＩＲの事業性や経済的社会的効果、依存症などの懸念

事項とその対応策について、事業者への情報提供依頼（ＲＦＩ）や有識者へのヒアリ

ング等により実施しました。 

当該調査では、事業者が横浜において民間による大規模な開発投資を伴うＩＲの事

業性を見込んでいること、観光や地域経済の振興、財政改善への貢献などの面から、

これまでにない経済的社会的効果が見込まれること、また、懸念事項対策については、

各事業者の海外などでの経験やＩＲ整備法を踏まえた様々な対応策が想定されてい

ることが示されました。 

  

エ ＩＲ誘致の意思決定 

「横浜市中期４か年計画 2014～2017」及び「横浜市中期４か年計画 2018～2021」

で示しているとおり、横浜は、今後の人口減少や超高齢社会の進展により、長期的に

は消費や税収の減少が生じ、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。

そうした状況であっても、横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育な

ど市民の安全安心を確保する必要があります。 

そのような背景の中で、市にとって、ＩＲは、都心臨海部の機能強化、観光ＭＩＣ

Ｅや文化芸術をより一層推進し、横浜経済の活性化、新たな雇用の創出、さらには本

市の財政基盤の強化を図り、将来に向けて横浜の成長をより一層確かなものとするた

めの手法の一つとして、有効な選択肢と考えられました。一方で、市民の安全安心を

確保する観点から、その導入にあたっては依存症などの懸念事項への対策がしっかり

と講じられるべきであり、これらを含めＩＲの実施に必要となる法制上の措置などに

ついての検討状況を見きわめる必要がありました。 

そのため、市は、ＩＲを導入する・しないについての判断はせず、さまざまな意見



22 
 

を踏まえ、横浜の将来にとってよりよい方法を検討してきました。 

このような状況の中で、国においては、平成 30 年７月のギャンブル等依存症対策

基本法やＩＲ整備法の可決・成立に続き、平成 31 年４月には、中核施設の具体的な

基準・要件、ゲーミング区域の床面積の上限、ＩＲ区域以外でのカジノ事業等に関す

る広告物の表示施設、現金取引報告の対象範囲など、大きく分けて６つの項目から構

成されたＩＲ整備法施行令が施行されました。 

あわせて、同月、依存症問題の現状、依存症対策の基本理念、ＰＤＣＡサイクルに

よる計画的な不断の取組の推進、多機関の連携・協力による総合的な取組の推進、重

層的かつ多段階的な取組の推進などのギャンブル等依存症対策の基本的考え方等を

規定した第１章と、広告宣伝に関する新たな指針の作成や、施設内・営業所内のＡＴ

Ｍ等の撤去などの取り組むべき具体的な施策を規定した第２章の二章構成からなる

ギャンブル等依存症対策推進基本計画が閣議決定されました。 

また、市が、ＩＲ整備法により示された日本型ＩＲの諸条件を踏まえて前年度に実

施した、「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査（その４）」で

は、事業者が横浜において民間による大規模な開発投資を伴うＩＲの事業性を見込ん

でいること、観光や地域経済の振興、財政改善への貢献などの面から、これまでにな

い経済的社会的効果が見込まれること、また、懸念事項対策については、各事業者の

海外などでの経験やＩＲ整備法を踏まえた様々な対応策が想定されていることが示

されました。 

この調査結果について、市は、令和元年５月 27 日、令和元年第２回市会定例会政

策・総務・財政委員会において、報告を行うとともに、その結果を公表しました。 

また、市は、令和元年６月 25、26 日にかけて、市民向け説明会を、中区、保土ケ

谷区、都筑区、戸塚区の４方面で開催しました。この説明会では、「ＩＲ（統合型リゾ

ート）等新たな戦略的都市づくり検討調査（その４）」の報告書の内容を踏まえ、日

本型ＩＲの制度や海外ＩＲの事例のほか、横浜を取り巻く状況と課題、事業者からの

情報提供の内容、有識者へのヒアリング内容などについて説明しました。当日は、当

初１時間の開催時間を予定していましたが、多くの質問・意見をいただいたため、40

～50 分程度延長した回もありました。また、その場で回答できなかった質問について

は、後日、資料とともにホームページで回答を公表しました。主な質問・意見として

は、ＩＲを構成する施設の一つであるカジノ施設に対する嫌悪感や治安や依存症など

の懸念事項に関するものが多くありました。一方で、ＩＲに期待するものや中立的な

ものもありました。また、説明会のアンケートでは、ＩＲの理解が深まった・やや深

まったとの回答が約４割あり、説明会の実施など、丁寧な説明を通じて、市民理解を

深めていけると考えられました。 

さらに、横浜商工会議所からは、令和元年７月 18 日に、ＩＲ整備法に基づく国に

おける手続きが進んできていること、認定申請を予定している自治体等で独自の調
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査・研究が進んできていること、市における４か年の専門的な調査や事業者への情報

提供依頼（ＲＦＩ）等によりＩＲの認定申請に関して十分な判断材料を蓄積してきて

いること、今後、人口減少・少子高齢化の進行に伴い、社会保障費の増大や税収の減

少が予想され、地域経済の活力が失われることが危惧されている現状を踏まえ、ＩＲ

整備法に基づく認定申請の実行を決断・表明するよう強く要請する文書が市に提出さ

れました。 

このような状況を踏まえ、市は、国の制度設計が明らかになりつつあること、市の

調査により、横浜におけるＩＲの事業性やこれまでにない経済的社会的効果が見込ま

れること及び事業者の海外での知見やＩＲ整備法を踏まえた懸念事項対策が示され

たこと、地元経済界からの強い期待の声があることなどを総合的に勘案し、今後の社

会情勢の変化による経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれる中でも、横浜が都

市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の安全安心を確保するために

ＩＲの導入が必要であるとして、ＩＲの誘致を決定し、表明しました。 

 

【図表１】「ＩＲの実現に向けて」要旨 

人口減少や超高齢社会が進展する中で、長期的には消費や税収が減少し、経済活力の低

下や厳しい財政状況が見込まれます。そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持

し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保することが必要です。 

 

 決断に至った具体的な理由としては、 

〇ＩＲによる「観光の振興」「地域経済の振興」「財政の改善への貢献」など、これまで

にない経済的社会的効果が見込まれ、市が抱える諸課題の有効な対応策になり得る

と考えられること 

〇また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策

基本法など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体

がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整っ

てきたことがあります。 

〇今後とも、ＩＲへのご理解を頂けるよう、市民の皆様に丁寧に説明を続けていきま

す。 

 

これらを総合的に勘案し、横浜の 20 年、30 年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・

発展を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。 
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＜市内部の意思決定の経過＞ 

令和元年７月 25 日 ＩＲ検討プロジェクト（関係副市長・局長への情報提供） 

    ７月 29 日 ４副市長説明（ＩＲの実現に向けて） 

７月 31 日 市長説明（ＩＲの実現に向けて） 

８月 21 日 方針決裁 

８月 22 日 ＩＲの実現に向けて 市長定例記者会見にて誘致表明 
 

＜「ＩＲ推進事業」の補正予算の議決と体制＞ 

令和元年９月、第３回市会定例会にて「ＩＲ推進事業」の補正予算が議決されました。 

また、11 月に都市整備局にＩＲ推進室を設置し、誘致に向けた本格的な検討・準備を

開始しました。 

 

＜令和元年第３回市会定例会の経過＞ 

９月 11 日・13 日・17 日 常任委員会 

９月 20 日 第３回市会定例会において「ＩＲ推進事業」補正予算議決 

（ＩＲ推進事業：260 百万円、債務負担行為：140 百万円）  



25 
 

(2) 国等の主な動き 

ア ＩＲ推進法成立までの動き 

平成 11 年４月に東京都知事に当選した石原慎太郎氏が、お台場カジノ構想を提唱。

その後、都は、平成 13 年 11 月に策定した「東京都観光産業振興プラン」において、

カジノ等新たな観光資源の開発を位置づけるとともに、平成 14 年度予算に調査費を

計上し、同年 10 月に都庁展望室でカジノイベント（２日間）を開催、15 年には、国

に「観光資源としてのカジノ実現のための法整備」を要望しました。 

東京都のカジノ導入の動きをきっかけとして、平成 12 年以降、各地域の自治体や

経済・観光団体等もカジノ導入に向けた研究・提言活動に取り組み始め、全国に広が

りました。 

国においては、平成 11 年８月、民主党内に「民主党娯楽産業健全育成研究会」が

設立し、平成 14 年 12 月に、政権党自民党で「国際観光産業としてのカジノを考える

議員連盟」が発足するなど、カジノ導入に向けた国政での検討の動きがみられました。  

自民党は、平成 16 年６月には「ゲーミング法・基本構想（案）」を公表するととも

に、平成 18 年６月には、政務調査会観光特別委員会の下に設立された「カジノ・エ

ンターテインメント検討小委員会」により法案作成の基本的な考え方となる「我が国

におけるカジノ・エンターテインメント導入に向けての基本方針」を策定しました。 

平成 22 年４月、自民党、民主党それぞれのカジノ関連の研究会を統合する形で、

超党派の議員連盟である「国際観光産業振興議員連盟」が発足し、法律案が起草され

ました。 

これに対して、政権党である民主党では、平成 24 年１月 31 日に開催された内閣部

門会議で議論を始めました。その後、協議が重ねられ、同法案の目的が「観光及び地

域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資する」もので、低迷する地方経済

及び東日本大震災以降の観光産業の立て直し対策となることや、新成長戦略で位置づ

けられた我が国におけるこれからの経済成長戦略とも合致することを確認しました。 

また、法制化や特定複合観光施設の実現を図るためには、①依存症対策、②反社会

的勢力の排除、③特区の認定数について（全国に設置されることへの懸念）、④利権

や天下りへの対応の４点について対策が必要であることをまとめました。 

 

イ ＩＲ推進法の成立【平成 28 年 12 月】 

平成 25 年 12 月５日、自民党・日本維新の会・生活の党により、ＩＲ推進法案が衆

議院に提出されましたが、閉会中審査（継続審議）を経て、平成 26 年 11 月 21 日、

衆議院が解散したことに伴い、ＩＲ推進法案は廃案となりました。 

平成 27 年４月、自民党・維新の党・次世代の党により、ＩＲ推進法案が衆議院に

再提出され、閉会中審査（継続審議）を経て、平成 28 年 12 月 15 日に可決・成立し

ました。 
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ＩＲ推進法では、ＩＲの基本理念をはじめ、法制上の措置、基本方針の策定、ＩＲ

推進本部及び推進会議の設置などが規定されました。 

また、ＩＲ推進法とあわせて附帯決議が可決されました。附帯決議は 16 項目に及

び、刑法の賭博に関する法制との整合性の検討のほか、区域認定数の上限の法定、カ

ジノへの厳格な入場規制の導入、ギャンブル等依存症患者対策の抜本的な強化などを

求めています。 

 

【図表２】ＩＲ推進法の概要 

 
出典：ＩＲ推進会議取りまとめ（概要） 

 

ウ ＩＲ推進会議の設置【平成 29 年４月】 

ＩＲ推進法第二十一条の規定に基づき、ＩＲ推進本部のもと、特定複合観光施設区

域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議するため、

ＩＲ推進会議が設置されました。 

ＩＲ推進会議は、平成 29 年４月から平成 30 年 12 月までに延べ 14 回開催され、日

本型ＩＲの大枠及び主な政令事項に係る基本的な考え方について、議論されました。 

 

エ ＩＲ推進会議取りまとめの公表【平成 29 年７月】 

平成 29 年７月にＩＲ推進会議では、日本型ＩＲの全体像やＩＲの枠組み、規制の

あり方等についての考え方を取りまとめ（「特定複合観光施設区域整備推進会議取り
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まとめ～「観光先進国」の実現に向けて～」）、ＩＲ推進本部へ報告しました。  

取りまとめでは、公共政策としての日本型ＩＲについての定義や根本原則等が規定

され、日本型ＩＲの具体的内容として、ＩＲ区域・ＩＲ施設・ＩＲ事業者、ＩＲ区域

整備・ＩＲ事業者の監督、カジノ規制、弊害防止対策、カジノ管理委員会及び公租公

課等についての基本的な考えが明記されています。 

その後、国は、平成 29 年８月から１か月間、取りまとめに対するパブリックコメ

ントを実施するとともに、全国９か所で説明・公聴会を開催しました。 

 

オ ギャンブル等依存症対策基本法の成立【平成 30 年７月】 

ＩＲ推進法の成立及びその附帯決議を受け、ギャンブル等依存症全般について包括

的な対策を推進することを目的に、平成 28 年 12 月 26 日から平成 29 年８月 29 日ま

での間、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において議論が重ねられました。 

第２回会議では、「ギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整理」が行われ、

第３回会議にて「ギャンブル等依存症対策の強化について」が取りまとめられました。 

法制化に向けた動きでは、平成 29 年２月から６月にかけて、日本維新の会、自民

党・公明党、民進党・自由党がそれぞれ独自の法案を提出しました。衆議院の解散に

伴い廃案となりましたが、自民党・公明党と日本維新の会が協議により法案を一本化

した後、ギャンブル等依存症対策基本法案が国会に再提出され、ＩＲ整備法に先んじ

て平成 30 年７月６日に可決・成立しました。 

ギャンブル等依存症対策基本法は、主に 11 の項目から構成されており、ギャンブ

ル等依存症の定義や、国及び都道府県によるギャンブル等依存症対策を推進するため

の計画策定、内閣にギャンブル等依存症対策推進本部の設置及び同推進本部内にギャ

ンブル等依存症対策推進関係者会議の設置などが規定されています。 

  



28 
 

【図表３】ギャンブル等依存症対策基本法概要 

出典：ギャンブル等依存症対策推進本部会合資料 
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カ ＩＲ整備法の成立【平成 30 年７月】 

ＩＲ推進会議の取りまとめの後、パブリックコメントや公聴会、ＩＲの重要論点の

与党協議、ＩＲ推進本部の了承を経て閣議決定され、平成 30 年４月 27 日にＩＲ整備

法案が国会に提出されました。 

提出されたＩＲ整備法案は、平成 30 年５月 22 日に審議入りし、国会会期を 32 日

間延長（会期終了日７月 22 日）した後、７月 20 日にＩＲ整備法が成立しました。 

ＩＲ推進法と同様に、ＩＲ整備法とあわせて附帯決議がなされました。附帯決議の

内容は、国際競争力の高い魅力的な滞在型観光の実現を通じた観光及び地域経済の振

興の検討や、カジノ事業に係る廉潔性の確保、都道府県等における万全な治安対策・

ギャンブル等依存症対策の実施など、31 項目に及びました。 

ＩＲ整備法の成立を受け、国は区域認定制度に係る地方公共団体向け説明会を８月

に開催しました 

また、成立したＩＲ整備法の概要について、平成 30 年 12 月 19 日から平成 31 年１

月 18 日まで、全国９ブロックで実務者向けに説明会が開催されました。説明会では、

ＩＲ（統合型リゾート）とは何か、ＩＲ整備法の概要、開業までのプロセス、弊害防

止対策、刑法の賭博に関する法制との整合性、主な政令事項の基本的な考え方の６項

目が説明され、資料とともに、各会場での質疑応答の概要が公表されました。 
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【図表４】ＩＲ整備法の概要 
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出典：ＩＲ整備法に係る説明会資料 
 
 
 
 

キ ＩＲ整備法施行令の施行【平成 31 年４月】 

ＩＲ推進本部は、平成 30 年 12 月にＩＲ推進会議において取りまとめた「主な政令

事項に係る基本的な考え方」を骨子として、ＩＲ整備法施行令案を、平成 31 年２月

１日に公表し、パブリックコメントを経て、４月１日に施行しました。 

ＩＲ整備法施行令は、「特定複合観光施設」の中核施設の具体的な基準・要件、ゲ

ーミング区域の床面積の上限、ＩＲ区域以外でのカジノ事業等に関する広告物の表示

施設、現金取引報告の対象範囲など、大きく分けて６つの項目から構成されています。 

「特定複合観光施設」の中核施設の具体的な基準・要件では、国際会議場施設と展

示等施設の規模に応じた組み合わせが３通り示されたほか、宿泊施設の基準として、

全ての客室の床面積の合計がおおむね 10 万㎡以上であることなどが規定されました。 

また、ゲーミング区域の床面積の上限について、ＩＲ施設の床面積の合計の３％と

することや、ＩＲ区域以外でのカジノ事業等に関する広告物の表示施設について、国

際線が就航する空港や外航クルーズ船等が就航する港湾の旅客ターミナルのうち、外

国人旅客が入国手続を完了するまでの間に滞在することができる部分に限定するな

どの基準が設けられました。 
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【図表５】ＩＲ整備法施行令の概要 
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出典：首相官邸 ＩＲ推進本部ホームページ 
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ク ギャンブル等依存症対策推進基本計画の策定【平成 31 年４月】 

ギャンブル等依存症対策基本法第二十四条の規定に基づき設置されたギャンブル

等依存症対策推進本部において、ギャンブル等依存症対策推進基本計画案の作成が進

められました。その後、推進本部内に設置されたギャンブル等依存症対策推進関係者

会議における議論やパブリックコメントを経て、平成 31 年４月 19 日にギャンブル等

依存症対策推進基本計画が閣議決定されました。 

基本計画は二章構成となっており、第一章の「ギャンブル等依存症対策の基本的考

え方等」では、依存症問題の現状、依存症対策の基本理念が明記されているほか、基

本的事項として、ＰＤＣＡサイクルによる計画的な不断の取組の推進、多機関の連携・

協力による総合的な取組の推進、重層的かつ多段階的な取組の推進が示されています。 

第二章の「取り組むべき具体的施策」においては、関係事業者が行う取組として、

広告宣伝に関する新たな指針の作成や、施設内・営業所内のＡＴＭ等の撤去などが規

定されています。 

神奈川県は、令和３年３月、ギャンブル等依存症対策基本法に基づく「都道府県ギ

ャンブル等依存症対策推進計画」に位置付けられる「神奈川県ギャンブル等依存症対

策推進計画」を策定しました。 

 

ケ 基本方針（案）の公表【令和元年９月】 

  国は、令和元年９月に基本方針（案）を公表しました。基本方針（案）では、国際

的なＭＩＣＥビジネスを展開し、日本の魅力を発信して世界中から観光客を集め、来

訪客を国内各地へ送り出すことにより、「国際競争力の高い魅力ある滞在型観光」を

実現するための様々な基準、地域における合意形成、ＩＲ施設を構成する施設の一つ

であるカジノ施設の設置に起因する有害な影響の排除等について記載されています。 

  また、公表した基本方針（案）について、令和元年９月４日から 10 月３日までの

期間、パブリックコメントを実施しました。 
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【図表６】基本方針（案）の概要 

出典：観光庁ホームページ 

 
コ カジノ管理委員会の設置【令和２年１月】 

カジノ管理委員会は、ＩＲ整備法第二百十三条の規定に基づき、内閣府の外局とし

て置かれる行政委員会として設置されました。主な任務は、ＩＲ整備法の目的に定め

る「適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業」を実現するため、

カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ることとしてい

ます。 

カジノ管理委員会は、令和２年１月 10 日から令和４年１月 20 日までの間で 47 回

開催されています（令和４年１月 31 日時点）。 

 

【図表７】カジノ管理委員会委員名簿（敬称略） 

役職 氏名 現職 

委員長 北村 道夫   元防衛省防衛監察本部防衛監察監 

委員 氏兼 裕之 元国立印刷局理事長 

委員 渡 路子 医師（精神科） 

委員（非常勤） 遠藤 典子 慶応大学大学院特任教授 

委員（非常勤） 䬢口 建史 元警視総監 
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サ 特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針（基本方針）の修正【令和２年

12 月】 

(ｱ) 国会議員の贈収賄疑惑【令和元年 12 月】 

内閣府の元ＩＲ担当副大臣の元政策秘書と元私設秘書の自宅に捜査が入り、ＩＲ

事業への参入を目指した中国企業から総額約７６０万円相当の賄賂を受領したと

して、令和元年 12 月、収賄罪で元副大臣が逮捕され、その後、起訴されました。 

 

(ｲ) 新型コロナウイルス感染症の発生と感染拡大【令和２年１月】 

令和２年１月、世界保健機関（WHO）が新型コロナウイルス感染症に対し、「国際

的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を表明して以降、国内において、緊急事態

宣言の発令やイベントの延期・中止、各種施設等における営業時間・内容の制限等、

市民生活及び経済活動に大きな影響が生じました。新型コロナウイルス感染症は、

世界規模で急拡大し、世界各国において渡航制限や都市のロックダウン等、大きな

影響が生じました。 

   国内及び世界において、ワクチン接種が進んでいますが、変異株が度々発生し、

現在も、オミクロン株が発生・流行するなど予断を許さない状況です。 

 

(ｳ) 基本方針の決定【令和２年 12 月】 

   これらの状況を踏まえ、国は、基本方針（案）に対して、「ＩＲ事業者のコンプ

ライアンスの確保」「国や地方自治体の職員とＩＲ事業者との接触ルールの必要性」

「都道府県等によるギャンブル等依存症対策の充実」「ＩＲ区域・ＩＲ施設の安全

の確保」を含めた修正を加え、パブリックコメントを経て、基本方針を令和２年 12

月 18 日に決定しました。 
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【図表８】基本方針（案）の変更点（赤枠部分） 

 
出典：観光庁ホームページ 

 
シ ＩＲ整備法第九条第十項の期間を定める政令（申請期間を定める政令）の施行【令和２

年 12 月】 

国は、区域整備計画の認定の申請期間を定める政令について、新型コロナウイルス

感染症の発生などの社会情勢の変化を受けて、国への申請期間を当初の令和３年１月

４日から７月 30 日までの間から令和３年 10 月１日から令和４年４月 28 日までの間

とする修正を加え、パブリックコメントを経て、令和２年 12 月 18 日に閣議決定しま

した。 

 

ス カジノ管理委員会規則の施行【令和３年７月】 

国は、令和３年４月にカジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則

（カジノ管理委員会規則）（案）を公表、パブリックコメントを経て、同年７月にカ

ジノ管理委員会規則を定めました。 

カジノ管理委員会規則では、免許の申請手続やカジノ行為の種類及び方法・実施基

準等のカジノ事業の基本的な事項、入場管理等の事業活動に関する事項、依存防止対

策、マネー・ローンダリング対策、青少年対策等の重層的・多段階的な弊害防止対策

に係る事項、カジノ関連機器等に関する事項について定められています。 
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【図表９】カジノ管理委員会規則の概要 
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出典：カジノ管理委員会ホームページ 
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(3) 市等におけるＩＲ検討の取組等 

ア 都心部活性化検討調査【平成 22 年～平成 25 年】 

平成 11 年の東京都のカジノ導入の動きをきっかけとして、平成 12 年以降、各地域

の自治体や経済・観光団体等もカジノ導入に向けた研究・提言活動に取り組み始め、

全国に広がりました。 

市会では、平成 12 年から、市における地域経済の活性化に資するカジノ施設の設

置に向けた検討についての議論が始まりました。平成 21 年から 23 年までにかけて、

都心部活性化特別委員会において、都心部の活性化に向け、調査・研究が行われてき

ました。同委員会による都心部活性化特別委員会報告書（平成 23 年２月）では、「羽

田空港国際化を契機とした都心臨海部の活性化」に向けての提言で、「（３） 横浜の

目玉となる新たな集客資源の創造」として、民間主導で取り組みを進めている「全国

初となる特区を活用した外国人専用のカジノの導入」等については、行政側としても、

法的整備を含めた課題を整理した上で、ワークショップやシンポジウムなどを開催し、

市民の意見を聞く機会を設け、実現の可能性を調査・研究していくべきであるとし、

カジノの導入に向けた調査研究の実施が市に求められました。 

あわせて、横浜経済活性化特別委員会報告書（平成 24 年５月）では、平成 24 年１

月の沖縄県への市会議員による視察の報告として、「カジノは、複合エンターテイン

メントの柱であり、ＭＩＣＥにとって不可欠な、最も稼げるコンテンツである。横浜

は、カジノ・エンターテインメントに対する関心や調査研究がおくれており、他都市

の情報や連携、国に対するロビー活動なども進んでいない。観光産業やＭＩＣＥに関

心のある業界などとの連携を進めるとともに、行政も関心を持って取り組んでいるこ

とを内外に示し、機運を盛り上げていかねばならない。」と記載され、カジノの導入

に向けた調査研究の実施が市に求められました。 

このような他都市、国等の動きや市会での議論等の機運の高まりを受け、市は平成

22 年度から 25 年度までにかけて、魅力ある都心部の形成に向けた検討の一環として

実施した、都心部活性化検討調査の中でカジノに関する調査を行いました。この中で

は、平成 21 年 10 月に神奈川県が実施した「カジノ・エンターテイメント」に関する

県民意識調査の結果やカジノを含めた統合型リゾート（ＩＲ）に関する国、他自治体、

海外の動向、統合型リゾート施設の整備効果、大学生との協働等について報告されま

した。 
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【図表 10】都心部活性化検討調査の実施状況（ＩＲ及びカジノに係る主なもの） 

実施年度 主な調査内容 

平成 22 年度 ・神奈川県が実施した「カジノ・エンターテイメント」に関する県民

意識調査結果 

・カジノに関する新聞記事等 

・カジノ議連によるカジノ法案サマリー 

平成 23 年度 ・カジノを含めた総合リゾート（ＩＲ）に関する情報収集（国、他 

自治体、海外の動向） 

平成 24 年度 ・カジノ及び統合型リゾートに関わるこれまでの政策動向 

・カジノ及び統合型リゾート導入の効果と課題 

・カジノ及び統合型リゾート導入の事業手法と整備事例 

・横浜都心部へのカジノ導入に関する検討 

・大学生との協働による検討調査（外国人カジノの記載あり） 

平成 25 年度 ・都心臨海部における統合型リゾート施設の施設配置計画の検討 

・統合型リゾート施設の整備効果の検討 

・統合型リゾート施設の施設配置による課題等の整理 
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イ 中期計画における位置づけ 

(ｱ) 横浜市中期４か年計画 2014～2017 

地域経済の活性化に資するカジノ施設設置の検討を求める市会での議論等を踏

まえ、「横浜市中期４か年計画 2014～2017」では、都心臨海部の再生・機能強化の

項目において、進化する国際的な観光・ＭＩＣＥ都市として、統合型リゾート（Ｉ

Ｒ）について検討する旨を初めて記載しました。計画の策定にあたって平成 26 年

９月に実施されたパブリックコメントでは、歩行者の安全確保に関する道路整備、

中学校昼食、子ども・子育て支援、新市庁舎整備、統合型リゾートに関して多くの

意見が寄せられました。その後、計画案は、平成 26 年第４回市会定例会に議案と

して提出され、基本計画特別委員会で審査の上、議決を経て確定・公表されました。 
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【図表 11】「横浜市中期４か年計画 2014～2017」から抜粋 
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 (ｲ) 横浜市中期４か年計画 2018～2021 

「横浜市中期４か年計画 2018～2021」では、平成 26 年からの検討調査等を踏ま

え、戦略４(1)「人が、企業が集い躍動するまちづくり」の項目に、統合型リゾート

について法の制定等、国の動向を見据えた検討を行う旨を記載しました。 

計画の策定にあたって平成 30 年５月から６月までの期間で実施されたパブリッ

クコメントでは、全体で 2,129 件の意見が寄せられ、その中で統合型リゾート（433

件）及び中学校昼食（326 件）に関して多くの意見が寄せられました。その後、計

画案は、平成 30 年第３回市会定例会に議案として提出され、基本計画特別委員会

で審査の上、議決を経て確定・公表されました。 
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【図表 12】「横浜市中期４か年計画 2018～2021」から抜粋 
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ウ 「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査」の実施【平成 26 年～平成

28 年】 

平成 22 年４月、国においては、自民党、民主党それぞれのカジノ関連の研究会を

統合する形で、超党派の議員連盟である「国際観光産業振興議員連盟」が発足し、法

律案が起草されました。 

これに対して、政権党である民主党では、平成 24 年１月 31 日に開催された内閣部

門会議で議論を始めました。その後、協議が重ねられ、同法案の目的が「観光及び地

域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資する」もので、低迷する地方経済

及び東日本大震災以降の観光産業の立て直し対策となることや、新成長戦略で位置づ

けられた我が国におけるこれからの経済成長戦略とも合致することを確認しました。 

また、法制化や特定複合観光施設の実現を図るためには、①依存症対策、②反社会

的勢力の排除、③特区の認定数について（全国に設置されることへの懸念）、④利権

や天下りへの対応の４点について対策が必要であることをまとめました。 

こうした流れを受け、平成 25 年 12 月５日、自民党・日本維新の会・生活の党によ

り、ＩＲ推進法案が衆議院に提出されました。 

本市においては、横浜商工会議所から、平成 25 年９月に、ドーム球場の建設を含

めた新たな集客施設の積極的な整備とＩＲの推進等を新規要望事項とする「平成 26

年度横浜市政に関する要望書」が提出されました。 

これらの動きを踏まえ、平成 26 年１月に市は、「新たな中期計画の基本的方向」に

都心臨海部の再生・機能強化を図る手法の一つとして、ＩＲの検討を記載しました。

あわせて、予算を計上し、平成 26 年度からＩＲに関する基礎的な調査「ＩＲ（統合

型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査」に着手しました。 
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【図表 13】「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査」の実施状況 

実施年度 主な調査内容 

平成 26 年度 ・シンガポールやマカオ、ラスベガスなど、海外のＩＲの代表的な事

例やＩＲ導入により期待される効果、懸念される事項とその対策な

ど 

・日本におけるＩＲ導入に向けた検討状況やＩＲを導入する場合の

考え方 

・横浜市産業連関表により算出した横浜にＩＲを導入した場合の経

済効果など 

平成 27 年度 ・他国におけるＩＲ導入の背景や目的、設置プロセス、ＩＲの導入効

果、懸念事項対策など 

・ギャンブル等依存症に関する日本の現状や対策など 

・日本でギャンブル依存症の相談・治療等に携わっている医師へのヒ

アリング 

平成 28 年度 ・米国ニューヨーク州、豪州ニューサウスウェールズ州、英国を対象

とした、ＩＲ導入の背景 

・ＩＲ事業者やＩＲ設置自治体の選定プロセス 

・公民連携手法（PPP/PFI）を活用した国内事例について 

・海外のＭＩＣＥ事例 

 

エ ＩＲ（統合型リゾート）に関する事業者への情報提供依頼（ＲＦＩ）等の実施【平成 30 年～

令和元年】 

ＩＲ整備法を踏まえ、本格的なＩＲの調査検討を開始しました。当該調査はそれま

で判断を保留していた中で市がＩＲを導入する・しないを判断するための材料のひと

つとすることを目的とし、ＩＲ整備法によって示された日本型ＩＲの諸条件を踏まえ

た上で、市の現況や課題の整理や日本型ＩＲ等について調査・分析を行ったほか、横

浜におけるＩＲの事業性や経済的社会的効果、依存症などの懸念事項とその対応策に

ついて、事業者への情報提供依頼（ＲＦＩ）や有識者へのヒアリング等により実施し

ました。 

当該調査では、提出された調査票に基づき、事業者からヒアリングを行うとともに、

それらの内容に基づいて、ＩＲ関連、都市計画等、観光・ＭＩＣＥ、ギャンブル等依

存症対策等の各分野の有識者等に対してヒアリングを行いました。有識者等からは、

国で検討されている日本型ＩＲやギャンブル等依存症などの懸念事項とその対策、市

が抱える課題やＩＲの事業性、経済的社会的効果などについて、意見をいただきまし

た。 

本調査では、調査時点で、政省令など事業者にとって必要な情報や条件が不足して
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いたものの、事業者が横浜において民間による大規模な開発投資を伴うＩＲの事業性

を見込んでいること、観光や地域経済の振興、財政改善への貢献などの面から、これ

までにない経済的社会的効果が見込まれること、また、懸念事項対策については、各

事業者の海外などでの経験やＩＲ整備法を踏まえた様々な対応策が想定されている

ことが示されました。 

なお、本調査は、報告書としてとりまとめ、令和元年第２回市会定例会政策・総務・

財政委員会で報告するとともに、ホームページで公表しました。さらに、令和元年６

月 25、26 日にかけて、市民向け説明会を、中区、保土ケ谷区、都筑区、戸塚区の４

方面で開催し、調査結果を説明しました。 

 

＜情報提供を依頼した項目＞ 

Ⅰ．ＩＲの経済的社会的効果について 

  横浜市でＩＲを設置する場合、横浜市（及び広域）に与える直接的・間接的な経済波

及効果等 

Ⅱ．ＩＲで想定される懸念事項などとその対応策について 

１. 横浜市でＩＲを設置する場合、横浜市において想定される懸念事項などとその対

策 

２. 国内外で既に実施している対策 

３. その他、行政との役割分担 

Ⅲ． 想定するＩＲのイメージについて 

１. 横浜市でＩＲを設置する場合の想定している立地場所及びその理由 

２. イメージ図、開発コンセプト、ゾーニング、土地利用計画図等 

３. ＩＲ整備法第二条第一項に記載されている施設について、それぞれ横浜市にふさ

わしいと思われる施設コンセプト 

４. その他、開発条件（立地、面積等）に対する要望 

５. 横浜市でＩＲを設置する場合の地区内外のまちの魅力向上や賑わいの創出 

６. 横浜市でＩＲを設置する場合のＩＲの事業性（投資見込・収支計画、売上等） 

Ⅳ．その他 

その他の意見・提案  
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【図表 14】事業者からの提供情報と有識者ヒアリング概要（ＩＲ（統合型リゾート）等新

たな戦略的都市づくり検討調査（その４）報告書概要版） 
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オ 庁内会議等での情報共有・検討 

(ｱ) ＩＲ検討プロジェクトの設置 

平成 25 年 12 月にＩＲ推進法案が衆議院に提出されたことを受け、平成 26 年４

月、ＩＲについて総括的に検討することを目的に、庁内に政策局担当副市長をプロ

ジェクトリーダーとする検討チーム（ＩＲ検討プロジェクト）を設置しました。 

同プロジェクトでは、市が実施した「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都

市づくり検討調査」の結果や国・他都市の動き等について情報共有・検討しました。 

 

 (ｲ) ＩＲ推進プロジェクトの設置 

令和元年８月のＩＲ誘致の表明や９月の第３回市会定例会における補正予算の

議決を受け、令和元年 11 月、ＩＲについて本格的な検討・準備を進めることを目

的に、庁内に都市整備局担当副市長をプロジェクトリーダーとするＩＲ推進プロジ

ェクトを設置しました。 

同プロジェクトでは、「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性」や実施方針等の市

が策定した文書や国・他都市の動き等について情報共有するとともに、区域整備計

画の作成に向けた検討等を行いました。 

 

カ 地元経済団体の動き 

(ｱ) 「横浜複合エンターテインメント構想の基本的な考え方」の公表【平成 20 年 

10 月】 

平成 11 年の東京都のカジノ導入の動きをきっかけとして、平成 12 年以降、各地

域の自治体や経済・観光団体等もカジノ導入に向けた研究・提言活動に取り組み始

めました。 

横浜においては、平成 20 年１月、横浜商工会議所に観光・情報・サービス部委

員会横浜複合エンターテインメント施設研究会が発足、民間ベースでの検討が進め

られてきました。この検討を踏まえ、平成 20 年 10 月、同研究会が、カジノに関す

る調査検討内容をまとめた「横浜複合エンターテインメント構想の基本的な考え方」

を公表しました。 

 

(ｲ) 平成 26 年度横浜市政に関する要望書の提出【平成 25 年９月】 

 横浜商工会議所は、平成 25 年９月、平成 26 年度の市政及び予算編成に関して、

優先的に取組を求める要望事項を取りまとめ、市に提出しました。 

 同要望書において、横浜商工会議所は、観光資源の活用と魅力ある街づくりにつ

いての項目の魅力ある観光地づくりの推進における新規要望事項として、「ドーム

球場の建設を含めた新たな集客施設の積極的な整備とＩＲ（ｲﾝﾃｸﾞﾚｲﾃｯﾄﾞﾘｿﾞｰﾄ）の

推進」を要望しました。 
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(ｳ) 「（一社）横浜青年会議所としての提言書」の発表【平成 26 年７月】 

横浜青年会議所は、平成 26 年７月 12 日、新市庁舎整備基本計画策定、2020 オリ

ンピック・パラリンピックの開催、都心臨海部再生マスタープランの策定という大

きな時代の節目を踏まえ、横浜に住み暮らすまちづくりの担い手として、明るい豊

かなまちの未来を創造し、横浜の未来を切り開いていく必要があるとして、政策提

言を発表しました。 

「提言② 特色あるＭＩＣＥ機能強化のための全天候型ドームの実現とＩＲ誘

致」では、今後、シンガポールをはじめとする、アジアの諸外国との誘致競争に打

ち勝つためにも、他都市に負けない特色あるＭＩＣＥ機能が必要であり、そのため

の方策として、「全天候型ドームの実現」「ＩＲ誘致」「全天候型ドームの実現とＩ

Ｒ誘致を目的とした協議会の発足」を求めました。 

 

(ｴ) 「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の申請表明に関する要請について」の提出【令

和元年７月】 

  横浜商工会議所は、令和元年７月 18 日、ＩＲ整備法に基づくカジノ管理委員

会の設立準備や基本方針の策定等の国における手続きが進んできていること、認

定申請を予定している自治体等で独自の調査・研究が進んできていること、市に

おける４か年の専門的な調査や事業者への情報提供依頼（ＲＦＩ）等によりＩＲ

の認定申請に関して十分な判断材料を蓄積してきていること、今後、人口減少・

少子高齢化の進行に伴い、社会保障費の増大や税収の減少が予想され、地域経済

の活力が失われることが危惧されている現状を踏まえ、ＩＲ整備法に基づく認定

申請の実行を決断・表明するよう強く要請する文書を市に提出しました。 

 

(ｵ) 「統合型リゾート（ＩＲ）横浜推進協議会」の設立【令和元年 11 月】 

  横浜商工会議所を中心とした神奈川県内の９つの経済団体等（神奈川経済同友

会、神奈川県観光協会、横浜貿易協会、神奈川県経営者協会、神奈川県中小企業

団体中央会、横浜観光コンベンション・ビューロー、横浜銀行協会、横浜青年会

議所）で構成され、約１万 5,000 以上の企業や団体が参加する「統合型リゾート

（ＩＲ）横浜推進協議会」が、令和元年 11 月６日、設立されました。 

 

(ｶ) 「第１回［横浜］統合型リゾート産業展」の開催【令和２年１月】 

  令和２年１月 29、30 日、パシフィコ横浜で［横浜］統合型リゾート産業展実

行委員会主催、統合型リゾート(ＩＲ)横浜推進協議会共催のもと、「第１回［横

浜］統合型リゾート産業展」が開催されました。 

  当日は、海外で実際にＩＲ施設を設置・運営しているオペレーター６者を含む

計 46 者が展示等を行いました。 
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 キ ＩＲ誘致の意思決定【令和元年８月】 

横浜市中期４か年計画【2014～2017】及び【2018～2021】で示しているとおり、横

浜は、今後の人口減少や超高齢社会の進展により、長期的には消費や税収が減少しま

す。これにより、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれています。そうした状

況であっても、横浜が都市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の安

全安心を確保する必要があります。 

そのような背景の中で、市にとって、ＩＲは、都心臨海部の機能強化、観光ＭＩＣ

Ｅや文化芸術をより一層推進し、横浜経済の活性化、新たな雇用の創出、さらには本

市の財政基盤の強化を図り、将来に向けて横浜の成長をより一層確かなものとするた

めの手法の一つとして、有効な選択肢と考えられました。一方で、市民の安全安心を

確保する観点から、その導入にあたっては依存症などの懸念事項への対策がしっかり

と講じられるべきであり、これらを含めＩＲの実施に必要となる法制上の措置などに

ついての検討状況を見きわめる必要がありました。 

そのため、市は、ＩＲを導入する・しないについての判断はせず、さまざまな意見

を踏まえ、横浜の将来にとってよりよい方法を検討してきました。 

このような状況の中で、国においては、平成 30 年７月のギャンブル等依存症対策

基本法やＩＲ整備法の可決・成立に続き、平成 31 年４月には、中核施設の具体的な

基準・要件、ゲーミング区域の床面積の上限、ＩＲ区域以外でのカジノ事業等に関す

る広告物の表示施設、現金取引報告の対象範囲など、大きく分けて６つの項目から構

成されたＩＲ整備法施行令が施行されました。 

あわせて、同月、依存症問題の現状、依存症対策の基本理念、ＰＤＣＡサイクルに

よる計画的な不断の取組の推進、多機関の連携・協力による総合的な取組の推進、重

層的かつ多段階的な取組の推進などのギャンブル等依存症対策の基本的考え方等を

規定した第１章と、広告宣伝に関する新たな指針の作成や、施設内・営業所内のＡＴ

Ｍ等の撤去などの取り組むべき具体的な施策を規定した第２章の二章構成からなる

ギャンブル等依存症対策推進基本計画が閣議決定されました。 

また、市が、ＩＲ整備法により示された日本型ＩＲの諸条件を踏まえて前年度に実

施した、「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査（その４）」で

は、事業者が横浜において民間による大規模な開発投資を伴うＩＲの事業性を見込ん

でいること、観光や地域経済の振興、財政改善への貢献などの面から、これまでにな

い経済的社会的効果が見込まれること、また、懸念事項対策については、各事業者の

海外などでの経験やＩＲ整備法を踏まえた様々な対応策が想定されていることが示

されました。 

この調査結果について、市は、令和元年５月 27 日、令和元年第２回市会定例会政

策・総務・財政委員会において、報告を行うとともに、その結果を公表しました。 

また、市は、令和元年６月 25、26 日にかけて、市民向け説明会を、中区、保土ケ
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谷区、都筑区、戸塚区の４方面で開催しました。この説明会では、「ＩＲ（統合型リゾ

ート）等新たな戦略的都市づくり検討調査（その４）」の報告書の内容を踏まえ、日

本型ＩＲの制度や海外ＩＲの事例のほか、横浜を取り巻く状況と課題、事業者からの

情報提供の内容、有識者へのヒアリング内容などについて説明しました。当日は、当

初１時間の開催時間を予定していましたが、多くの質問・意見をいただいたため、40

～50 分程度延長した回もありました。また、その場で回答できなかった質問について

は、後日、資料とともにホームページで回答を公表しました。主な質問・意見として

は、ＩＲを構成する施設の一つであるカジノ施設に対する嫌悪感や治安や依存症など

の懸念事項に関するものが多くありました。一方で、ＩＲに期待するものや中立的な

ものもありました。また、説明会のアンケートでは、ＩＲの理解が深まった・やや深

まったとの回答が約４割あり、説明会の実施など、丁寧な説明を通じて、市民理解を

深めていけると考えられました。 

また、令和元年７月 18 日には、横浜商工会議所から、ＩＲ整備法に基づく認定申

請の実行を決断・表明するよう強く要請する文書が市に提出されました。 

このような状況を踏まえ、市は、国の制度設計が明らかになりつつあること、市の

調査により、横浜におけるＩＲの事業性やこれまでにない経済的社会的効果が見込ま

れること及び事業者の海外での知見やＩＲ整備法を踏まえた懸念事項対策が示され

たこと、地元経済界からの強い期待の声があることなどを総合的に勘案し、今後の社

会情勢の変化による経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれる中でも、横浜が都

市の活力を維持し、子育て、医療、福祉、教育など市民の安全安心を確保するために

ＩＲの導入が必要であるとして、ＩＲの誘致を決定し、表明しました。 
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【図表 15】「ＩＲの実現に向けて」要旨 

人口減少や超高齢社会が進展する中で、長期的には消費や税収が減少し、経済活力の低

下や厳しい財政状況が見込まれます。そうした状況であっても横浜が都市の活力を維持

し、子育て、医療、福祉、教育など市民の皆様の安全安心を確保することが必要です。 

 

 決断に至った具体的な理由としては、 

〇ＩＲによる「観光の振興」「地域経済の振興」「財政の改善への貢献」など、これまで

にない経済的社会的効果が見込まれ、市が抱える諸課題の有効な対応策になり得る

と考えられること 

〇また、世界最高水準のカジノ規制といわれるＩＲ整備法やギャンブル等依存症対策

基本法など、依存症に関する諸制度も整いつつあり、国・自治体・事業者・関係団体

がしっかりと協力することで、依存症の方を増やさないように取り組む環境が整っ

てきたことがあります。 

〇今後とも、ＩＲへのご理解を頂けるよう、市民の皆様に丁寧に説明を続けていきま

す。 

 

これらを総合的に勘案し、横浜の 20 年、30 年先を見据え、横浜が将来にわたり成長・

発展を続けていくためには、ＩＲを実現する必要があるという結論に至りました。 

 

 

＜市内部の意思決定の経過＞ 

令和元年７月 25 日 ＩＲ検討プロジェクト（関係副市長・局長への情報提供） 

    ７月 29 日 ４副市長説明（ＩＲの実現に向けて） 

７月 31 日 市長説明（ＩＲの実現に向けて） 

８月 21 日 方針決裁 

８月 22 日 ＩＲの実現に向けて 市長定例記者会見にて誘致表明 



58 
 

【図表 16】「ＩＲの実現に向けて」市長説明スライド 
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ク 「ＩＲ推進事業」の補正予算の議決と体制【令和元年９月、11 月】 

令和元年９月、第３回市会定例会にて「ＩＲ推進事業」の補正予算が議決されまし

た。 

また、令和元年 11 月に都市整備局にＩＲ推進室を設置し、誘致に向けた本格的な

検討・準備を開始しました。 

 

＜令和元年第３回市会定例会の経過＞ 

９月 11 日・13 日・17 日 常任委員会 

９月 20 日 第３回市会定例会において「ＩＲ推進事業」補正予算議決 

（ＩＲ推進事業：260 百万円、債務負担行為：140 百万円） 

 

ケ 「横浜ＩＲの基本的な考え方」の策定・公表【令和元年 10 月】 

令和元年 10 月、国のＩＲ整備法、施行令、基本方針（案）、市のこれまでの検討調

査等を踏まえ、市が目指すＩＲの基本的な考え方を公表しました。 

市が目指すＩＲの基本的な考え方では、世界中のすべての人々が訪れたくなる、こ

れまでにない「ハーバーリゾートの形成」を目指し、周辺の景観と調和しながら、横

浜の新たな顔として世界から選ばれ、観光・ＭＩＣＥ都市としての地位を確固たるも

のとするリゾートを掲げました。 
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（4） 公募に向けた取組 

ア （仮称）横浜・山下ふ頭における特定複合観光施設（ＩＲ）設置運営事業に係るコンセプト

募集（ＲＦＣ）の実施 【令和元年 10 月～令和２年６月】 

ＩＲ整備法に基づき策定する実施方針の参考とするため、令和元年 10 月に募集要

項を公表し、山下ふ頭（約 47ha）を予定区域とする特定複合観光施設（ＩＲ）設置運

営事業に係るコンセプト提案を「①日本型ＩＲの実現に関すること」、「②開発事業に

関すること」、「③関連産業に関すること」の３つの内容で募集しました。 

 

＜提案を求めた主な事項＞ 

 ・全体方針・計画：事業コンセプト、土地利用、配置、動線、都市デザイン等 

・施設計画：施設コンセプト、種類、機能、規模等 

・運営計画等：施設運営計画、事業期間、スケジュール、事業計画等 

・懸念事項対策：依存症対策、治安対策、交通対策等 

 

提案募集項目①に７者、提案募集項目②に３者、提案募集項目③に 15 者の提案が

ありました。 

その後、市は、提案された内容等について、提案者と対話を行い、令和２年 10 月

に提案概要についてホームページで公表しました。 
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【図表 17】ＲＦＣ提案概要 
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イ 「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性」の策定【令和２年８月】 

令和２年３月、これまでの検討等を踏まえ、横浜ＩＲの基本コンセプトや、コンセ

プト実現のための方向性をまとめた「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素案）」

を公表しました。その後、公表した素案に対して、１か月間のパブリックコメントを

通じていただいた意見等を踏まえ、39 か所を修正の上、８月に「横浜ＩＲの方向性」

として策定しました。 

  「横浜ＩＲの方向性」では、「横浜イノベーションＩＲ『横浜を世界から選ばれる

デスティネーション（目的地）へ』」を基本コンセプトとして、横浜イノベーション

ＩＲを実現するため、①世界最高水準のＩＲを実現、②都心臨海部との融合、③オー

ル横浜で観光・経済にイノベーションを、④安全・安心対策の横浜モデルの構築、の

４つの方向性を定めました。 

また、ＩＲ導入により生じる賑わいの創出、横浜の観光・経済振興などのＩＲ実現

の効果、懸念事項対策、地域の理解促進・合意形成に向けた取組についても「横浜Ｉ

Ｒの方向性」の中で示しました。 
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ウ （仮称）横浜・山下ふ頭における特定複合観光施設（ＩＲ）設置運営事業に係るコンセプ

ト募集（ＲＦＣ）の追加実施 【令和２年 10 月～12 月】 

令和２年２月以降の国内での新型コロナウイルス感染症の拡大や贈収賄疑惑によ

る元ＩＲ担当副大臣の逮捕・起訴を踏まえ、感染症等への対策やＩＲ事業者のコンプ

ライアンスの確保等について事業者から提案を受けるため、これまで「①日本型ＩＲ

の実現に関すること」、「②開発事業に関すること」について、コンセプト提案をして

いただいた事業者に対し、ＲＦＣを追加で実施しました。 

 

＜追加で提案を求めた主な事項＞ 

・ＩＲ事業者のコンプライアンスの確保  

・国や地方自治体の職員とＩＲ事業者との接触ルールの考え方  

・都道府県等によるギャンブル等依存症対策の充実への連携協力  

・ＩＲ区域・ＩＲ施設の安全性の確保  

・新型コロナウイルス感染症を踏まえた感染症等への対策（施設計画、運営計画等）  

・新型コロナウイルス感染症の影響（事業計画、施設計画、運営計画、経済的社会

的効果等） 

 

提案募集項目①に５者、提案募集項目②に３者から提案がありました。 

その後、市は、提案された内容等について、提案者と対話を行い、令和３年１月に

提案概要についてホームページで公表しました。 
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【図表 18】追加ＲＦＣ提案概要   
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エ 実施方針の策定 

ＩＲ整備法第六条の規定に基づき策定する実施方針について、市は、令和２年第４

回市会定例会建築・都市整備・道路委員会へ説明、また、設置運営事業予定者の選定

等を目的として設置した「横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員会」（附

属機関）での審議を行いました。さらに、横浜イノベーションＩＲ協議会での協議、

神奈川県及び神奈川県公安委員会の同意等、ＩＲ整備法に基づく手続きを実施すると

ともに、横浜市経営会議へ付議、方針決裁を行い、令和３年１月に公表しました。 

 

＜実施方針策定の経過＞ 

令和２年 ３月３日 横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員会条例

の制定 

 ３月 12 日 令和２年第１回市会定例会建築・都市整備・道路委員会で実

施方針（案）の骨子について報告 

 11 月 17 日 第１回横浜イノベーションＩＲ協議会開催 

メンバー 横浜市長（議長）、神奈川県知事 

神奈川県公安委員会、横浜市町内会連合会会長 

横浜商工会議所会頭、横浜市立大学学長 

 11 月 27 日 市長説明（実施方針の策定・公表について） 

 11 月 30 日 第１回横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員

会で、実施方針（案）について説明し、実施方針の事業者の

募集及び選定に関する事項について諮問 

 12 月２日 横浜市経営会議に付議 

 12月11日・

14 日 

令和２年第４回市会定例会建築・都市整備・道路委員会で実

施方針（案）について報告 

 12 月 14 日 第２回横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員

会で実施方針（案）について説明 

 12 月 21 日 第２回横浜イノベーションＩＲ協議会で実施方針（案）につ

いて協議 

令和３年 １月 12 日 神奈川県から実施する施策及び措置に係る同意 

 １月 13 日 横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員会から、

実施方針の民間事業者の募集及び選定に関する事項につい

ての答申を受領 

 １月 14 日 横浜市経営会議に付議 

 １月 20 日 神奈川県公安委員会から実施する施策及び措置に係る同意 

 １月 21 日 方針決裁 

 １月 21 日 実施方針公表（事業予定者の公募開始） 
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オ 横浜特定複合観光施設設置運営事業予定者の公募の開始（RFP）【令和３年１月～】 

市は、令和３年１月 21 日に横浜特定複合観光施設設置運営事業募集要項などを公

表し、設置運営事業予定者の公募を開始しました。 

その後、令和３年６月 11 日に２つのグループから提案がありました。令和３年７

月から８月にかけて市庁舎２階の展示スペースやプレゼンテーションスペースで開

催した「横浜イノベーションＩＲ企画展示」では、パネル展示や模型等により、事業

者の提案内容を紹介しました。 

 

【図表 19】公募スケジュール 

時期 内容 

令和３年１月 21 日 募集要項の公表 

令和３年１月 21 日～１月 28 日 募集要項に関する質問受付期間 

令和３年２月４日、２月 12 日 募集要項に関する質問への回答 

令和３年２月５日～５月 17 日 資格審査書類の受付期間 

令和３年２月 15 日～５月 31 日 参加資格審査の結果通知期間 

令和３年３～４月 競争的対話の実施期間 

令和３年６月１日～６月 11 日 提案審査書類の受付期間 

令和３年夏頃 設置運営事業予定者の選定 

 

 

カ 横浜特定複合観光施設設置運営事業予定者の公募の中止【令和３年９月】 

提案書の提出を受け、市は、事業予定者の選定に向け、審査を進めていましたが、

８月 22 日の横浜市長選挙で新市長が当選し、９月 10 日の令和３年第３回市会定例会

の所信表明において、市長がＩＲ誘致の撤回を表明したことから、９月 30 日に附属

機関に諮問していた事業者の選定に係る諮問の取り下げを行う等、公募の中止手続き

を行いました。 
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(5) 市会での議論等 

ア 市会での議論【平成 12 年～平成 25 年】 

(ｱ) 本会議等でのカジノ・ＩＲの議論 

平成 11 年の東京都のカジノ導入の動きをきっかけとして、平成 12 年以降、各地域

の自治体や経済・観光団体等もカジノ導入に向けた研究・提言活動に取り組み始め、

全国に広がりました。 

市会でも、平成 12 年から、市における地域経済の活性化に資するカジノ施設の設

置に向けた検討についての議論がありました。 

 

【図表 20】市会での質疑等【平成 12 年～平成 25 年】（横浜市会会議録から本会議、予算特

別委員会、決算特別委員会でのＩＲの制度や趣旨等に直接関わると思われるものを抜粋） 

年 定例会・質疑等 

平成 12 年 《第１回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

発言 御承知のとおり、世界有数のコンベンション都市ラスベガス

は、会議施設が完備しているだけではなく、飲食やカジノなど

アフターコンベンションが充実しております。一方で、大さん橋

に大型客船を誘致しても、船客はバスで箱根や東京へ出か

け、パシフィコ横浜を訪れる国際会議の参加者は言葉の問題

もあって野毛を訪れることもなかなか難しい実態があります。

私は、横浜がコンベンション都市として世界にセールスしようと

するとき、アフターコンベンションを充実するとともに案内シス

テムを整備し横浜の魅力をアピールすることが必要ではない

かと考えます。横浜滞在が楽しい思い出になってこそコンベン

ションは成功し、再度横浜を訪ねる契機になると思うのであり

ます。ぜひとも、ワールドカップを契機に官民一体となり、野毛

や中華街など横浜の魅力的な資源を生かし、アフターコンベ

ンションの充実に向けた取り組みを進めていただくよう要望し

ておきます。 
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平成 14 年 《第３回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

問 横浜の特色を生かした交流としては観光コンベンションも大変

重要な柱だと考えます。そこで次に、世界的な観光コンベン

ションの中核施設であり、我が国でも集客施設として注目され

つつあるカジノについて伺います。 

カジノは観光の目玉となり、地域の経済の活性化に大きく貢

献することが期待できるものですが、今回の構造改革特区の

提案では本市はカジノについての提案を行わなかったと聞い

ています。そこで、今回本市がカジノを提案しなかった理由は

何か、伺います。 

答 今回の構造改革特区における規制緩和でございますけれど

も、外交、防衛など国の主権に関するもの、条約に基づく国の

義務の履行を妨げるもの、あるいは刑法に関するもの、こうい

うものは当然除かれるものとされておりましたので、刑法に抵

触いたしますカジノについては、今回は構造改革特区の提案

に当たっては検討の対象としなかったということでございます。 

 

 

発言 このカジノについては東京都が大変に熱心であり、きょうの新

聞にも報道されていましたけれども、きのうも都庁を開放して

疑似体験のイベントを行っており、都知事が率先してＰＲを行

っています。また、賛同する地方自治体とともに国に働きかけ

て実現化を図ろうとしていると聞いています。カジノに関しては

風紀を乱すなどの心配もあるようですが、パスポートによるチ

ェックなどＩＴを駆使することでセキュリティーを高めることがで

きます。地域経済の長期低迷の中で、横浜に国内外から人、

資金、情報が集まる仕掛けとして大変有効な施設であると考

えます。 

先ほど質問の中に本市の財政は瀕死の状態という表現もござ

いましたけれども、またラスベガスの例を見てもわかるように、

雇用の増大や税収の増加など地域経済への影響も大変大き

いことから、カジノの整備は地域の活性化には大変有効な手

段ではないかと考えます。けさの毎日新聞ですけれども、都の

試算では年間 335 万人の入場者で最大 910 億円の収益と１

万 4,000 人弱の雇用を誘発すると試算している、こんな記事

が載っております。そこで、地域経済の活性化に資するカジノ

の実現について引き続き検討していただきたいと要望して、こ

こは終わりたいと思います。 
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平成 16 年 《第３回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

問 それでは、現在東京都はじめ幾つかの自治体でカジノ構想の

検討が進められています。神奈川県でも県、川崎、横浜及び

経済団体をメンバーとする京浜臨海部再生会議においてカジ

ノ構想の検討を行っていると聞いています。カジノといえばラ

スベガスということですけれども、ラスベガス全体が家族向け

の非常に楽しく健全なテーマパークとなっていると聞いており

ます。本市においても、このようなアミューズメント機能を重視

した健全なカジノを導入することによって、税収の増加だけで

なく都市の活性化や観光客、さらには宿泊客の増加を図るこ

とも可能になります。ナショナルアートパークにおいても例え

ば大さん橋ホールをカジノに活用するなど、いろいろなアイデ

アが考えられると思います。 

そこで、カジノ構想について現在どのような検討が行われてい

るのか、また、今後ナショナルアートパーク構想の中で検討を

進める考えはないか、伺います。  

答 カジノにつきましては、15 年度時点でさまざまなところでいろ

いろな研究を行っております。県、川崎市などと共同で行って

いる京浜臨海部再生会議では、京浜臨海部に本市の都心臨

海部を加えたエリアを対象にしまして、中期的な取り組みとし

てカジノを含めたアミューズメント機能の検討を行っておりま

す。カジノの実施に当たりましては法制度上のいろいろな課

題がございますので、中期的な取り組みになると思います。 

アミューズメント機能は、集客や観光の観点から非常に重要な

機能でございますので、ナショナルアートパーク構想の中でも

幅広く検討していきたいと思っております。 
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平成 20 年  《第１回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

問 横浜への海外からの誘客を考えたときに、横浜の魅力をアッ

プさせていくことが非常に重要なことだと思いますが、近年ア

ジア、特にマカオやシンガポールでカジノを含めた複合的な

エンターテインメント施設が脚光を浴びております。近代的な

カジノは単なるかけの施設ということではなくて、飲食やショッ

ピング、アトラクションといった多様なアミューズメントパークの

ような様相を呈しているわけですが、ホテルやコンベンション

施設ということも相まって、ビジネス客も含めた多くの集客を望

まれる複合施設となっております。 

このような社会的な状況も踏まえて、我が国でもカジノ導入に

向けた立法措置を図る動きが国会で活発になっているところ

であります。さらに本年１月には、横浜商工会議所でも横浜複

合エンターテインメント施設研究会が開催されて、カジノ導入

の可能性や問題点、社会的、経済的影響についての調査検

討を行っていくということですが、本市から都市経営局長が委

員として参加されていると伺っております。 

横浜商工会議所の研究会にどのような考え方で参加している

のか伺います。 

答 今回、横浜商工会議所において研究会が設置され、カジノを

含めた複合的エンターテインメント施設について、県やあるい

は本市も含めて民間と行政がともに勉強会を重ねながら検討

を進めていこうという要請がございました。そういう意味で、本

市としても今後の都市づくりという点から大いに議論する課題

の一つであるという考えから参加しているものであります。 

 

 

問 刑法における賭博罪に当たるカジノの導入には犯罪の増加

や青少年に与える影響など根強い懸念もあるところでござい

ますが、さまざまな社会的な影響も含めて研究をしていくとい

うことであろうかと思います。 

私は、カジノの社会的影響を考慮すると、市街地から少し離

れたところ、一番いいのは例えば船舶のような限られたスペー

スで行うほうがいいのではないかと思うのですけれども、かつ

て港湾都市横浜ならではの特区申請もそのようなことで考えら

れるのではないかと考えた時期もございます。カジノについて

は特区の対象にならないという国の見解が出されております

ので、現在は特別法制定の方向に進んでいるということであり
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ますけれども、外洋クルーズカジノについては、施行者のあり

方や管理、監視の仕組みを工夫するなどの必要があり、今後

の検討課題となっております。 

船舶上での実施が可能になってほしいと思うところであります

けれども、船舶上でのカジノの実施が図られれば港横浜の活

性化にも資すると考えられますが、見解をお伺いしたいと思い

ます。 

答 そういう御提案につきましては、大型客船が寄港する港湾都

市横浜としてのメリットも感じるところでございますが、いずれ

にしても、横浜にはどのような複合エンターテインメント施設が

ふさわしいか、またどのような導入が可能なのかについて、国

会での法制化の議論も踏まえまして、横浜商工会議所ととも

にさまざまな角度から研究を重ねていきたいと思っておりま

す。 

 

 

発言 これまで海外からの観光客誘致、そしてカジノについて質問

してまいりましたけれども、横浜市では来年、2009 年、開港

150 周年の記念の年に観光入り込み客数を 5,000 万人にする

ことを目標としているところであります。海外、そして国内からも

多くの観光客を呼び込む必要があると思います。2009 年の開

港 150 周年に続き、2010 年には羽田空港が再国際化され、

東アジア地域から横浜への利便性がますます高まることにな

ろうかと思います。この２つは、横浜にとってはさらなる発展の

ための絶好のチャンスであると思います。 

横浜では、開港 150 周年に向けた記念事業や企画でＪＲデス

ティネーションキャンペーンを取り込むなど、羽田国際化に向

けては東アジアを重点的にさまざまな取り組みを進めていると

ころであります。これらも観光コンベンションなど誘客につなが

るさまざまな施策を通じ、国内外での横浜の知名度をさらに 

アップさせ、横浜への来訪者をふやしていくことが必要である

と思います。 
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《第２回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

発言 私は、現在１割程度にとどまっている宿泊客を増加させるこ

と、日本のみならず世界中から観光客を引きつけるため新た

な魅力づくりが必要であると考えます。静岡県小山町は富士

スピードウェイにＦ１を誘致し、これを核とした海外からの誘客

に力を入れています。また、マカオやシンガポールではカジノ

を含めた複合的なエンターテインメント施設が脚光を浴びて

おり、我が国においてもカジノ法制化の議論が進められてい

ます。本市でも、横浜商工会議所において研究会が開催さ

れ、横浜にふさわしい複合的なエンターテインメント施設のあ

り方について検討されていると伺っています。今後は国内外

での知名度を向上させ、横浜への来訪者増加のみならず、滞

在時間の延長につながるよう魅力づくりに取り組んでいただく

ことを要望し、次の質問に移ります。 

 

 

平成 22 年 《第１回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

発言 去る２月 16 日、林市長が本会議におきまして行われた施政方

針演説の中で、成長戦略を描き横浜経済の飛躍へとつなげ

ていくとの御発言がありました。言うだけでなく、具体的な成長

戦略を描いて具体的な施策を実施すべきです。新市庁舎を

含めた関内関外地区活性化推進計画やエキサイトよこはま22

などの施策を着実に推進することはもちろん、現在私が委員

長を務める都心部活性化特別委員会でも議論が出ている市

街地エコカーレースやカジノなどの新しい企画も大いに検討

していく必要があります。 

 

 

問 先だって私はこの新聞を見て怒りを感じたのですが、カジノ解

禁、新たに研究会。そして、神奈川県知事が和歌山、沖縄両

県と研究会を立ち上げる、カジノ解禁のためにですね。そし

て、その候補地として川崎、横浜を知事が記者会見で挙げて

おります。議会の発言、また記者会見の発言というのは、大変

私は重いものであり、重要だと思います。 

そこで、こういったこの制度に対するものに対して、特に今回
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のこのカジノについて、事前に横浜市に相談があったのかどう

か、打診があったのかどうか。また、それに対して市はどういう

対応をとられたのか。もしそうでなければ、この委員会におい

て横浜市としての公式見解を私は述べるべきだと思います

が、このカジノの問題についていかがでしょうか。 

答 本年２月 16 日に県が発表した研究会の設置の件でございま

すが、事前に本市のほうに相談はございませんでした。県に

問い合わせをしましたところ、今後カジノの実現に積極的な自

治体や民間団体等と研究等を行っていきたいとのことでござ

います。詳細な内容については、まだ決定されていないという

ことでございます。カジノにつきましてはさまざまな課題もござ

いますので、今後国等の動向に注視してまいりますが、県の

研究会の動向にも留意してまいりたいと考えております。 

 

 

平成 23 年 《第１回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

問 都心部の活性化に当たっては、何か横浜の目玉になるような

新たな集客の資源の創造が必要ではないかと考えておりま

す。当時の特別委員会でも提案がありましたけれども、例えば

カジノとか、エコカーレース、こうしたところもかなりインパクトは

強いわけでございまして、世界的に横浜をアピールすることが

できる内容ではないかなと思います。特にカジノは、国におい

ても昨年４月に超党派の 74 名の国会議員でつくられておりま

す国際観光産業振興議員連盟が設立されております。７月に

は議員連盟会長のカジノ法試案が公表されています。神奈川

県においても、平成 21 年 10 月にカジノエンターテインメント

に関する県民意識調査が行われております。約 1,000 件の回

答があったということでございますが、カジノエンターテインメ

ントを日本に導入することについて、賛成が10.1％、条件が整

えば賛成が 34.5％、合わせますと 44.6％、一方反対が 34.2％

ということで、賛成が反対を上回っております。先般の県議会

の中でも、県知事のほうからはカジノの法制化を国に働きかけ

ることや、カジノ施設を県内に設置した場合の課題や導入効

果などについて、市町村や経済団体とも意見交換をし、さらに

検討を進めるという答弁があったということでございます。 

 そこで、カジノについては、神奈川県など誘致に積極的な発

言をしている自治体が多い中、横浜はちょっと出おくれている

ような感じがしますけれども、今後どのように取り組んでいくの
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か、伺います。 

答 カジノを含めた総合的なエンターテインメント施設について

は、御指摘のように平成 20 年、神奈川県とともに横浜商工会

議所が主催する研究会に参加し、海外の事例調査や課題整

理などを行ってきております。カジノについては、周辺への影

響等課題も挙げられているところでございます。現在、その対

応策について国でも議論されているところでありまして、その

状況を注視しつつ、引き続き研究してまいりたいと思っていま

す。 

 

 

発言 カジノは確かにマイナスのイメージがあります。これについて

は、国のほうも、産業界の皆さんで何かＮＰＯを立ち上げるよう

な動きもあったり、いわゆる依存性の問題については、研究を

今相当活発に始めているということでございます。カジノの実

現、あるいはエコカーレースもぜひ検討に加えていただいて、

こうした誘致を契機にして、あしたの元気な横浜を創出しようと

いう動きも今生まれております。昨年、ヨコハマ活性化推進会

議というのも設立されまして、副市長も設立総会に御出席を賜

ったところでございますけれども、議論がかなり本格化しており

ます。横浜は他の都市に比べても青年会議所が主体となって

行っている開港祭とか、Ｙ151、Ｙ152 の商店街の取り組み、花

火大会など、いろいろな民間主体のイベントがありますので、

市民と企業の底力、潜在力は期待を持てると思っております。 
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《第４回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

問 私は、観光や環境、ＭＩＣＥに関する海外の事例を研究するた

め、先月、世界有数のＭＩＣＥ先進国であるパリやシンガポー

ルなどに視察に行ってまいりました。パリは観光都市として大

変有名でありますが、国際会議の開催件数においても世界で

常に上位に位置しているＭＩＣＥ都市であります。また、シンガ

ポールは、ここ 10 年で飛躍的に国際会議の開催件数が増加

している注目すべき都市であります。昨年オープンした施設

であるマリーナ・べイ・サンズを実際に拝見しますと、展示場は

約３万 2000 平米、会議場では最大１万 1000 人を収容できる

会場、敷地内には 2560 室のホテルがあります。また、施設内

にはカジノや美術館、飲食店、さらには約７万 4000 平米の大

型ショッピングセンターなどのアフターコンベンションの充実を

目の当たりにしました。一方、パシフィコ横浜は、展示場は２万

平米、最大 5000 人収容の会場、隣接する３ホテルを足しても

約 1700 室という状況です。また、施設の高い稼働率などによ

り、毎年約 4000 件の問い合わせに対し、約 1000 件しか成立

していないと伺っており、ビジネスチャンスを逃している状況に

あると聞いております。 

そこで、国際ＭＩＣＥ拠点都市を目指すに当たっての課題に

ついて伺います。 

答 国際ＭＩＣＥ拠点都市を目指すに当たっての課題についてで

すが、アジア各国との競争が激化している中、本市の国際的

な知名度を一層向上させることや、誘致、開催支援体制を強

化すること及び質の高いコンベンション施設の維持、充実が

課題となっています。特に、大型の国際会議等に付随する

1000 人規模のレセプションに対応できる施設が市内に少ない

こと、パシフィコ横浜が建築後約 20 年が経過し、大規模改修

の時期を迎えていること、稼働率が高く、特に繁忙期は限界

に近いことなど改善をする必要がございます。 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

平成 24 年 《第１回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

問 市長は、予算案の冒頭で、多くの人が行き交う町には必ずビ

ジネスチャンスが生まれるとの認識を示しています。私も全く

そのとおりだと考えております。人が集まらない町は衰退して

まいります。ＭＩＣＥは、国内外から高度な知識や情報を持っ

たいわゆるビジネスパーソンの方々が多く集まり、まさにビジ

ネスチャンスが生まれる可能性が大いにあるわけです。いち

早くその点に気づいた東アジア諸国は、国を挙げて戦略的に

ＭＩＣＥ誘致に取り組んでいます。私は、観光や環境、ＭＩＣＥ

に関する海外の事例を研究するため、世界有数のＭＩＣＥ先

進国であるパリやシンガポールなどに視察に行った折、その

施設規模と周辺環境のすばらしさに圧倒されました。特に、シ

ンガポールでは、カジノを主体とした民間企業の参入により大

型ショッピングセンターの併設など、アフターコンベンションの

充実には驚かされました。そこで、横浜は大丈夫なのかと危

機感を募らせたところであります。 

そこで、東アジアのＭＩＣＥ都市に対する認識について伺いま

す。 

答 シンガポールや韓国では、ＭＩＣＥ開催による経済効果に着目

をいたしまして、施設の拡充、あるいは誘致の強化など、国と

してＭＩＣＥ機能の強化に取り組んでおります。特に施設面で

は、パシフィコ横浜を上回る大規模なＭＩＣＥ施設整備によっ

て、ここ 10 年で飛躍的に開催件数を伸ばしております。した

がいまして、横浜も早急に何らかの手を打つ必要があると認

識しております。 

 

 

問 例えば、我が党が特別委員会で数年前より提案しております

カジノであったり、民間の方々が推進している多目的ドームで

あります。カジノについては、統合型リゾート推進法案が国会

に提出される目前の状況であります。沖縄や大阪は既に検討

も済み、合法化の暁にはいつでも誘致できるよう体制を整え

ています。横浜は出おくれ感があるように感じますが、まずそ

こで、カジノ構想に対して市としてはどう考えているのか、ま

た、今後の取り組みについて伺います。 

答 カジノについてでございますが、市会の都心部活性化特別委

員会、それから横浜経済活性化特別委員会での御議論を拝

聴しております。都心部活性化検討調査で、カジノも含めて
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横浜らしいにぎわいづくりの方向性を検討しております。税収

等が期待できる半面、周辺への影響等の課題も考えられます

ので、国等の議論を注視しつつ、引き続き研究してまいりま

す。 

 

 

《第２回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

問 昨年訪問したシンガポールでは、カジノ、コンベンション施

設、ホテル、アミューズメント施設、商業施設などが複合的に

集結した民設民営の統合型リゾートと言われる施設が活況を

呈しておりました。昨年視察で訪れた沖縄でも、国の法整備

を待ちながら、沖縄の自然を生かしたこのような統合型リゾー

トが具体的にかなりの部分で検討されているというようなことを

聞いてまいりました。医学系など大人向けの国際会議などで

選ばれる傾向の強い横浜でもこれは検討の余地があると考え

ますが、カジノの誘致に関する考えを伺っておきます。 

厳しい競争に勝ち抜くには、誘致すべきターゲットを明確に

し、必要なコンテンツをきちんと整え、そして誘致戦略をしっか

りと練り上げた上で戦っていただきたいと思います。 

答 カジノにつきましては、経済効果や税収効果などが大いに期

待できますし、また、国際的な観光・ＭＩＣＥ都市として活性化

の重要なメニューであると考えています。一方で周辺への影

響などさまざまな課題があることや法の整備も途上であること

から、国をはじめ関係方面の議論を注視するとともに、引き続

き議論を尽くしていきます。 

 

 

平成 25 年 《第３回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

発言 ＭＩＣＥ開催は非常に公共性が高い反面、施設の収益は低

く、施設単体で民間事業者が収益を見込んで整備することは

困難であり、一定の公的支援も考えなければならないと思い

ます。ＭＩＣＥ推進を国家戦略に掲げるシンガポールでは、民

間事業者がカジノの収益でＭＩＣＥ施設の整備、運営を行って

いると聞いております。日本において現行法ではカジノは認

められておらず、いろいろな課題があると認識しております
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が、一方、国においてさまざまな検討がなされているところで

す。横浜市としては、国の動向を注視するとともに、幅広く情

報収集し、その対応について研究するよう要望いたします。 

 

 

《第４回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

問 都心臨海部の未来に向けた再整備について幾つか質問をし

てまいりましたけれども、横浜の都心臨海部は、中華街や元

町、山下公園、みなとみらいなど数多くの観光地に恵まれて

いるということはもとより、横浜の港に代表される美しい水際線

や今後国際線も大幅に増便されるであろう羽田空港に近接

するという世界にもまれなポテンシャルを持ったすばらしい地

区だと思っております。しかしながら、残念なことに、海外に出

ると、世界の中で私たちの横浜の知名度は私たちが思ってい

るほど必ずしも高くはありません。このすぐれたポテンシャルを

最大限に生かして世界に名だたる都市にしていくことは私た

ちの心からの願いでもあります。 

そこで、世界中から観光客を引きつける魅力的な都市の実現

に向けた市長の意欲について改めてお伺いいたします。 

答 魅力的な都市の実現に向けた意欲ですが、世界中の多くの

方が訪れ、情報が融合し、交流の輪が広がる、そこから常に

新しい何かが生み出され、世界に発信される、私はそうした都

市を実現したいと決意しています。横浜には、コンパクトなエリ

アの中に美しい水際線や豊かな緑、観光スポットのほか、市

民のホスピタリティーの高さなど、すぐれた資源にあふれてい

ます。さらなる飛躍を図るためにも、最先端の環境技術や文

化、観光・ＭＩＣＥを充実させ、新たな交通システムによって回

遊性を強化するなど、あらゆる取り組みに挑戦してまいりま

す。 

 

 

問 昨今、国では、特定複合観光施設区域の整備の推進に関す

る法律、いわゆるカジノ推進法をめぐる動きが活発になってき

ており、来年の通常国会での成立が確実視されております。

私は今回の質問のために、先月末マカオに行き、カジノを含

むＩＲ、いわゆる統合型リゾートを視察し、そしてその規模の巨

大さと華やかさに衝撃を受けて帰国をいたしました。 

マカオは、面積 30 平方キロメートル、人口わずか 58 万人の
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極めて小さなエリアでありますけれども、2002 年にカジノのライ

センスを対外開放されて以来、現在ではラスベガスを大きく引

き離して世界一のカジノ収入を得るまでになりました。 

あくまでもカジノ特別行政区の観光局の発表ではありますけ

れども、2012 年の年間のマカオのカジノ収入は３兆 7000 億

円、年間のカジノによる税収は１兆 4000 億円に上るとも発表

されております。横浜の昨年度の税収は全体で 7000 億円で

すから、横浜の税収の約２倍をマカオはカジノからの収入だけ

で得ていることになります。また、私の泊まったホテルは１つの

ホテルだけで客室が 4000 室、向かい側のホテルは何と 6000

室のホテルでありました。ちょうど私がマカオを訪れた日は向

かい側のホテルで１万 5000 人の観客を収容してボクシングの

世界タイトルマッチが行われていましたけれども、１つのホテ

ルのアリーナに横浜アリーナの 1.5 倍である１万 5000 人を収

容する極めて大きな規模のホテルがマカオには林立をしてお

ります。大型のホテル、ショッピング、グルメ、イベント、そして

カジノ、さまざまな施設の組み合わせによって想像以上の活

況を呈していたわけでありますけれども、税収源の大部分は

カジノと聞いております。統合型のリゾートの実現に向けて

は、適切な規制、監視の仕組みなど、国民の理解が得られる

ような制度構築が必要ではありますけれども、雇用や集客の

増大など、地域経済を活性化し、再生する大きな効果もまた

期待をされております。将来の横浜のため、さまざまな可能性

を検討していかなければなりませんが、特にカジノを含む統合

型リゾートについて、海外の事例を見ても莫大な経済効果が

見込めるわけで、積極的に検討すべきと考えておりますけれ

ども、市長のお考えをお伺いいたします。 

検討に当たっては、市役所の内部だけではなく、経済界の意

見を聞くなどして連携した取り組みを進めていただくようお願

いをいたします。 

答 カジノを含むＩＲの積極的な導入についてですが、世界中の

人々を引きつける魅力的な横浜を実現するためには、これま

でにない大胆な手法も考える必要があります。ＩＲについては

有望なメニューの一つとして捉え、多方面から検討してまいり

ます。 
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(ｲ) 特別委員会報告書における提言等 

a 都心部活性化特別委員会報告書【平成 23 年】 

平成 21 年から 23 年までにかけて、都心部活性化特別委員会において、都心部

の活性化に向け、調査・研究が行われてきました。同委員会による都心部活性化

特別委員会報告書（平成 23 年２月）では、「羽田空港国際化を契機とした都心臨

海部の活性化」に向けての提言で、「（３） 横浜の目玉となる新たな集客資源の創

造」として、「民間主導で取り組みを進めている「みなとみらい地区で開催するエ

コカーレース」、「全国初となる特区を活用した外国人専用のカジノの導入」、「外

国人のニーズに合った商品を一堂に集め、一カ所で買い物ができるショッピング

施設の整備」等については、行政側としても、法的整備を含めた課題を整理した

上で、ワークショップやシンポジウムなどを開催し、市民の意見を聞く機会を設

け、実現の可能性を調査・研究していくべきである。」とし、カジノの導入に向け

た調査研究の実施が市に求められました。 

 

b 横浜経済活性化特別委員会報告書【平成 24 年】 

横浜経済活性化特別委員会報告書（平成 24 年５月）では、平成 24 年１月の沖

縄県への市会議員による視察の報告として、「カジノは、複合エンターテインメ

ントの柱であり、ＭＩＣＥにとって不可欠な、最も稼げるコンテンツである。横

浜は、カジノ・エンターテインメントに対する関心や調査研究がおくれており、

他都市の情報や連携、国に対するロビー活動なども進んでいない。観光産業やＭ

ＩＣＥに関心のある業界などとの連携を進めるとともに、行政も関心を持って取

り組んでいることを内外に示し、機運を盛り上げていかねばならない。」と記載

され、カジノの導入に向けた調査研究の実施が市に求められました。 

 

イ 市会においての情報提供・報告、質疑【平成 26 年～】 

平成 26 年１月に市は、都心臨海部の再生・機能強化を図る手法の一つとして、Ｉ

Ｒの検討を盛り込んだ「新たな中期計画の基本的方向」を公表しました。あわせて、

予算を計上し、平成 26 年度からＩＲに関する基礎的な調査「ＩＲ（統合型リゾート）

等新たな戦略的都市づくり検討調査」に着手しました。以降、市会では多くの質疑・

審査が行われ、予算や附属機関の設置に関する条例案等の審議を含め、およそ 1,000

に及ぶ質疑（本会議・予算特別委員会・決算特別委員会）が行われました。 

なかでも、ＩＲ誘致の表明後、ＩＲ推進費の補正予算議案が提出された令和元年第

３回市会定例会では、議案関連質疑として 62 問、一般質問として 23 問、決算特別委

員会における総合審査で 71 問、局別審査で 27 問、あわせて 183 問に及ぶ質疑が行わ

れました。 

また、令和元年８月のＩＲ誘致表明後の、令和元年第３回市会定例会における所管
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の常任委員会においては、69 件の資料要求があり、委員会を３日間開催して審議が行

われました。 

以降、市会においては、予算議案等の審議が行われるとともに、定例会毎の常任委

員会で、ＩＲの検討状況などに関する報告を行い、多くの質疑・審査が行われてきま

した。 

 

【図表 21】市会での質疑等【平成 26 年～】 

年 定例会・質疑等 

平成26年 《第１回定例会》 

〇平成 26 年度予算議案（平成 26 年３月 25 日議決） 

 ・ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査：1,000 万円 

 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲに対する姿勢、誘致する理由、整備場所、施設機能など 

 ・海外のＩＲの状況や他都市の状況 

 ・カジノの影響に関する懸念 

 ・ＩＲ導入による経済効果 

 ・市民や地域の合意の取り方 

 ・誘致のプロセス  など 

 

〇平成 26 年３月 14 日【政策・総務・財政委員会】 

 議案：ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査：1,000

万円 

 

《第２回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲの基本理念の考え方 

・カジノの影響に関する懸念 

 

《第３回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲを誘致する理由、施設内容、整備場所、事業費負担 

 ・他都市の検討状況 

 ・カジノに関する規制やカジノの影響に関する懸念  など 

 

〇平成 26 年９月 10 日【政策・総務・財政委員会】 

報告：統合型リゾート（ＩＲ）の動向等について 

【主な報告内容】 

ＩＲの概要、日本におけるＩＲ導入検討、諸外国におけるＩＲ導入に 

よる効果、ＩＲ導入に伴う懸念事項と諸外国における対策 
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《第４回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲに対する姿勢 

 ・民意の確認 

 ・カジノに関する規制や、カジノの影響に関する懸念  など 

 

平成27年 《第１回定例会》 

〇平成 27 年度予算議案（平成 27 年３月 20 日議決） 

 ・ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査：1,000 万円 

 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲ導入の意義 

 ・カジノに関する規制やカジノの影響に関する懸念  など 

 

〇平成 27 年３月 13 日【政策・総務・財政委員会】 

 議案：ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査：1,000

万円 

 

《第２回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲに対する姿勢 

・カジノの影響に関する懸念  など 

 

《第３回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲに対する姿勢 

・カジノの影響に関する懸念  など 

 

平成28年 《第１回定例会》 

〇平成 28 年度予算議案（平成 28 年３月 25 日議決） 

 ・ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査：1,000 万円 

 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲの効果 

 ・他都市の動向  など 

 

〇平成 28 年３月 15 日【政策・総務・財政委員会】 

 議案：ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査：1,000

万円 
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《第２回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲの検討状況 

 

《第４回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲに対する姿勢や、効果  など 

 

平成29年 《第１回定例会》 

〇平成 29 年度予算議案（平成 29 年３月 24 日議決） 

 ・ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査：1,000 万円 

 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・カジノの影響に関する懸念 

 ・民意の反映 

 ・ＩＲ導入による効果（経済効果 等） 

 ・海外の事業者が運営することの懸念 

 ・国の動向や法整備の状況を踏まえた考え方  など 

 

〇平成 29 年３月 15 日【政策・総務・財政委員会】 

 議案：ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査：1,000

万円 

 

《第３回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・市長選挙での公約やＩＲに対する姿勢 

 ・民意の反映 

 ・国の動向  など 

 

平成30年 《第１回定例会》 

〇平成 30 年度予算議案（平成 30 年３月 23 日議決） 

 ・ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査：1,000 万円 

 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲの検討状況や今後のスケジュール 

 ・国の法整備の状況を踏まえた考え方  など 

 

〇平成 30 年３月 16 日【政策・総務・財政委員会】 

 議案：ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査：1,000

万円 
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《第２回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲに対する姿勢や効果 

 ・国や他都市の動向 

・市民に対する情報提供  など 

 

《第３回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲに対する姿勢や検討状況 

・国の動向や法整備の状況を踏まえた考え方 

 ・民意の反映  など 

 

《第４回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲの検討状況 

・民意の反映  など 

 

平成31年

令和元年 

《第１回定例会》 

〇平成 31 年度予算議案（平成 31 年３月 19 日議決） 

 ・ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査：1,000 万円 

 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲに対する姿勢 

 ・民意の反映 

 ・ＩＲの事業費負担 

 ・法整備の状況を踏まえた考え方  など 

 

〇平成 31 年３月 11 日【政策・総務・財政委員会】 

 議案：ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査：1,000

万円 

 

《第２回定例会》 

〇令和元年５月 27 日【政策・総務・財政委員会】 

報告：ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査（その

４）の結果について 

【主な報告内容】 

市においてＩＲを導入する・しないの判断材料のひとつとすることを目的として

実施した、「事業者への情報提供依頼」や「有識者へのヒアリング」などによる、

国が検討を進めている日本型ＩＲの制度や、横浜におけるＩＲの事業性、経済的

社会的効果、想定される懸念事項とその対応策などについての調査・分析結果 
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《会期外》 

〇令和元年８月８日【政策・総務・財政委員会】 

参考人招致された東洋大学国際観光学部教授佐々木一彰氏より、「ＩＲ（統

合型リゾート）について」講演 

 

《第３回定例会》 

〇令和元年度補正予算議案（令和元年９月 20 日議決） 

 ・ＩＲ推進費：２億 6,000 万円増額 

・債務負担行為設定：１億 4,000 万円（令和２年度～３年度） 

 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲに対する姿勢、誘致する理由、整備場所、施設の規模や機能等 

・市長選挙での公約やＩＲに対する姿勢 

・市民説明会の考え方や進め方 

・地域や地元の合意形成 

・カジノに関する規制や法的整理、カジノ施設の設置に伴う懸念や依存症

対策 

・ＩＲ導入による効果（税収、経済効果、周辺への影響） 

・ＩＲに関連する事業費の負担増 

・ＩＲで得られる財源の使途 

・事業者への賠償に対する考え方 

・損失補償など安定的な運営の考え方 

・海外事業者が運営することの懸念 

・ＭＩＣＥの誘致効果や将来性 

・国の動向  など 

 

〇令和元年９月 11 日・13 日・17 日【政策・総務・財政委員会】 

議案：ＩＲ推進費：２億 6,000 万円増額補正、債務負担行為設定：１億 4,000

万円（令和２年度～３年度） 

【主な審査過程】 

９月 11 日：政策局から補正予算議案及び冊子「ＩＲの実現に向けて」の

説明後、質疑。委員会から政策局に対し、69 件の資料要求あ

り 

さらに慎重に審査を要するため、会期内継続審査について委

員会決定 

９月 13 日：政策局から９月 11 日に要求のあった 69 件の資料について

説明後、質疑。質疑は９月 13 日をもって終了することとし、

次回委員会で各会派の意見表明後、議案の採決をすることを

決定 
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９月 17 日：補正予算議案について、各会派の意見表明後、附帯意見を付

した上で、原案可決 

 

〇令和元年 10 月 15 日【政策・総務・財政委員会】 

参考人招致された静岡大学人文社会科学部教授鳥畑与一氏より、「ＩＲ（統

合型リゾート）について」講演 

 

《第４回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・市長選挙での公約やＩＲに対する姿勢 

 ・損失補償など安定的な運営の考え方 

 ・市民に対する情報発信、民意の確認や反映 

 ・ギャンブル等依存症などカジノの影響に関する懸念 

 ・誘致のプロセス、スケジュール 

・ＩＲ導入による効果（経済効果 等）  など 

 

〇令和元年 12 月 12 日【建築・都市整備・道路委員会】 

報告：統合型リゾート（ＩＲ）の実現に向けた取組について 

【主な報告内容】 

これまでの経過、今後想定されるプロセス、今後の主な取組（サウンデ

ィング調査、依存症実態調査、広報関係、アドバイザリー支援、法務支援、

交通アクセス対策等の検討調査や測量、土地価格の調査）、基本方針（案）

の概要など 

  

令和２年 《第１回定例会》 

〇「横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員会条例の制定」議案

（令和２年２月 21 日議決） 

 

〇令和２年度予算議案（令和２年３月 24 日議決） 

 ・ＩＲ推進費：４億円 

 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲを誘致する理由、コンセプト、施設機能 

 ・市民説明会の考え方や進め方 

 ・事業者選定の考え方や進め方 

・ギャンブル等依存症、治安などカジノの影響に関する懸念やその対策 

・カジノに関する法的整理や規制 

 ・ＩＲ導入による効果（経済効果 等） 
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 ・損失補償など安定的な運営の考え方 

 ・ＩＲに関わる不正の防止に関する取組 

 ・ＩＲ誘致の意思決定の経緯 

・ＩＲで得られる財源の使途 

 ・ＩＲ導入による効果（経済効果 等）や事業費負担 

 ・海外のＩＲやＭＩＣＥ施設の状況 

 ・誘致のプロセス、スケジュール  など 

 

〇令和２年２月 17 日【建築・都市整備・道路委員会】 

議案：横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員会条例の制定 

 報告：ＩＲ（統合型リゾート）推進の取組について 

【主な報告内容】 

「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性」について、「実施方針」につい

て、「募集要項」について、附属機関・協議会、今後の想定スケジュール 

 

〇令和２年３月 12 日【建築・都市整備・道路委員会】 

 議案：ＩＲ推進費：４億円 

報告：ＩＲ（統合型リゾート）推進の取組について 

【主な報告内容】 

「実施方針」について、「募集要項」について、市会への説明スケジュー

ル等、実施方針（案）の骨子、横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素

案）（※令和２年２月 17 日建築・都市整備・道路委員会での意見等を参考

に、修正したもの） 

 

《第２回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲ推進事業の予算執行 

・ＩＲを誘致する理由や進め方 

・新型コロナ感染症がＩＲ誘致に与える影響やスケジュールの変更 

 ・市民に対する情報発信、民意の確認や反映  など 

 

《会期外》 

〇令和２年６月 30 日【建築・都市整備・道路委員会】 

報告：ＩＲ（統合型リゾート）推進の取組について 

【主な報告内容】 

「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素案）」に関するパブリックコ

メントの取りまとめ状況、横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（案） 

（※パブリックコメントの意見などを参考に修正したもの）、「実施方針

（案）」及び「募集要項（案）骨子」 
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《第３回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・ＩＲ推進事業の予算執行 

 ・国の動向を踏まえた考え方 

・新型コロナ感染症の影響に伴う誘致の進め方やスケジュールの変更 

 ・民意の反映 

 ・ＩＲ導入による効果（経済効果 等） 

 ・ＩＲに対する姿勢、誘致する理由、施設機能 

 ・市民への情報発信、市民の声の反映 

 ・誘致のプロセス、スケジュール 

・ＩＲに関わる不正の防止に関する取組  など 

 

〇令和２年９月 11 日【建築・都市整備・道路委員会】 

報告：ＩＲ（統合型リゾート）推進の取組について 

【主な報告内容】 

「実施方針」及び「募集要項」、ＲＦＣ（サウンディング調査）（※参加

登録者数及び提案件数）、懸念事項対策シンポジウム 

 

《第４回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・地域のおける合意形成の取組 

 ・市民に対する情報発信、民意の確認や反映 

・新型コロナ感染症の影響を踏まえたＩＲの施設や機能 

・附属機関である選定等委員会やＩＲ協議会の情報開示  など 

 

〇令和２年 12 月 11 日・14 日【建築・都市整備・道路委員会】 

報告：ＩＲ（統合型リゾート）推進の取組について 

【主な報告内容】 

国の動向、市民の皆様への説明等の取組、市の今後のスケジュール等、

「実施方針（案）」及び「募集要項（案）の骨子」 

 

令和３年 《第１回臨時会》 

〇「横浜市におけるカジノを含む統合型リゾート施設（ＩＲ）誘致について

の住民投票に関する条例の制定」議案（令和３年１月８日否決） 

 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・住民投票制度 

 ・住民投票に係るコスト 
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 ・過去の市会における議論 

 ・ＩＲ整備法における合意形成  など 

 

〇令和３年１月６日・７日【政策・総務・財政委員会】 

 議案：横浜市におけるカジノを含む統合型リゾート施設（ＩＲ）誘致につ

いての住民投票に関する条例の制定 

 

《第１回定例会》 

〇令和２年度補正予算議案（令和３年２月 19 日議決） 

 ・ＩＲ推進費：5,000 万円減額補正 

 

〇令和３年度予算議案（令和３年３月 23 日議決） 

 ・ＩＲ推進費：３億 6,000 万円 

 

〇本会議等における主な質疑等 

・事業者の選定 

 ・カジノの影響に関する懸念 

・区域整備計画の作成 

・新型コロナ感染症の影響を踏まえた誘致の見直しやＩＲ導入による効果 

 ・損失補償など安定的な運営の考え方 

・市民に対する情報発信、市民の声の反映 

・ＩＲのコンセプト 

 ・誘致のプロセス、スケジュール 

 ・観光振興に寄与する人材登用や組織の検討 

 ・ＩＲで得られる財源の使途  など 

 

〇令和３年２月 15 日【建築・都市整備・道路委員会】 

議案：ＩＲ推進費：5,000 万円減額補正 

報告：ＩＲ（統合型リゾート）推進の取組について 

【主な報告内容】 

実施方針等の公表及び事業者公募の開始、実施方針等の市民の皆様への

説明の取組、市民の皆様へのその他の説明の取組、今後の主なスケジュー

ル 
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〇令和３年３月 15 日【建築・都市整備・道路委員会】 

議案：ＩＲ推進費：３億 6,000 万円 

報告：ＩＲ（統合型リゾート）推進の取組について 

【主な報告内容】 

事業説明会（実施状況）、各種広報の取組（横浜イノベーションＩＲオン

ラインシンポジウム、イメージポスター展開） 

 

《会期外》 

〇令和３年４月 20 日【建築・都市整備・道路委員会】 

報告：ＩＲ（統合型リゾート）推進の取組について 

【主な報告内容】 

国の動向、各種広報の取組 

 

《第２回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・事業者の選定 

 ・新型コロナ感染症の影響を踏まえたＩＲ導入による効果 

 ・損失補償など安定的な運営の考え方 

・区域整備計画作成の考え方やＩＲの進め方  など 

 

〇令和３年６月３日【建築・都市整備・道路委員会】 

報告：ＩＲ（統合型リゾート）推進の取組について 

【主な報告内容】 

事業者公募の状況、今後の主なスケジュール 

 

《第３回定例会》 

〇所信表明（ＩＲ誘致撤回）（令和３年９月 10 日） 

 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・誘致撤回を踏まえたＩＲ推進事業の予算執行 

 ・山下ふ頭の今後の開発 

 ・事業の振り返り  など 

 

〇令和３年９月 22 日【建築・都市整備・道路委員会】 

報告：ＩＲ（統合型リゾート）について 

【主な報告内容】 

事業者公募手続きの中止、提案審査参加事業者との調整、横浜イノベー

ションＩＲ協議会の廃止、ＩＲ推進費の不用額精査と減額補正、これまで

の検討内容の引継ぎ等 
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《第４回定例会》 

〇令和３年度補正予算議案（令和３年 12 月 21 日議決） 

 ・ＩＲ推進費：１億 5,600 万円の減額補正 

 

〇「横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員会条例の廃止」議案

（令和３年 12 月 21 日議決） 

 

〇本会議等における主な質疑等 

 ・条例廃止の考え方 

 ・減額補正の理由 

 ・ＩＲ誘致の経緯検証 

 ・ＩＲ誘致撤回の理由 

 

〇令和３年 12 月 16 日【建築・都市整備・道路委員会】 

議案：横浜市特定複合観光施設設置運営事業者選定等委員会条例の廃止、 

ＩＲ推進費：１億 5,600 万円減額補正 
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【図表 22】市会での質疑等【平成 26 年～】（ヨコハマ議会だよりからＩＲに関するものを

抜粋） 

年 定例会・質疑 

平成26年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《第１回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

カジノ誘致のための予算計上 

問 市長は、大きな経済波及効果、税収効果が期待できるとしてカ

ジノ誘致に強い意欲を表明していますが、国会ではカジノ合

法化案はまだ審議入りさえしていません。カジノは、刑法が禁

じる賭博行為を行う賭博場です。これらを承知でＩＲ・カジノ

を含む統合型リゾートの誘致のための予算を計上すること

は、税金の使い方として許されることではないと考えますが、

いかがですか。 

答 昨年国会に提出された法律案は、国際競争力の高い魅力ある

滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適

切な国の監視と管理のもとで運営される健全なカジノ施設の

収益が社会に還元されることを基本理念としています。東京

都などは既に誘致に向けた動きを始めています。こうした動

きも踏まえ、国内外からの誘客や積極的な民間投資を呼び込

むとともに、都心臨海部の再生の起爆剤ともなり得るＩＲ・統

合型リゾートという手法を検討する調査費を計上しました。 

 

 

《第２回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

民設・民営・私益であるＩＲの公益性の考え方 

問 今年度調査費のついたＩＲは、その概念上カジノを含まない

ことはあり得ません。したがって、ＩＲの問題はカジノを横浜

でやるかどうかの問題です。現在認められている競輪、競馬な

どの公益ギャンブルは公設・公営・公益で特別法で定められて

います。しかし、現在、国会の審議待ちのカジノ法案で検討さ

れているものは公営ギャンブルとは真逆で、民設・民営・私益

で運営され、そこに公益性は一かけらもありません。民設民営

のカジノにどのような公益性があるのですか。 

答 法案では、「特定複合観光施設区域内の整備の推進が、観光及

び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資する

ものであること」と第１条の目的に明記されています。第３条

の基本理念には、「地域の創意工夫及び民間の活力を生かした
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国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の

振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理下で運営

される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されること」が

明記されています。こうしたことから、この法案に基づき構想

されるＩＲは公益性があると考えています。 

 

 

《第３回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

ＩＲ・統合型リゾート構想 

問 横浜にカジノ施設ができるとなれば、国内や世界の方々が横

浜に抱くイメージを決定していきます。まさに横浜のあり方

に関わる重大な構想なので、カジノを含むＩＲ構想を推し進

めるべきか否かの判断に市民意見を取り入れるべきです。財

政上の折り合いが付き、宿泊施設や会議・展示施設、カジノ以

外のレクリエーション施設を複合的に誘致して、横浜経済の

活性化を目指すならば、市民から支持されやすいのではあり

ませんか。市民が懸念しているのは、ギャンブルとしてのカジ

ノです。なぜカジノ施設が必要なのですか。 

答 法案では、特定複合観光施設、いわゆるＩＲとは、「カジノ施

設及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施

設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体と

なっている施設」とされています。また、ＩＲの推進は、「適

切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の

収益が社会に還元されることを基本として行われる」となっ

ています。さらに、会議場施設やレクリエーション施設など、

投資コストの回収に期間を要する施設と、利益率の高いカジ

ノの一体化により、ＩＲの実現が可能になると言われていま

す。 

 

 

不健全なギャンブルの定義 

問 市長は過去に、健全なカジノといった答弁をされ、議会からも

健全なカジノとはどのようなものかというような指摘が相当

されていましたが、逆に、不健全なギャンブルとはどのような

ものだと考えているのですか。 

答 競馬などの公営競技や宝くじなど、法令のもとに行われてい

るもの以外が、該当するのではないかと思います。 
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平成27年 《第１回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

  

カジノ誘致の意向 

問 昨年行われた新聞の世論調査では、カジノ誘致反対が６割と

なり、賛成の約３割を大きく上回る結果が出ています。しか

し、そうした市民意見については、法が成立していないからと

して、反映する機会も示さないまま、議会の外で市長が繰り返

し積極発言をすることによって、横浜にカジノ誘致という既

成事実化が進んでいくという手法は問題ではないでしょう

か。正面からの議論をしないまま、外堀を埋めるかのようなや

り方は、議会軽視であり、市民不在であり、将来の横浜に大き

な禍根を残すと思いますが、いかがですか。 

答 統合型リゾート（ＩＲ）は、都心臨海部を機能強化していくこ

とや、観光・ＭＩＣＥ都市を拡充していくためにも、有効な手

法の一つと考えており、現在、調査検討をしています。ＩＲ推

進法の成立が前提ですが、今後とも、市会に説明をしながら進

めていきます。 

 

 

平成28年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《第４回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 
 

ＩＲを導入する意義 

問 臨時国会において審議が行われているＩＲ推進法案は、単に

カジノを認めるものではなく、国際会議場やホテル、劇場、シ

ョッピングモールなど様々な魅力的な施設を民間のノウハウ

や資金を活用して一体的に整備し、国際競争力の高い滞在型

観光を実現しようとするものです。横浜市が検討しているの

も単なるカジノの導入ではなく、ＩＲを活用した都市の活性

化や世界的な観光ＭＩＣＥ都市の実現だと理解しています。

そこで、ＩＲを導入する意義についてうかがいます。 

答 ＩＲは、国内外から多くの人を惹きつける、世界最高水準の文

化芸術、エンターテインメント、ＭＩＣＥ、ホテルなどの施設

を、民間の活力を最大限に生かし、一体的に整備・運営するこ

とができる有効な手法です。都心臨海部の機能強化、観光ＭＩ

ＣＥや文化芸術をより一層推進し、横浜経済の活性化、新たな

雇用の創出、さらには、横浜市の財政基盤の強化を図っていか

なければなりません。横浜の成長をより一層確かなものとし

ていくために、ＩＲの導入は必要と考えています。 
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平成29年 《第１回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

カジノ誘致 

問 カジノ誘致は、ギャンブル依存症患者の増加など、様々な問題

を抱えています。ＩＲ（統合型リゾート施設）推進法にかかわ

る国会審議では、日本人のカジノへの入場を禁じない方針が

示されており、国際カジノ研究所によると、カジノへの入場者

は年間約 4,400 万人、そのうち約９割を日本人が占めると推

定しています。一方、地方自治体には、「精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律」第２条で精神疾患の発生を防止する

義務が課せられています。敷地の 70 パーセントが市有地であ

る山下ふ頭にカジノを含むＩＲが作られることになれば、ギ

ャンブル依存症患者を発生させ、この法律に真っ向からぶつ

かりますが、いかがですか。 

答 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」との関係につ

いてですが、他の法律などとの整合性は、今後、国会等での議

論を経て、国から示されると考えております。 

 

 

ＩＲ導入についての考え方 

問 ＩＲの導入におけるギャンブル依存症の問題は、市長がＩＲ

導入を言い始めた３、４年前からずっと指摘されてきたこと

です。それを踏まえてもなお市長は、横浜経済のためにカジ

ノ、ＩＲが必要だと主張してきました。市長が一転してカジノ

に慎重になったと報道された中で、検討すべき要素が何か新

たに生じているならば、それは何ですか。 

答 ＩＲ推進法の成立を契機に、現在、国においてギャンブル等依

存症対策推進関係閣僚会議等が設置され、検討が行われてい

ます。まずは、依存症をはじめ、懸念事項対策について国にお

いてしっかりと議論し、国民に説明していただくことが重要

と考えていますので、横浜市としても国の動向を見極めなが

ら、この件についてしっかりと調査、研究を進めていきます。 
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《第３回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

統合型リゾート（ＩＲ） 

問 昨年、いわゆる「ＩＲ推進法」が成立し、今後開催される臨時

国会では、ＩＲ実施に必要な制度を定める、いわゆる「実施法

案」が提出されるとの報道もされています。市長選の公約で

は、ＩＲの誘致について、市民や市会の意見も踏まえ方向性を

決定すると示されており、選挙後には市民アンケートを実施

したいとも発言しています。そこで、具体的にＩＲに関して市

民意見をどのように反映されていくのか、うかがいます。 

答 市民意見の反映についてですが、国において制度設計がなさ

れている状況ですので、引き続き国の動向を見極めながら検

討していきます。 

 

 

カジノについて 

問 以前、本会議場で、カジノには反対と市長に言ったところ、横

浜経済の発展のためにはカジノ・ＩＲは視野に入れていると

市長は言いました。29 年７月の市長選挙の時には、カジノは

白紙と言っていましたが、選挙に当選すると、カジノをやると

また言い出したように聞いています。やるのかやらないのか、

うかがいます。 

答 ＩＲについては、現在国において検討が進められております

が、全体像が明らかになっていないということで、私自身は白

紙の状態です。したがって、誘致する、しないといった考えを

現段階では持っていないということです。引き続き国の動向

を見極めながら、市民や市会のご意見も踏まえて、検討してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

平成30年 《第２回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

山下ふ頭再開発とＩＲ（統合型リゾート） 

問 我が会派は、29 年秋に、カジノについては導入しない計画と

するよう予算要望で申し入れました。しかし、カジノが含まれ

ることが明白なＩＲが、今後４年間の市政運営の骨格であり

最重要計画に位置づけられる次期中期計画素案（「横浜市中期

４か年計画 2018～2021」（素案））に「検討します」と明記さ

れています。市長が、「ＩＲは白紙」との立場をとる中で、次

期中期計画素案に、「国の動向を見据え、ＩＲを検討します」

と明記した考え方について、うかがいます。 

答 ＩＲの整備に必要な法制上の措置となるＩＲ整備法案が国会

に提出されました。こうした状況を踏まえ、前回計画と同様

に、「法の制定等、国の動向を見据えた検討」と記載しました。

ＩＲについては、白紙ではございますが、様々な受け止め方が

ありますので、引き続き、国の動向を見据えながら検討してい

きます。 

 

 

《第４回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

ＩＲ（統合型リゾート） 

問 平成 30 年７月に特定複合観光施設区域整備法、いわゆるカジ

ノＩＲ実施法が成立しました。法では、議会の関与はあるもの

の、誘致の是非の判断を市長に委ねています。市長は市長選挙

で、ＩＲについて白紙と言って３期目に当選しましたが、態度

を決める前にどのように民意を問うのか、うかがいます。 

答 ＩＲ整備法では、ＩＲ区域の整備を希望する自治体が区域整

備計画を作成する際は、公聴会の開催など、住民の意見を反映

させるために必要な措置を講じなければならない、とされて

います。また、国に計画の認定申請を行う際は、議会の議決を

経なければならない、とされています。その前に、市としては、

市民からご意見をうかがう機会や具体的な方法について検討

しています。 
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平成31年

令和元年 

《第３回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

期待されるＩＲの役割 

問 市は少子高齢化の進展により、経済力の低下、税収の減収、社

会保障費の増大等、我々の子どもたちの世代は社会を支える

ためにどのような負担を強いられるのか、強い危機感を感じ

ています。市では、今後ＩＲの本格的な検討を進め、実施方針

を進めていく予定と聞いています。市において期待されるＩ

Ｒの役割は何か、うかがいます。 

答 生産年齢人口の減少、老年人口の増加により、消費や税収の減

少など、経済活力の低下や厳しい財政状況が見込まれていま

す。ＩＲでは、美しい港を引き立てる景観とともに、世界規模

のＭＩＣＥ施設、さらには、一流のエンターテインメント、お

子様も楽しめるアトラクションなどにより、観光の一層の振

興、地域経済の活性化につなげていきたいと考えています。ま

た、ＩＲによる増収効果を活用して、市民の皆様の安全安心な

生活を守る施策、横浜の魅力をさらに高める施策を進め、横浜

の持続的な発展・成長を実現していきたいと考えています。 

  

 

カジノ誘致への民意を問う機会  

問 市の重要施策が、市民説明会からわずか２か月足らずで誘致

の表明がなされ、全く判断材料すら与えられず、選択肢もない

検討状況を強いられました。住民投票や市民アンケートなど

カジノ誘致への民意を問う機会を設けるべきではないかと願

いますが、いかがですか。 

答 現在は、日本型ＩＲの仕組みなどを十分にお伝えできていな

い中で、ＩＲ＝（イコール）カジノと捉える方が多く、ギャン

ブル依存症の増加や地域の治安への影響に対する不安の声を

多くいただいております。そのため、まずは世界最高水準のカ

ジノ規制の内容、治安や依存症の対策に関する国の取組や、市

の考えをしっかりとお伝えしていきます。なお、民意の反映方

法については、ＩＲ整備法で、都道府県の同意、公聴会の実施、

議会の議決などが規定されており、今後の国からの情報も参

考にしながら、引き続き検討していきます。 
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カジノを含む統合型リゾート誘致 

問 政策・総務・財政委員会の参考人招致で配付された資料や、記

者会見資料で用いられた日帰り客・宿泊客の割合と、消費金額

の全国・東京・横浜の比較グラフは、観光庁と市で、データ採

取方法が異なることが分かりました。事実を客観的に映し出

すとは言えない比較表を根拠として、横浜は全国や東京都よ

り宿泊客が少なく、消費金額も低いから、将来のためにＩＲが

必要だとことさら強調して説明するのは、許されないことだ

と思います。算出方法やアンケート手法が違う数値をカジノ

誘致の理由にすることはできないと思いますが、いかがです

か。 

答 国が実施している全国調査は、無作為抽出した国民を対象に

アンケート調査したものです。一方、横浜市の調査は、主要な

観光地でのアンケート調査によるものです。本市と国の調査

方法は異なっていますが、目的や調査項目が類似しており、い

ずれも信頼性があると考えておりますが、これから調査を深

くやっていきたいと思います。 

 

 

カジノ誘致宣言は撤回を 

問 ＩＲについて、市の増収効果を 1,000 億円とした場合、大阪

にならい試算すると、カジノ売上は約 4,500 億円になります。

日本人客の割合を８割とすると、3,600 億円が海外のカジノ事

業者に移ることになります。ＩＲは、地域経済の振興どころ

か、逆に地域経済を縮小してしまうことを直視すべきです。市

長の見解をうかがいます。 

答 外国資本の場合でも、ＩＲ内での消費に伴う物品、サービスな

どは、近隣から調達する方が有利であるため、海外のＩＲでも

現地の調達率が高くなっています。また、日本型ＩＲは、カジ

ノ売上の 30％が国と自治体に納付され、これ以外に施設の魅

力向上への再投資も義務付けられており、利益の多くが国内

に還元されます。消費額については、有識者から、「国内より

も海外からの旅行者の方が単価は高く、総額の割合は海外と

国内が 50％ずつ程度ではないか」という見解も示されており、

地域経済に還元されるものと考えています。 
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《第４回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

カジノを含む統合型リゾート誘致の是非 

問 中期計画のパブリックコメントでカジノに関するもののう

ち、94％は反対でした。市長は、市民の意見を踏まえる、と言

っていましたが、市長にとって６％の賛成が踏まえるべき意

見で、94％の意見は無視しても良いと考えているのでしょう

か。朝日新聞の世論調査では、住民投票を行うべきという意見

が 59％でした。市長が住民投票をせず、横浜にカジノは要ら

ないという市民の想いをないがしろにするのであれば、市長

の任にふさわしくないと市民の多くが考えるのも当然です。

きちんとカジノ誘致を公約にして、市長の出直し選挙を行う

ことこそがカジノ誘致の是非を決める最も良い方法だと思い

ますが、いかがですか。 

答 令和元年９月の第３回市会定例会において、ＩＲの実現に向

けた本格的な検討・準備に関する補正予算を議決いただきま

した。現在、この補正予算に基づき、実施方針の策定など、Ｉ

Ｒ実現に向けた取組を進めており、選挙については考えてい

ません。 

 

 

街壊し必至といわれるカジノ誘致 

問 カジノに依存することで人心の荒廃が進み、山下ふ頭の周辺

と、近隣の横浜を代表する元町などのまちが壊れてしまうリ

スクは極めて大きいものがあります。市が事業者に求めてい

るコンセプト提案募集では実施期間が40年間とされているこ

とから、一度誘致すれば後戻りはできません。横浜を壊すよう

なことをするべきではないと考えますが、いかがですか。 

答 今後、人口減少や超高齢社会の進展などの厳しい状況を迎え

る中、横浜はさらに成長・発展し、子育て、医療、福祉、教育

など、市民の皆様の安全・安心な生活を守っていかなくてはな

りません。ＩＲ導入に関するこれまでの調査で、ファミリーも

楽しめる世界的なエンターテインメントや一流の文化芸術に

よる観光振興など、これまでにない経済的・社会的効果が確認

できました。こうした効果が横浜における諸課題を解決する

うえで有効な選択肢の 1つだと考えました。 
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《第１回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

実現に向けた決意  

問 人口減少や超高齢社会の進展など、今後、厳しい社会状況と財

政状況が見込まれます。市の 20 年、30 年先の将来を見据え、

市会とも意見交換しながら検討を進める必要があると思いま

す。横浜ＩＲの実現に向けた市長の決意をうかがいます。 

答 将来の安定的な市政運営に強い危機感がある一方、横浜はさ

らに飛躍するポテンシャルを持っています。ギャンブル依存

症や治安の対策に力を入れ、観光立国を目指す日本の成長戦

略の一翼を担いたいと思います。 

 

 

横浜ＩＲとスマートシティ 

問 ＡＩを使った同時通訳のテクノロジーや、分身ロボットの活

用をはじめ、横浜ＩＲはスマートシティとしての特色を出す

べきと考えますが、いかがですか。 

答 ＳＤＧｓ未来都市・横浜として、横浜ＩＲでは、ＩＣＴやＩｏ

Ｔなどを活用した効率的で持続可能な最先端技術と、水際に

展開する緑あふれる魅力が同時に存在するまちを目指しま

す。次世代スマートシティの実現に向け、市が求めることを実

施方針等にまとめ、民間事業者から提案を求めます。 

 

 

事業者契約の解除規定  

問 １月 28 日の衆議院予算委員会で国交相は、申請後の取下げは

可能と答弁しました。ＩＲ開設後であっても状況の変化によ

り、立ちどまることができるよう、事業者との契約には、解除

に関する規定を設けるべきと考えますが、いかがですか。 

答 事業者選定後、基本協定等を締結し、信義則に反する場合のペ

ナルティ設定などを検討します。区域整備計画の申請後、国か

ら認定された場合、市と事業者で実施協定を締結します。ＩＲ

整備法では、実施協定の有効期間や違反した場合の措置など

を定めることとなっており、あらゆるリスクを想定して検討

します。 

 

 

 

令和２年 
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アドバイザリー契約事業者の透明性・公平性・公正性  

問 市とアドバイザリー契約したＥＹ（イーワイ）新日本有限責任

監査法人（以下、「本法人」）の関連海外法人は、横浜への進出

を企図する海外のＩＲ事業者の監査法人です。本法人が、市の

事業者選定のための実施方針や募集要項の策定に関わること

は、透明性・公平性・公正性を担保できるか、うかがいます。 

答 各国のＥＹグループ各法人は法的に独立した組織で、業務に

関して情報共有しないことを確認しており、市の検討状況等

が漏えいすることはありません。また、市の利益に反する行為

の制限や守秘義務を課しており、本法人がＩＲに関連して民

間事業者の支援を行うことはありません。 

  
 

 《第２回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

  

コロナ感染拡大でその成長性に疑問符のついた統合型リゾート（Ｉ

Ｒ） 

問 新型コロナの世界的流行の収束が見通せない中、不要不急の

経済活動の停止で、真っ先に閉鎖の対象となったのがカジノ

です。今こそ、市民の声に応えて誘致を撤回するという責任あ

る決断を求めますが、いかがですか。 

答 現在、ＩＲ事業者もウィズコロナ、アフターコロナの対策を進

めています。国や市も、コロナの収束に向けて全力で取り組ん

でいます。ＩＲは、2020 年代後半の開業という、長期的な視

点で現在事業に取り組んでいます。コロナ収束後には横浜経

済の復興・飛躍をけん引する起爆剤になると、考えています。 
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《第３回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

  

横浜イノベーションＩＲ 

問 市では人口減少社会の未来の都市戦略にイノベーションＩＲ

を位置付け、誘致に取り組んできていますが、現在のコロナ禍

では事業可能性について不透明となっています。コロナ禍の

中でＩＲを進める意義について、うかがいます。 

答 現在、市では感染症対策の強化と経済再生の実現を両輪とし

て全力で取り組んでいます。市民の皆様、横浜の経済を支える

事業者の皆様と共に、新しい生活様式に対応した社会づくり

を加速させていくことが重要です。その上で、コロナ収束後の

長期的な横浜経済の飛躍のためには、観光・ＭＩＣＥ事業の復

活が不可欠です。ＩＲはインバウンドにとどまらず、国内客の

滞在型観光促進にも寄与するものであり、経済回復をけん引

する起爆剤になると考えています。 

 

 

ＩＲ・カジノ  

問 ９月でＩＲ・カジノを成長戦略の柱としていた安倍晋三総理

大臣が辞任し、新内閣が決まります。地方自治体でのＩＲ事業

者の募集に関わるＩＲ基本方針が直ちに策定されるかは全く

不透明です。国としても事業として成り立つかどうか示しき

れないＩＲ・カジノ誘致を断念するべきと考えますが、いかが

ですか。 

答 将来にわたって市民の皆さまの暮らしをお守りするために、

ＩＲの実現に向けた本格的な検討・準備が必要であると考え、

予算の議決もいただきながら、事業を進めています。現在、国

もコロナ対策を徹底しながら、ＩＲ整備法に基づき、国家プロ

ジェクトとして、引き続き基本方針の検討を進めています。Ｉ

Ｒは、長期的な視点で、コロナ収束後には、横浜経済の回復を

けん引する起爆剤になると考えています。 
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ＩＲ・カジノ  

問 インバウンド頼みで観光立国を目指すという方向性はウィズ

コロナ、ポストコロナの時代に即したものであるとは考えら

れません。ＩＲ・カジノ事業も、事業者と目されていた企業が

撤退したことにも表れています。誘致による効果が、今や見込

めず、事業の実効性はないと考えますが、いかがですか。 

答 ウィズコロナ、ポストコロナにおいて、横浜の経済振興に不可

欠な観光の復興に、行政としてしっかりと取り組んでいく必

要があります。既存の観光施設と連携して、国内客の滞在型観

光を伸ばす上でもＩＲは大きなチャンスです。海外のＩＲ事

業者の皆様も、６月以降、様々な感染症対策を行いながら営業

を再開されています。これらを踏まえ、今後の事業者公募にお

いて、より実効性の高い感染症対策などの提案を引き出すこ

とで、国内外において競争力を高めることができると考えて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

令和３年 《第１回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

ＩＲ（統合型リゾート）事業  

問 市が公表した実施方針においては、事業期間が 35 年と設定さ

れており、問題が発生してもやめられないのではないかとい

う不安を感じています。必要に応じて市の判断として事業を

止め、引き返せる仕組みを用意しておくことが重要であると

考えます。依存症や治安などで問題が顕在化した場合におけ

るＩＲ事業の解除に対する考え方について、うかがいます。 

答 まずは、ご指摘のような事態が発生しないように、設置運営事

業者に対し、法規制の厳格な運用、ノウハウや創意工夫を生か

した、懸念事項に対する積極的な対策等を求めていきます。さ

らに、ＩＲの開業後も継続的にモニタリングを行い、違反等が

認められた場合の、是正要求や実施協定の解除などの仕組み

を設け、事業の適正な実施を確保します。 

 

 

ＩＲカジノ計画 

問 事業者の募集要項では、「詳細は実施協定書で定める」などと

記載し、その案文を事業者には提示しています。事業者には示

されている事業条件書などが議会にさえ示されないのは異常

です。これでは、この後、区域整備計画等も含めて議論をする

ベースというものが共有されません。基本協定書案、実施協定

書案、事業条件書など公表をするよう求めますが、いかがです

か。 

答 他都市との競争環境にある中で、当面の間は基本協定書案、実

施協定書案、事業条件書などの公表を予定しておりませんが、

適切な時期に市会でご説明できるように検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 《第２回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

 

ＩＲ（統合型リゾート） 

問 世界のカジノ事業者は、コロナパンデミックで経営危機にあ

えいでいます。１兆円規模の投資を見込んだ横浜市への参入

は無理になってきているのが現状ではないでしょうか。ラス

ベガス・サンズ、ウィン・リゾーツ、ギャラクシーと有力な３

社が撤退した事実を直視すれば、これまで市が市民に言って

きた増収効果が見込めるとは到底思えません。今こそＩＲカ

ジノ誘致を撤回する決断のチャンスと考えます。いかがです

か。 

答 生産年齢人口の減少や老年人口の増加などの、市の将来的な

課題に対して、交流人口の増加が期待されるＩＲは、有効な方

策の一つだと考えています。ＩＲの実現により、これまでにな

い規模の民間投資が期待されます。将来にわたって市民の皆

様の暮らしを守るために、ＩＲの実現が必要であると考え、議

決いただいた予算に基づき、事業を進めています。 
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《第３回定例会》 

〇本会議等における主な質疑等 

  

ＩＲ（統合型リゾート） 

問 市長は所信表明でカジノ誘致の撤回を宣言しました。今後ど

のように山下ふ頭の開発を進めていくのか、うかがいます。今

後の検討に当たり、市民の皆さんに対しては、作為的な情報発

信ではなく、正しい情報を伝え、理解していただくことがとて

も重要です。次の世代、さらに、その次の世代へ引き継げる横

浜となるよう、市民と共に取り組んでいただくことをお願い

します。 

答 まず、地元の関係団体を含む市民の皆様との意見交換、有識者

や民間デベロッパー等へのヒアリングなどを開始し、事業の

枠組みを整理します。その上で、有識者や地元の皆様などで構

成される委員会を設置し、透明性を確保しながら議論を重ね、

新たな事業計画の策定を進めます。 
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【図表 23】市会における質疑等への対応状況 単位：件 

 第１回 

定例会 

第２回 

定例会 

第３回 

定例会 

第４回 

定例会 

臨時会 合計 

平成 12 年 1 0 0 0 0 1 

平成 13 年 0 0 0 0 0 0 

平成 14 年 0 0 2 0 0 2 

平成 15 年 0 0 0 0 0 0 

平成 16 年 0 0 1 0 0 1 

平成 17 年 0 0 0 0 0 0 

平成 18 年 0 0 0 0 0 0 

平成 19 年 0 0 0 0 0 0 

平成 20 年 3 1 0 0 0 4 

平成 21 年 0 0 0 0 0 0 

平成 22 年 2 0 0 0 0 2 

平成 23 年 2 0 0 1 0 3 

平成 24 年 2 1 0 0 0 3 

平成 25 年 0 0 1 2 0 3 

平成 26 年 44 3 35 5 0 87 

平成 27 年 31 7 3 0 0 41 

平成 28 年 4 1 4 0 0 9 

平成 29 年 26 0 24 0 0 50 

平成 30 年 6 7 30 3 0 46 

令和元年 

(平成 31 年) 

32 0 183 19 0 234 

令和２年 237 19 82 20 0 358 

令和３年 89 8 28  69 194 

合  計 479 47 393 50 69 1038 

※本会議、予算特別委員会、決算特別委員会でのＩＲに直接関わると思われる質問・発言

を集計しています。 
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ウ 住民投票条例制定を求める直接請求【令和３年１月】 

令和２年８月 21 日、市民団体が、誘致の賛否を問う住民投票に関する条例制定の

直接請求に向けた代表者証明書交付申請を行い、２か月間の署名活動を経て、12 月

23 日、法定数（有権者数の 50 分の１）を超える署名（有効数 19 万 3,193 筆）をもっ

て、条例制定請求書を市長あてに提出しました。 

市は請求を受け、令和３年第１回市会臨時会（令和３年１月６日～１月８日）に、

市第 100 号議案「横浜市におけるカジノを含む統合型リゾート施設（ＩＲ）誘致につ

いての住民投票に関する条例の制定」を市長名による意見とともに市会へ提出しまし

た。 

意見では、 

・一般的な制度化は現在でもなされていないこと 

・条例に基づく住民投票には法的拘束力がないこと 

・ＩＲ整備法において民意を反映させる制度が法定されている中で、加えて住民投

票を実施することには意義を見出しがたいこと 

・住民投票の実施はこれまでの議論の棚上げを意味すること 

・ＩＲの全体像は、事業者とともに作成する区域整備計画において具現化していく

ので、市民の皆様に丁寧に説明を行うとともに、議会における議論を基本として

法定の手続を着実に進めていくことが重要と考えていること 

が示されました。 

令和３年１月６日の議案関連質疑では、住民投票に関する制度や意義についての質

疑がなされるとともに、ＩＲの誘致の判断などに関する質疑も行われ、次のように答

弁しています。 

「平成 29 年の時点では、法令等の全容も示されておらず、ギャンブル等依存症対

策についても、国で論点整理が行われている状況でした。そのため、「導入する・し

ない」についてはまだ判断できず、「白紙」としていたものです。 

その後、ギャンブル等依存症対策基本法やＩＲ整備法が成立するなど、国家的なプ

ロジェクトの枠組みが整いました。これを受け、補正予算を市会にお諮りし、ＩＲ実

現に向けた本格的な検討・準備を進めることとしたものです。」 

翌１月７日の常任委員会で関連する３件の請願を含めた議案の審議を経て、１月８

日に本会議にて議案の議決が行われ、本条例案は否決となりました。 

 

※上記の直接請求の動きと同時期に、別の市民団体による市長のリコール（解職）

に向けた署名活動がありましたが、解職の是非を問う住民投票の実施に必要な署

名筆数（有権者数の６分の１）が集まらず、直接請求に至りませんでした。 
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【図表 24】横浜市におけるカジノを含む統合型リゾート施設（ＩＲ）誘致についての住民

投票に関する条例制定についての意見（議案書から抜粋） 
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(6) 予算の執行状況 

主にＩＲを検討するための予算として、平成 26 年度から「ＩＲ（統合型リゾート）

等新たな戦略的都市づくり検討調査」を計上し、取組を進めてきました。 

ＩＲ誘致表明後には、令和元年９月補正予算から「ＩＲ推進事業」を計上し、本格的

なＩＲの検討・準備を進めてきました。 

 

 

【図表 25】予算の執行状況 

 予算額 決算の概要 

平成 26 年度 当初予算額：1,000 万円 決算額：615 万円 

【主な執行内容】 

ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都

市づくり検討調査 

平成 27 年度 当初予算額：1,000 万円 決算額：６万円 

【主な執行内容】 

ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都

市づくり検討調査（その２） 

平成 28 年度 当初予算額：1,000 万円 決算額：194 万円 

【主な執行内容】 

ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都

市づくり検討調査（その３） 

平成 29 年度 当初予算額：1,000 万円 決算額：０円 ※執行なし 

平成 30 年度 当初予算額：1,000 万円 

 

決算額：540 万円 

【主な執行内容】 

ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都

市づくり検討調査（その４） 

令和元年度 

(平成 31 年度) 

当初予算額：1,000 万円 

最終予算額：２億 7,000 万円 

債務負担額：１億 4,000 万円

（期間：令和２年度～３年度） 

 

決算額：２億 3,157 万円 

【主な執行内容】 

 アドバイザリー支援、法務支援、インフ

ラ・交通アクセス対策等検討調査、懸念事

項対策、広報関連、事務経費 

令和２年度 当初予算額：４億円 

最終予算額：３億 5,000 万円 

 

決算額：３億 3,655 万円 

【主な執行内容】 

アドバイザリー支援、法務支援、インフ

ラ・交通アクセス対策等検討調査、懸念事

項対策、広報関連、公募参加事業者への予

備調査、事務経費 
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令和３年度 当初予算額：３億 6,000 万円 

最終予算額：２億 400 万円 

 

決算見込額：２億 400 万円 

【主な執行内容】 

アドバイザリー支援、法務支援、インフ

ラ・交通アクセス対策等検討調査、懸念事

項対策、広報関連、公募参加事業者への予

備調査、事務経費 
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(7) 事業者への対応 

ＩＲ（統合型リゾート）は、民間の活力や自由な発想を生かし、自治体と事業者が共

同して進める事業であるため、その検討・準備には、参画を検討する事業者から情報提

供を受けることが欠かせない事業です。一方で、事業者との接触にあたっては、事業者

間の公平性や、接触する職員の職務執行の公正性を確保する必要がありました。 

そこで、市は、ＲＦＩの実施にあたり、平成 30 年８月７日、ＩＲに関する事業者と

ＩＲの調査・分析に関わる職員の接触に関する規定として、「ＩＲ（統合型リゾート）

に関する事業者対応の取扱い」を定め、運用を開始しました。 

そのような中で、令和元年 12 月に実際に海外でＩＲを運営していない事業者による

贈収賄疑惑により元ＩＲ担当副大臣が逮捕され、その後起訴される事件が発生しました。 

 この事件を受け、市は、令和２年２月に、同取扱いの対象に、市長、副市長、都市整

備局長を加える修正を行い、３月１日から運用を開始しました。 

また、当該事件を受け、国から「ＩＲ整備法に基づく基本方針及びＩＲ事業者等との

接触のあり方に関するルール」が令和２年 12 月 18 日に公表されたことを踏まえ、令和

３年１月 21 日に「ＩＲ（統合型リゾート）に関する事業者対応の取扱い」を改訂しま

した。 

 その後も、公募の実施にあたって策定した募集要項では、応募事業者の市や議員等へ

の働きかけを禁止するなど、事業の段階を踏まえ、取組を進めてきました。 

 

＜市の取組等の主な経過＞ 

平成 30 年 ８月７日 ＲＦＩ等の実施に向け、「ＩＲ（統合型リゾート）に関する事

業者対応の取扱い」を策定 

令和元年 11 月１日 ＩＲ推進室の設置に合わせ、「ＩＲ（統合型リゾート）に関す

る事業者対応の取扱い」を改訂 

 12 月 元ＩＲ担当副大臣が収賄罪で逮捕され、その後起訴される 

令和２年 ３月１日 「ＩＲ（統合型リゾート）に関する事業者対応の取扱い」を改

訂し、取扱いの対象に市長、副市長、都市整備局長を加える 

 12 月 18 日 国が、「ＩＲ整備法に基づく基本方針及びＩＲ事業者等との接

触のあり方に関するルール」を公表 

令和３年 １月 21 日 国の接触ルールの公表を受け、「ＩＲ（統合型リゾート）に関

する事業者対応の取扱い」を改訂 

募集要項において、応募事業者の市職員、選定等委員会委員や

議員等への働きかけを禁止 
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＜事業者への主な対応方法＞ 

・面談は、あらかじめ目的を確認した上で、ＩＲ推進室長の了承を得て行う。 

・ＩＲに関する事業者が市に対して情報提供を行う場合は、様式に基づき申請する。申

請を受け付けたＩＲ推進室職員は、ＩＲ推進室長に面談実施の了承を得る。  

・面談は、原則として、庁舎内（事業者から情報提供を受けるために、庁舎外において

施設の視察その他の情報収集を行う必要があると認められる場合は除く。）で２名以

上の対象者（責任職を必ず含む。）で対応する。  
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２ 広報・広聴の取組 

(1) 広報・広聴の取組（まとめ） 

ア 令和元年度までの取組等 

これまでに多くの市民から、ＩＲの誘致に対して様々な意見等が寄せられました。 

平成 28 年度は、ＩＲ推進法が成立した 12 月から翌年１月までにかけて、平成 30

年度は、ＩＲ整備法の成立やＲＦＩの実施を公表した７月から８月までにかけて多く

の意見等が寄せられ、これらの意見等に対して、市は、ＩＲを導入する・しないにつ

いての判断をしておらず、国の動向を見極めながら導入に向けた検討を進めていくこ

とや、国の動向などについて回答してきました。 

また、市は、ＩＲ整備法の成立を受け、「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都

市づくり検討調査（その４）」として、ＩＲ整備法を踏まえ、事業者への情報提供依

頼（ＲＦＩ）や有識者ヒアリングなど本格的なＩＲの調査検討を開始しました。 

これとあわせて、従来、調査報告書をホームページで公表するのみにとどまってい

た市のＩＲに関する情報発信について、「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都

市づくり検討」に関するホームページを開設（平成 30 年７月）し、ＩＲに関する市

の検討状況や取組の最新情報、国の動向などについて、発信を開始しました。 

翌年、「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査（その４）」の

調査結果について、市は、令和元年５月 27 日、令和元年第２回市会定例会政策・総

務・財政委員会において報告を行うとともに、その結果を公表しました。 

また、市は、令和元年６月 25、26 日にかけて、市民向け説明会を、中区、保土ケ

谷区、都筑区、戸塚区の４方面で開催しました。この説明会では、「ＩＲ（統合型リゾ

ート）等新たな戦略的都市づくり検討調査（その４）」の報告書の内容を踏まえ、日

本型ＩＲの制度や海外ＩＲの事例のほか、横浜を取り巻く状況と課題、事業者からの

情報提供の内容、有識者へのヒアリング内容などについて説明しました。 

説明会には、４会場合計 380 人の定員に対して、453 人の応募があり、４会場合計

で 350 人が参加しました。 

当日は、当初１時間の開催時間を予定していましたが、多くの質問・意見をいただ

いたため、40～50 分程度延長した回もありました。また、その場で回答できなかった

質問については、後日、資料とともにホームページで回答を公表しました。主な質問・

意見としては、ＩＲを構成する施設の一つであるカジノ施設に対する嫌悪感や治安や

依存症などの懸念事項に関するものが多くありました。一方で、ＩＲに期待するもの

や中立的なものもありました。また、説明会のアンケートでは、ＩＲの理解が深まっ

た・やや深まったとの回答が約４割あり、説明会の実施など、丁寧な説明を通じて、

市民理解を深めていけると考えられました。 

市民向け説明会の開催にあたって、令和元年６月、市は、横浜市町内会連合会に情

報提供を行いました。その後、令和３年７月までの約２年間、新型コロナウイルス感
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染症対策として書面開催となった回も含めて、この期間に開催された横浜市町内会連

合会で約 20 回、各区における区連会ではおよそ 300 回、ＩＲの誘致に向けた取組に

ついて情報提供しました。 

 令和元年８月 22 日、市は、市の課題解決のためにＩＲを実現する必要があるとし

てＩＲ誘致の意思を表明しました。ＩＲ誘致を表明した令和元年８月から 10 月まで

にかけては、誘致の表明に関連する意見・要望が 1,000 件以上寄せられました。こう

した意見等に対し、市がＩＲの誘致を判断するに至った経緯やＩＲの制度などについ

て回答してきました。 

また、ＩＲ誘致の意思表明の際に、市長が自らＩＲに関する市の考え方などについ

て、説明する旨を表明し、令和元年 12 月から、市長が自ら説明を行う市民説明会を

開催しました。 

説明会では、市がＩＲの誘致を判断するに至った背景や日本型ＩＲの制度等につい

て市長が説明し、会場で寄せられた質問に対して登壇者が回答しました（12 区合計約

130 件）。  

また、会場で寄せられた質問のうち当日回答することができなかった質問への回答

（12 区合計約 4,700 件）や各区におけるアンケート結果（約 3,100 人）、当日の資料

と説明要旨等をホームページに掲載しました。 

説明会開催中の令和元年 12 月、多くの市民に対して横浜ＩＲの取組について周知

するため、ＩＲの実現に向けた市の考え方やＩＲを誘致する理由、ＩＲの内容、よく

ある質問への回答などの情報を掲載した広報よこはま特別号を発行し、新聞折り込み

やＰＲボックス、区役所などで配布しました。この広報よこはま特別号は、市長によ

る市民説明会の会場でも配布しました。 

令和２年１月、新型コロナウイルス感染症患者が国内で確認され、その後、拡大し

ていきました。これに伴い、市は、令和２年２月 20 日に未開催６区における市民説

明会の延期を発表しました。その後、安全な説明会の開催手法について検討を重ねて

きましたが、感染症は収束せず、緊急事態宣言が発令される状況が続いていたことか

ら、参加を希望された方の安全を確保するため、令和２年７月に市民説明会の開催の

中止を余儀なくされました。そこで、参加できなかった方むけに、市長が説明すると

ともに、過去の会場で寄せられた主な質問に回答する動画を作成・公表しました。あ

わせて、質問も募集し、回答をホームページで公表しました。 

なお、この動画については、ＩＲについて広く伝えるため、ホームページや横浜市

YouTube 公式チャンネルで公表するとともに、ホームページを見ることが困難な方に

は市民情報センター等でＤＶＤの貸し出しを行いました。 

  新型コロナウイルス感染症の発生・拡大の時期には、感染症対策を優先すべきとい

う意見や、海外から多くの観光客が訪れることによる感染症拡大への不安や観光需要

の落ち込みによる経済効果への不安などに関連する意見等が多く寄せられました。 
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令和２年３月、市は、これまでの検討等を踏まえ、横浜ＩＲの基本コンセプトや、

コンセプト実現のための方向性をまとめた「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素

案）」を公表しました。あわせて、令和２年３月６日から４月６日までの期間、パブ

リックコメントを実施しました。 

パブリックコメントでは、基本コンセプトや４つの方向性、取組の背景、ＩＲ実現

の効果、地域の理解促進・合意形成、スケジュール等に対して、多くの意見をいただ

きました。意見提出者数は延べ 5,040 人・団体と過去最高となり、また、提出された

意見は、9,509 件にのぼりました。 

 

イ 令和２年度の取組等 

  令和元年度に実施した 16 回の説明会での質問内容や寄せられた意見等を踏まえ、

市は、誘致を決定した理由や日本型ＩＲの仕組み等についての広報を行う必要がある

と考え、それらに関する情報提供を開始しました。令和２年４月には、市民がＩＲに

ついてイメージできるよう、横浜がＩＲを誘致する理由や懸念事項対策の説明のほか、

海外のＩＲ施設を紹介する広報動画をホームページや横浜市 YouTube 公式チャンネ

ルで公表しました。また、令和２年８月には、市の事業の進捗状況やＩＲに関する取

組の情報、国の取組に関する情報等を随時発信するために、横浜イノベーションＩＲ

公式ウェブサイトを開設し、情報発信を開始しました。 

令和２年 10 月、市は、事業コンセプト、事業計画、依存症対策、治安対策等のＲ

ＦＣの提案概要をホームページや公式ウェブサイトで公表するとともに、11月には、

日本型ＩＲの仕組みやＩＲで体験できること、ＲＦＣの提案概要、よくある質問への

回答などの情報を伝えるため、広報よこはま特別号を発行し、新聞折り込みやＰＲボ

ックス、区役所などで配布しました。 

令和２年 12 月には、ＩＲの情報を市民に幅広く知ってもらうため、広報よこはま

や公式ウェブサイトなどでの広報に加えて、公式 Facebook を開設し、ＳＮＳの特性

を生かして、動画や写真といった視覚的な素材を用いながら最新情報の発信を開始し

ました。なお、令和３年８月末時点までに合計 52 件の投稿を行いました。 

また、同月にカジノ施設に起因する懸念事項への取組について市民の理解を深める

ため、「横浜ＩＲを考えるシンポジウム」を開催し、配信を行いました。その様子は、

後日ホームページや横浜市 YouTube 公式チャンネルで公表しました。 

令和２年 12 月 23 日、市民団体が法定数（有権者数の 50 分の１）を超える署名（有

効数 19 万 3,193 筆）をもって、条例制定請求書を市長あてに提出しました。これを

受けて、令和３年第１回市会臨時会において、議案関連質疑、常任委員会での関連す

る３件の請願を含めた議案の審議を経て、令和３年１月８日に本会議にて議案の議決

が行われ、本条例案は否決となりました。 

 この時期には、住民投票の実施を求める意見等が多く市に寄せられました。こうし
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た意見等に対し、コロナ後の経済活性化のためにＩＲが必要なこと、また、住民投票

条例の実施の有無は議会で判断されることなどについて回答しました。 

 実施方針の公表及び設置運営事業予定者の公募にあたって、市は、令和３年２月か

ら３月にかけて、横浜ＩＲに対する理解を更に深めるため、事業説明会を６回開催し

ました。説明会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、Zoom を使用した

オンライン形式での開催とし、令和３年１月 21 日に公表した実施方針等についての

説明と質疑応答を行いました。オンライン形式での参加が困難な方には、説明内容を

収録したＤＶＤを提供し、書面で質問を受け付けました。あわせて、YouTube で説明

会の模様をライブ配信し、広く視聴できる環境を整えました。 

ホームページには、当日に使用した資料、動画、当日の質疑応答で回答できなかっ

た質問やＤＶＤ視聴者から寄せられた質問への回答及びアンケート結果を公表しま

した。 

また、事業者の募集開始を踏まえ、横浜イノベーションＩＲについて、広く市民に

知ってもらうため、令和３年２月、イメージポスターやサイネージ動画を作成し、３

月に横浜駅で展開しました。 

さらに、同月、ＭＩＣＥ産業の重要性やアフターコロナに向けた経済再生の取組な

どについての意見交換に加え、ＩＲ施設の整備に税金を投入するのか、依存症対策は

どうなっているのか等、市民から多く寄せられる質問への解説など、市が誘致を目指

しているＩＲの姿について説明する、慶應義塾大学大学院教授の岸博幸氏と平原副市

長との対談動画をホームページ、公式ウェブサイト、横浜市 YouTube 公式チャンネル、

公式 Facebook で公表しました。 

令和３年３月、実施方針の内容や有識者へのインタビュー、横浜ＩＲ実現に向けた

スケジュールなどの最新の情報を伝えるため、広報よこはま特別号を発行し、新聞折

り込みやＰＲボックス、区役所などで配布しました。 

また、市民をはじめ、ビジネス関係者にも横浜イノベーションＩＲについて理解を

深めてもらうために、日本型ＩＲの概要や市が実現を目指すＩＲの概要に加え、有識

者や経済人へのインタビュー記事等を掲載した「横浜イノベーションＩＲ 広報冊子」

を区役所やＰＲボックスなどで配布しました。 

 

ウ 令和３年度の取組等 

令和３年６月、設置運営事業予定者の公募手続の中で２グループから提案書が提出

されました。 

これを受け、令和３年７月から８月までにかけて市庁舎２階の展示スペースやプレ

ゼンテーションスペースで「横浜イノベーションＩＲ企画展示」を開催しました。 

プレゼンテーションスペースでは、広報動画やＰＲ動画などのこれまでに公表した

様々な映像を視聴できるエリアや、都心臨海部の航空写真を拡大した巨大なシールを
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床面に貼ることで、山下ふ頭とその周辺の観光エリアや施設などの情報を俯瞰して見

ることができるエリアを設置しました。 

展示スペースでは、パネル展示や模型等により、事業者の提案内容を紹介しました。 

また、令和３年７月に、前年度末に展開した横浜イノベーションＩＲのイメージポ

スターやサイネージ動画について、前年度の横浜駅に加え、桜木町駅やみなとみらい

駅、馬車道駅などの都心部から郊外部まで展開エリアを広げるとともに、市営バスや

市営地下鉄の車内でも展開しました。また、７月以降は区役所でも同ポスターやサイ

ネージ動画を活用した広報を展開しました。 

あわせて、世界各国や横浜市民を含めた日本各地の人々が横浜ＩＲを訪れ、体験で

きることをイメージしたＰＲ動画をホームページ、公式ウェブサイト、横浜市YouTube

公式チャンネル、公式 Facebook で公表しました。 

その後、令和３年８月 22 日の横浜市長選を経て、９月 10 日の第３回市会定例会に

おける新市長の所信表明演説において、ＩＲ誘致の撤回が表明されました。 

ＩＲ誘致撤回の表明以降は、広聴件数が大きく減少しました。 

 

 

  



130 
 

(2) 様々な広報の取組 

 ア 主な広報の経過 

市は、ＩＲ整備法の成立を受け、「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づ

くり検討調査（その４）」として、ＩＲ整備法を踏まえ、事業者への情報提供依頼（Ｒ

ＦＩ）や有識者ヒアリングなど本格的なＩＲの調査検討を開始しました。 

これとあわせて、従来、調査報告書をホームページで公表するのみにとどまってい

た市のＩＲに関する情報発信について、「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都

市づくり検討」に関するホームページを開設（平成 30 年７月）し、ＩＲに関する市

の検討状況や取組の最新情報、国の動向などについて、発信を開始しました。 

 

【図表 26】市民への情報提供等の状況 

実施年度 内容 

平成 30 年度 ・「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討」に関するホームペー

ジを開設【７月】 

令和元年度 ・「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査」市民向け説明会

を開催【６月】 

・国のＩＲ整備法、施行令、基本方針案及び市のこれまでの検討調査等を踏

まえて、市が目指す「横浜ＩＲの基本的な考え方」を公表【10 月】 

・ＩＲの実現に向けた市の考え方やＩＲを誘致する理由等について説明した、

広報よこはま特別号「ＩＲ（統合型リゾート）の実現に向けて」を発行【12 月】 

・ＩＲの誘致を判断するに至った背景やＩＲの詳細について市長が自ら説明す

るＩＲ（統合型リゾート）市民説明会を開催【12 月～２月】 

令和２年度 ・横浜ＩＲ（統合型リゾート）の広報動画を公表【４月】 

・新型コロナウイルス感染症の影響で市民説明会が未開催の６区に対して、代

替として市長説明動画を公表【７月】 

・横浜イノベーションＩＲ公式ウェブサイトを開設し、横浜ＩＲの事業の進捗等に

ついて情報発信を開始【８月】 

・日本型ＩＲの仕組みやＩＲで体験できること、ＲＦＣの提案概要などについて説

明した、広報よこはま特別号「みんなが楽しめる未来のまち 横浜イノベーショ

ンＩＲ（統合型リゾート）」を発行【11 月】 

・横浜イノベーションＩＲ公式 Facebook を開設し、横浜ＩＲに関する最新情報等

を発信開始【12 月】 

・カジノ施設に起因する懸念事項への取組について市民の理解を深めるた

め、「横浜ＩＲを考えるシンポジウム」を開催【12 月】 

・横浜ＩＲに対する理解を更に深めるため、Zoom によるオンライン形式でのＩＲ

（統合型リゾート）事業説明会を開催【２、３月】 
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・横浜イノベーションＩＲについて、広く市民に知ってもらうため、横浜イノベー

ションＩＲのイメージポスターやサイネージ動画を作成し、横浜駅で展開【３

月】 

・横浜イノベーションＩＲ特別対談（岸博幸氏×平原副市長）を公表【３月】 

・事業期間、ＩＲを構成する各号施設の要件等を定めた実施方針の説明や有

識者へのインタビューを掲載した、広報よこはま特別号を発行【３月】 

・アフターコロナにおける日本の観光ＭＩＣＥやリゾート、エンターテインメントの

在り方を踏まえ、バラエティ豊かなパネリストから「横浜イノベーションＩＲ」につ

いてそれぞれの視点で意見を聞いた、横浜ＩＲオンラインシンポジウムを開催

【３月】 

・日本型ＩＲの概要や、市が実現を目指すＩＲの概要に加え、有識者や経済人

からの取材記事等を掲載した、「横浜イノベーションＩＲ広報冊子」を発行【３

月】 

令和３年度 ・18 区の駅にイメージポスターを掲示し、市全域に広告を展開【７月】 

・市庁舎２階のプレゼンテーションスペースと展示スペースで「横浜イノベーシ

ョンＩＲ企画展示」を開催【７、８月】 

・カジノ施設に起因する懸念事項への取組について市民の理解を深めるた

め、「横浜ＩＲを考える有識者対談」を公表【７月】 

・横浜イノベーションＩＲのＰＲ動画を公表【７月】 

 

イ 広報よこはまを通じた広報 

 説明会への参加者募集、「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素案）」へのパブ

リックコメントの実施案内、広報動画の公表、公式ウェブサイトや公式 Facebook の

開設、設置運営事業予定者の公募開始等、令和元年 11 月以降、ＩＲに関する情報を

広報よこはまに継続的に掲載し、情報発信に努めました。 

これに加え、多くの市民に対して横浜ＩＲの取組について周知するため、広報よこ

はま特別号を３回発行し、新聞折り込みやＰＲボックス、区役所などで配布しました。 

令和元年 12 月発行号では、ＩＲの実現に向けた市の考え方やＩＲを誘致する理由、

ＩＲの内容、よくある質問への回答などの情報を掲載しました。この広報よこはま特

別号は、市長による市民説明会の会場でも配布しました。 

令和２年 11 月発行号では、日本型ＩＲの仕組みやＩＲで体験できること、ＲＦＣ

の提案概要、よくある質問への回答などの情報を掲載しました。 

令和３年３月発行号では、同年 1月に公表した実施方針の内容や有識者へのインタ

ビュー、横浜ＩＲ実現に向けたスケジュールなどの情報を掲載しました。 
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【図表 27】発行した広報よこはま特別号 

令和元年 12 月発行号 令和２年 11 月発行号 令和３年３月発行号 

   

   

 

ウ 広報冊子の発行 

令和３年３月、市民をはじめ、ビジネス関係者にも横浜イノベーションＩＲについ

て理解を深めてもらうために、日本型ＩＲの概要や市が実現を目指すＩＲの概要に加

え、有識者や経済人へのインタビュー記事等を掲載した「横浜イノベーションＩＲ 

広報冊子」を区役所やＰＲボックスなどで配布しました。 

 

【図表 28】発行した広報冊子 
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エ インターネットを活用した広報 

(ｱ) 横浜ＩＲ（統合型リゾート）の広報動画「横浜の輝く未来のために～横浜イノベ

ーションＩＲ」 

令和２年４月、市民がＩＲについてイメージできるよう、横浜がＩＲを誘致する

理由や懸念事項対策の説明のほか、海外のＩＲ施設を紹介する広報動画をホームペ

ージや横浜市 YouTube 公式チャンネルで公表しました。 

 

【図表 29】 横浜ＩＲ（統合型リゾート）の広報動画 

   

   

 

(ｲ) 横浜イノベーションＩＲ公式ウェブサイト 

令和２年８月、ＩＲに対する市民の理解促進を目的として、横浜イノベーション

ＩＲ公式ウェブサイトを開設し、市の事業の進捗状況やＩＲに関する取組の情報、

国の取組に関する情報等の随時発信を開始しました。 

 

(ｳ) 横浜イノベーションＩＲ公式 Facebook 

令和２年 12 月、ＩＲの情報を市民に幅広く知ってもらうため、広報よこはまや

公式ウェブサイトなどでの広報に加えて、公式 Facebook を開設しました。 

ＳＮＳの特性を生かして、動画や写真といった視覚的な素材を用いながら最新情

報を随時発信し、令和３年８月末までに合計 52 件の投稿を行いました。 
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 (ｴ) 横浜イノベーションＩＲ特別対談（岸博幸氏×平原副市長） 

令和３年３月、慶應義塾大学大学院教授の岸博幸氏と平原副市長との対談動画を

ホームページ、公式ウェブサイト、横浜市 YouTube 公式チャンネル、公式 Facebook

で公表しました。この動画では、ＭＩＣＥ産業の重要性やアフターコロナに向けた

経済再生の取組などについての意見交換に加え、ＩＲ施設の整備に税金を投入する

のか、依存症対策はどうなっているのか等、市民から多く寄せられる質問への解説

など、市が誘致を目指しているＩＲの姿について説明する内容でした。 

 

【図表 30】 横浜イノベーションＩＲ特別対談 

 

 

(ｵ) 横浜イノベーションＩＲ ＰＲ動画「横浜ＩＲで体験できること」 

令和３年７月、世界各国や市民を含めた日本各地の人々が横浜ＩＲを訪れ、体験

できることをイメージしたＰＲ動画をホームページ、公式ウェブサイト、横浜市

YouTube 公式チャンネル、公式 Facebook で公表しました。ＰＲ動画は、４つのシチ

ュエーションに分かれており、老若男女、日本人・外国人を問わず様々な人々に向

けた内容でした。 

 

【図表 31】 横浜イノベーションＩＲ ＰＲ動画 

   

   



135 
 

 オ イメージビジュアルの活用 

令和３年２月に、横浜イノベーションＩＲについて、広く市民に知ってもらうため、

横浜イノベーションＩＲのイメージポスターやサイネージ動画を作成し、３月に横浜

駅で展開しました。 

また、令和３年７月には、前年度に展開した横浜イノベーションＩＲのイメージポ

スターやサイネージ動画について、前年度の横浜駅に加え、桜木町駅やみなとみらい

駅、馬車道駅などの都心部から郊外部まで展開エリアを広げるとともに、市営バスや

市営地下鉄車内でも展開しました。また、７月以降は区役所でも同ポスターやサイネ

ージ動画を活用した広報を展開しました。 

 

【図表 32】イメージポスター 
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カ 横浜イノベーションＩＲ企画展示 

令和３年７月から８月までにかけて市庁舎２階の展示スペースやプレゼンテーシ

ョンスペースで「横浜イノベーションＩＲ企画展示」を開催しました。 

プレゼンテーションスペースでは、広報動画やＰＲ動画などのこれまでに公表した

様々な映像を視聴できるエリアや、都心臨海部の航空写真を拡大した巨大なシールを

床面に貼ることで、山下ふ頭とその周辺の観光エリアや施設などの情報を俯瞰して見

ることができるエリアを設置しました。 

展示スペースでは、パネル展示や模型等により、事業者の提案内容を紹介しました。 

 

【図表 33】横浜イノベーションＩＲ企画展示の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 横浜市町内会連合会への情報提供【令和元年～３年】 

令和元年６月 25、26 日の市民向け説明会の開催にあたって、同月、市は、横浜市

町内会連合会に情報提供を行いました。その後、令和３年７月までの約２年間、新型

コロナウイルス感染症対策として書面開催となった回も含めて、この期間に開催され

た横浜市町内会連合会で約 20 回、各区における区連会ではおよそ 300 回、ＩＲの誘

致に向けた取組について情報提供しました。 
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(3) 市民説明会の実施 

ア ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査市民向け説明会の開催【令和

元年６月】 

市は、令和元年６月 25、26 日にかけて、市民向け説明会を、中区、保土ケ谷区、

都筑区、戸塚区の４方面で開催しました。この説明会では、「ＩＲ（統合型リゾート）

等新たな戦略的都市づくり検討調査（その４）」の報告書の内容を踏まえ、日本型Ｉ

Ｒの制度や海外ＩＲの事例のほか、横浜を取り巻く状況と課題、事業者からの情報提

供の内容、有識者へのヒアリング内容などについて説明しました。 

説明会には、４会場合計 380 人の定員に対して、453 人の応募があり、４会場合計

で 350 人が参加しました。 

当日は、当初１時間の開催時間を予定していましたが、多くの質問・意見をいただ

いたため、40～50 分程度延長した回もありました。また、その場で回答できなかった

質問については、後日、資料とともにホームページで回答を公表しました。主な質問・

意見としては、ＩＲを構成する施設の一つであるカジノ施設に対する嫌悪感や治安や

依存症などの懸念事項に関するものが多くありました。一方で、ＩＲに期待するもの

や中立的なものもありました。また、説明会のアンケートでは、ＩＲの理解が深まっ

た・やや深まったとの回答が約４割あり、説明会の実施など、丁寧な説明を通じて、

市民理解を深めていけると考えられました。 

 

【図表 34】ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査市民向け説明会の

開催状況 

会場 開催日時 定員 応募数 通知数 参加数 質疑 

中区 ６月 25 日（火） 100 人 185 人 108 人 96 人 9 人 

保土ケ谷区 ６月 25 日（火） 80 人 60 人 80 人 69 人 16 人 

都筑区 ６月 26 日（水） 100 人 100 人 100 人 84 人 14 人 

戸塚区 ６月 26 日（水） 100 人 108 人 108 人 101 人 17 人 

計 380 人 453 人 396 人 350 人 56 人 

※応募者多数により、中区に応募された方を再抽選し 20 人を保土ケ谷区会場に案内 

 

【図表 35】ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査市民向け説明会で

の主な質疑 

質問 依存症対策で横浜市の対策は分かったが、カジノ利用者は横浜以外の方もいると

思うが、市内以外の方の対策の考えがあるのか。 

回答 横浜市は既存の依存症対策を今やっているが、仮にカジノができるのであれば、

事業者が法制度として依存症対策をやらなければいけないことが決まっている。
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まず、入口確認で日本人の方はマイナンバーカードを持っていない人は入れない

という条件が一つ、回数は７日で３回・28 日間で 10 回、加えて自己規制と家族

による排除などが法律の中で規定されている。 

質問 ギャンブル依存症について非常に心配している。現在でも３百数十万人の人たち

が依存症の対策がとれない中、新たにギャンブル依存症が発生する懸念が最大に

ある賭博場開設をどう考えたらいいのか。 

回答 シンガポールもＩＲ導入以前は、全く依存症対策が行われておらず、導入前から

ギャンブル等を管理する国の組織を作り、カジノ以外のギャンブルに国をあげて

対策を進めた結果、有病率が下がっている。日本の場合、ギャンブル等依存症対

策は基本的に公営ギャンブル、パチンコ等の遊戯で社会生活に支障が及ぶ有病率

を指しているが、今まで措置されず、国がＩＲの法制度を作るのに先行して、対

策基本法を制定し、この４月に基本計画を策定。カジノ以外のギャンブルにもし

っかりと対策をしていく取組を国が始めている。基本計画は３年間で進め、市も

それ以前から依存症対策を進めており、国の法律にも定められたので、県・市と

もにしっかりと法律に基づき、ＩＲの導入する・しないにかかわらず取り組んで

いくとご理解いただきたいと思う。 

質問 2014～2016 年度まで調査、2017 年の市長選で市長は白紙といったが、引き続き調

査をしている。調査費用と調査内容を市ホームページで明確に示すべき。導入す

る・しないが決まっていないと言いつつ、調査を進めて説明会をすることが理解

できないが、何を根拠に推進するような行動をとっているのかの説明もきちんと

ホームページに載せるべき。 

回答 2014 年度の調査が 6,156,000 円、２回目の 2015 年度調査が 61,819 円。2016 

年度が 1,944,000 円、30 年度は 5,400,000 円で実施。調査報告の内容は 30 年

度の分もその前の分も、市の政策課のホームページの中で全て見られるようにな

っている。 

白紙という中でこのような説明会がどうかだが、市としてはまだＩＲを導入する・

しないは判断していない状況。ＩＲについては市民の皆様の関心度が非常に高い

という様々なご意見を伺っており、平成 30 年度に市として検討を行った内容に

ついて情報提供をするという視点から今回実施したものでご理解いただきたい。 

質問 カジノ収益が多く言及されているが、賭博で巻き上げたお金で税収を増やしても

非常に不健全な形で横浜市が税収を図っていくのは横浜市民として納得がいかな

い。 

回答 横浜は何とか今の税収の中で市政運営ができている状況だが、将来を考えた時に

日本最大の人口の都市であると同時に、人口減少社会の時に横浜は大きく人口減

少していく。将来の中でなかなか今の市税収入を維持するのが難しいと認識して

いる。個人市民税の割合が４割というのが横浜の特徴。企業からの市民税収が少
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なくて市民の皆さんの個人市民税と固定資産税で市税の構成が成り立っている中

で 10 年、20 年、30 年先を考えると今の市税の収入を維持することは難しいと

考えている。導入する、しないを決めていない中でＩＲは選択肢の一つではある

のでしっかりと調査をしていきたいというスタンスで報告をさせていただいてい

る。 

 

イ ＩＲ（統合型リゾート）市民説明会の開催 【令和元年 12 月～令和２年２月】 

令和元年８月 22 日のＩＲ誘致の意思表明の際に、市長が自らＩＲに関する市の考

え方などについて、説明をする旨を表明し、12 月から、市長が自ら説明を行う市民説

明会を開催しました。 

説明会には、初回となった中区（開港記念会館）や令和２年２月に開催した港北区

（港北公会堂）において、定員を超える応募がありました。 

説明会では、市がＩＲの誘致を判断するに至った背景やＩＲの詳細について市長が

説明し、会場で寄せられた質問に対して登壇者が回答しました（12区合計約 130件）。  

また、会場で寄せられた質問のうち当日回答することができなかった質問への回答

（12 区合計約 4,700 件）や各区におけるアンケート結果（約 3,100 人）、当日の説明

会資料と説明要旨等をホームページに掲載しました。 

しかしながら、国内における新型コロナウイルス感染症の発生及び拡大に伴い、令

和２年２月 20 日に未開催６区における市民説明会の延期を発表しました。その後、

安全な説明会の開催手法について検討を重ねてきましたが、感染症は収束せず、緊急

事態宣言が発令される状況が続いていたことから、参加を希望された方の安全を確保

するため、令和２年７月に市民説明会の中止を余儀なくされました。そこで、参加で

きなかった方むけに、市長が説明するとともに、過去の会場で寄せられた主な質問に

回答する動画を作成・公表しました。あわせて、質問も募集し、回答をホームページ

で公表しました。 

なお、この動画については、ＩＲについて広く伝えるため、ホームページや横浜市

YouTube 公式チャンネルで公表するとともに、ホームページを見ることが困難な方に

は市民情報センター等でＤＶＤの貸し出しを行いました。 
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【図表 36】ＩＲ（統合型リゾート）市民説明会の開催状況 

開催区 開催日 申込者数 出席者数 質問書数 
アンケー

ト数 

会場 

読上数 

中区 12 月４日（水） 951 人 376 人 176 件 288 件 14 件 

神奈川区 12 月９日（月） 488 人 430 人 231 件 336 件 16 件 

西区 12 月 14 日（土） 318 人 293 人 147 件 217 件 8 件 

金沢区 12 月 19 日（木） 364 人 315 人 205 件 253 件 4 件 

鶴見区 12 月 21 日（土） 271 人 215 人 145 件 174 件 9 件 

磯子区 12 月 26 日（木） 340 人 310 人 153 件 239 件 10 件 

南区 １月 17 日（金） 427 人 326 人 222 件 272 件 12 件 

旭区 １月 20 日（月） 344 人 291 人 212 件 247 件 9 件 

保土ケ谷区 １月 23 日（木） 339 人 248 人 156 件 222 件 10 件 

港南区 １月 28 日（火） 365 人 255 人 174 件 229 件 9 件 

緑区 ２月 11 日（火・祝） 397 人 328 人 221 件 279 件 13 件 

港北区 ２月 14 日（金） 620 人 428 人 237 件 345 件 13 件 

合計  5,224 人 3,815 人 2,279 件 3,101 件 127 件 

 

【図表 37】ＩＲ（統合型リゾート）市民説明会での主な質疑 

質問 結局、ＩＲの中だけで金を使い、それ以外の商業施設が沈んでしまう。具体策

は、経済的社会的効果の根拠は、裏付けられるものを提示してほしい。夢のよう

な話ばかりで問題点、課題が全く提示されていない。課題は全くないのか。 

回答 ＩＲ整備法では、ＩＲがゲートウェイとして市内だけでなく県内や国内の観光

MICE の発展に寄与できる仕組みになっている。ＩＲエリアだけではなく、市内に

はスポーツや MICE 関係などポテンシャルがあるので、相乗効果が生まれるよう

ＩＲとつなげていく。ツアー会社と組んで市内、県内等の観光メニューを作る、

地元とＩＲ事業者で協定を結ぶなど設計していきたい。 

質問 企業誘致に失敗したときに、（企業が撤退した場合等）赤字になった場合、市民

の負担はないのか。 

回答 進出する民間事業者が主体になってＩＲを整備することが基本。周辺の道路整備

等、公共の負担もあるが、事業の運営については進出した民間事業者が責任を負

うことになる。海外の事例では施設を譲渡することによってほかの事業者が経営

を継続することが有力。市と進出事業者が結ぶ契約によって、撤退時には事業者

の責任を明確にできると考えている。  

また、横浜経済が活性化する、持続的に成長するという前提でＩＲ誘致を進める

ので、事業者の進出や撤退でどのような影響があるのか考える必要がある。 
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質問 旭区のような山川（都心臨海部から離れた地域）に住む市民にとって、横浜ＩＲ

はどのような利点があるのか。 

回答 ＩＲには市内はもとより、県内や日本各地の魅力をアピールして、ＩＲに訪れる

お客さまを各地に送客する施設が整備される。これを活用して、ズーラシアやふ

るさと村等市内郊外部の観光や、アグリツーリズムなどへのご案内をすることで、

観光面の活性化が可能。  

また、ＩＲには大規模なMICE施設やホテルなどが整備されるため、そこで使う物

品や食品などの調達、サービスの提供などの需要については、市内全域で対応す

ることになり、市内経済の全体的な活性化につながる。  

それからカジノの納付金や入場料収入などによって市の税収が伸びて、行政運営

の自由度が高まる、それで市域全体の市民サービスの向上も期待できると考える。 

市民の皆様が一流のショーやエンターテイメント、文化、芸術を身近に体験でき

ることも大事。 

質問 

 

様々な世論調査や報道によるとカジノに対して市民の強い反対があるが、市長が

これらの市民の声に耳を傾け、声を聞こうとしないのは何故か。 

回答 今までＩＲを導入する・しないという判断に至っていないという事で白紙と言っ

てきたが、市民の皆さまに耳を傾けていないという事については、私はあまりそ

う思っていない。今回の説明会についても、今日は第２回目で18区に私自身の考

え、ＩＲについてのご説明をし、この後は、また詳しく色々な質問に直接お答え

できるようにしていく。このため、耳を傾けていないということは、ないと思う。

今日のご説明は、一方的だとご批判もいただいているが、限られた時間の中で、

スピード感を持って18 区にご説明をするため、この形にしている。それから、直

接私自身が、市民の皆さまからお話を聞く機会もあるが、反対ばかりの方ではな

く、是非やってほしいという方もいる。全く耳を傾けないと映ってしまう事につ

いては、大変申しわけなく思うが、私自身が皆さんの声を聞いていることを、ご

理解いただけるように努め、しっかり説明会をやっていくのでご理解を賜りたい。 

質問 横浜の歴史と文化を守り、子育て、医療、福祉、教育など市民の安全・安心な生

活を支えるために、なぜカジノギャンブルを中核としたＩＲが必要なのか。かえ

って安全・安心な生活を壊すのではないか。 

回答 まさに、医療、福祉、子育て等、高齢者をお守りするため、予算をつけていく。

その一つの税収増の施策として、ＩＲに取り組むという事で、そのためにギャン

ブル依存症や治安をきちんと守るための取組をしていく。横浜市には、ＭＩＣＥ

施設のパシフィコ横浜がある。国際会議場や展示場だが、維持管理は大変難しく、

実際は市の補助金も入れて、例えば低利融資、銀行からの融資の債務保証など、

市の公共の支援がなければ成り立たない。海外にも色々な国に大きなＭＩＣＥ施

設があるが、民間が単独で経営するのは非常に難しい。このため、統合型リゾー
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ト（ＩＲ）では、カジノをつくることによって、施設投資や維持等の資金にして

いくという考え方。このため、統合型リゾートには、カジノがないと経営自体が

成り立たない。国でもそういう試算をしている。やはり全体を支えていくのがカ

ジノの収益となる。  

統合型リゾートは、単なるエンターテイメントだけではなく、国際会議場が大型

であり、機能が充実したものがつくられる。国際会議をやることで、例えば会議

が終わった後に、街に出て観光するとか、お食事するとか等のシャワー効果があ

る。横浜は、特にＳＤＧｓ未来都市としてレベルが高いと評価されているが、そ

う言う事の発信であるとか、世界中の学会であるとか、経済界であるとかが、国

際会議をやるために訪れる。そこから生み出される様々な効果、人が国外から集

まってくるところに、繁栄があると考えている。そういう意味でＩＲには、重要

な施設として国際会議場が定められている。もちろん、繰り返しになるが、安全・

安心のために、徹底して対策について対応していく。 

質問 ＩＲによる依存症に懸念があると言われているが、既存のギャンブルには対策は

とらないのか。 

回答 今まで国の依存症対策への取組は足りなかった。横浜市も現実に、依存症の方の

実数は把握していない。国もこの調査を始めたし、横浜市もこれからしっかりと

把握し、ＩＲだけではなく全体の依存症対策に取り組んでいく。すでに取り組ん

でいるアルコールや薬物だけでなく、既存のギャンブルやインターネットなど

様々な依存症に対して、普及啓発の取組もしっかりやっていく。 

依存症患者や、そのご家族に対してソーシャルワーカーによる相談、家族教室な

ど支援を今行っているが、それについても、さらに強化する。依存症の回復に向

けたプログラムの実施や、支援団体と連携も進めていく。これから既存のギャン

ブルの依存症の患者数も減らしていこうという決意で取り組んでいく。 

質問 説明会等を行っても、カジノに不安を持つ人が増えた場合、市民の意思に反して

までもカジノを作りますか。白紙に戻すことはないのですか。 

回答 これから、この点について議会でよく議論をしていくことになる。今までのＩＲ

調査検討費用については、今年度の補正予算も含め議会でご議論いただき、ご承

認いただいてきた。これから区域整備計画などを作っていくには、さらに予算が

必要となることから、次年度の予算についても、今後議会での議決をしていただ

かなくてはならない。  

不安であるとか、断固反対とか様々な方のご意見や、ぜひＩＲを進めてほしいと

いう商工会議所を中心とした13の経済団体もおり、賛否両論だと思うので、まず

丁寧に日本型ＩＲについてご説明したいと考え、一度目の説明会を18区で開いて

いる。 

質問 ＩＲによる経済波及効果はどのようなものが見込めるのか。ＩＲ以外の魅力を創
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出しなければ結局、観光消費額はのびないのではないか。 

回答 ＩＲ以外の観光についての魅力創出は、横浜市も今まで懸命にやってきている。

例えば、クルーズ客船の誘致も大きな成果の一つではないかと思う。ただ残念な

がら、最高で１隻で5,000人ほどいる乗員乗客のほとんどの方は横浜港で降りて

も、横浜に留まらずに東京に行ってしまう。何とか横浜に留まって横浜でお金を

使っていただきたい、神奈川県内を周遊していただきたいと考えると、インパク

トある魅力的な施設が必要になる。それがハーバーリゾートの形成を目指す山下

ふ頭開発基本計画であったのだが、公的な資金だけでは全く経営的に難しいとい

う状況の中、国がＩＲを進めていくことになった。横浜市としてはＩＲが我々の

計画にあっていると判断し、今回ＩＲ導入を目指している。 

他の観光促進として、例えば、ナイトタイムエコノミー充実に向けて今年の秋か

ら冬にかけて、NIGHT SYNC YOKOHAMAという名称でイルミネーションやCGを用いて

夜の港の演出など行うとともに、ラグビーワールドカップの誘致にいち早く手を

挙げるなど、様々な政策も実施している。 

今までの政策をやめるのではなく、ＩＲが付随した効果として観光集客に大きく

貢献すると考えている。 

質問 交通渋滞や公共交通機関の混雑が容易に想像できるが、その部分の対策もしくは

計画をどう考えているのか、お聞かせ頂きたい。 

回答 山下ふ頭は入り口が一か所のような地形で、施設の規模にもよるが、間違いなく

多くのお客様がお見えになることから、当然渋滞の心配も想定される。 

今、横浜市は、渋滞対策として道路を含めたインフラを周辺でどう設定すれば良

いか検討している。渋滞が起きないよう、できるだけキャパシティに余裕を持っ

た計画を詰めている段階にある。これも公表できる状況になったら、皆さまにお

示ししていきたい。 

質問 年間の利用客数の見込みは。ＩＲの利益が出なかった場合、市の税金を使って、

契約年数30年から40年、補塡するのは本当か。 

回答 第一部で年間訪問者数について2,000万人から4,000万人という数字をお示しし

た。この数字は一昨年度から、事業者より提案をいただき、ヒアリングしながら

まとめたもの。施設の規模や構成など事業者の考え方がそれぞれ違うので、数字

に幅が出てきている。この数字については、それぞれ横浜市と監査法人で確認を

している。 

今、2回目の事業者ヒアリングを行っており、それを基に横浜市が目安とする水準

を決めていく。事業者を募集する際には実施方針、簡単に言うと募集要項の中に

その水準を盛り込んでいく。最終的に事業者が決まってからは、横浜市と選定し

た事業者で区域整備計画を作って国に申請していく。その段階では、計画も具体

的になっているので、正確な数字になってくる。 
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日本型ＩＲではＩＲ区域内の整備は基本的にＩＲ事業者が全て行う制度となって

いる。基本的には横浜市はＩＲ区域内に税金は投入しない。最終的に横浜市とＩ

Ｒ事業者がどういうＩＲにするかということを実施協定として契約を結び、ＩＲ

事業者はそれに従って運営する。 

ＩＲの運営についてもＩＲ事業者の責任において行うが、事業がうまくいかなく

なって、仮に撤退という状況もあるかもしれない。そういう場合は、今まで世界

の例では、違う事業者がその施設を買い取って運営をしている。 

横浜市に負担がくるようなことにはならない仕組みで事業者と契約を結び、もし

撤退をするときの約束もその実施協定の中でしっかりと決めて、この事業を進め

ていくことになるので、市の負担というのは基本的にはない。このＩＲ施設が赤

字になったからといって、その赤字分を横浜市が税金を投入するということはあ

り得えない。 

質問 ＩＲにかかる建設費は。 

回答 建設に伴い派生する費用も含まれているが、7,500億円から1兆2,000億円と各事業

者から横浜市は提案を受けている。規模的にはこの程度と思っている。 

ＩＲ区域内の施設整備については、全てＩＲ事業者が行うので、この7,500億円か

ら1兆2,000億円の中には横浜市の税金は入っていない。ＩＲ区域内は、基本的に

は横浜市の税金の投入はない。 

インフラも基本的には、区域内はＩＲ事業者の負担で整備していただく。ただ、

先ほど紹介した山下ふ頭にある臨港幹線は国が整備するが、横浜市が負担金とい

う形で一部負担する。また、渋滞回避に向けてＩＲ区域外の周辺道路を改良する

ような場合は、横浜市が負担する場合もある。 

いずれにしても、ＩＲ事業者と横浜市の負担の線引きについても、ＩＲ事業者と

しっかりと取り決めをしていく。 

 

【図表 38】市長説明動画の閲覧状況 

開催区 申込者数 質問書数 アンケート数 

青葉区 419 人 54 件 104 件 

都筑区 479 人 38 件 63 件 

戸塚区 518 人 39 件 82 件 

栄区 377 人 36 件 57 件 

泉区 341 人 39 件 67 件 

瀬谷区 301 人 29 件 46 件 

合計 2,435 人 235 件 419 件 
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ウ 事業説明会の開催【令和３年２月～３月】 

実施方針の公表及び設置運営事業予定者の公募にあたって、市は、令和３年２月か

ら３月にかけて、横浜ＩＲに対する理解を更に深めるため、事業説明会を６回開催し

ました。 

説明会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、Zoom を使用したオンラ

イン形式での開催とし、令和３年１月 21 日に公表した実施方針等についての説明と

質疑応答を行いました。オンライン形式での参加が困難な方には、説明内容を収録し

たＤＶＤを提供し、書面で質問を受け付けました。あわせて、YouTube で説明会の模

様をライブ配信し、広く視聴できる環境を整えました。 

ホームページには、当日に使用した資料、動画、当日の質疑応答で回答できなかっ

た質問やＤＶＤ視聴者から寄せられた質問への回答及びアンケート結果を公表しま

した。 

 

【図表 39】事業説明会の開催状況 

 
【図表 40】事業説明会での主な質疑 

質問 カジノ事業によってこの 700 億円を見込むとなると、売上規模は年間 2,300 億円、

一日当たり 6.3 億円が必要であり、のべ面積比３%のカジノ事業で競輪の一日の

売上に相当する額をインターネット等による投票なしで現地のみで売り上げるの

は現実的な数字と言えるのか。カジノ施設による収益見込みが別にある場合はそ

れを示してほしい。 

回答 今回ご説明した「横浜ＩＲの方向性」にある「市への増収効果 860～1,000 億円」

を基に回答いたします。 

内訳としては、カジノ納付金として、カジノの粗収益の 15％を市、15%を国に納

付することが法律で定められています。入場料収入は、日本人等は 1 回 6,000 円

 
開催日時等 参加者 質問数 

アンケート 

回答数 

YouTube 

視聴者 

第１回 ２月６日（土） 69 人 70 件 37 件 92 人 

第２回 ２月 12 日（金） 56 人 37 件 35 件 81 人 

第３回 ２月 20 日（土） 49 人 13 件 32 件 64 人 

第４回 ２月 26 日（金） 26 人 25 件 13 件 48 人 

第５回 ３月７日（日） 25 人 15 件 16 件 54 人 

第６回 ３月 14 日（日） 46 人 20 件 29 件 56 人 

その他 ＤＶＤ等視聴 － ６件 ８件 － 

合計 271 人 186 件 170 件 395 人 
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と法律で定められており、その半分にあたる 3,000 円が横浜市に納付されます。

その他、大きな施設ができた場合に、法人市民税や固定資産税などの税収増が見

込まれることを踏まえ、横浜市としての増収効果を 860～1,000 億円と現在お示し

しています。この数値については、これまでのＲＦＣで、複数の事業者様から提

案された数値であり、幅をもってお示しています。現時点で事業者様がその内訳

をお示しすることはできません。 

今後、事業者様から提案書が提出されれば、その詳細について市民の皆様にお示

ししたいと考えています。 

質問 市の広報動画で海外のＩＲは誰もが楽しめる施設が整備されていると感じたが、

実際に横浜ＩＲが行われるとなった場合、ＩＲで整備される施設の具体的なデザ

インはいつ頃明らかになりますか。 

回答 ＩＲ事業者の公募スケジュールを踏まえながら、ご説明します。 

2021 年１月 21 日に、実施方針、募集要項を公表し、ＩＲの公募を開始しました。

その後、２月５日～５月 17 日の期間で、事業者による資格審査書類の申込を受付

します。そして、最終的に、2021 年の６月 11 日が提案書の提出期限となってい

ます。提案書類については、選定委員会で審査し、2021 年夏頃には設置運営事業

予定者を決定する予定です。 

施設のデザインについては、事業者の提案書内容に基づくため、設置運営事業予

定者が選定される夏頃に明らかになってくると考えています。 

質問 今後コロナ対策が非常に重要だと思います。それに対して、今回の計画は全然指

示がありませんが、どうしたのでしょうか。 

回答 横浜市としても、これからの世の中では、何をするにしてもコロナ対策が非常に

重要と考えています。１月 21 日に発表した実施方針では、横浜ＩＲのひとつの柱

として、「安全・安心対策の横浜モデル」の構築を掲げています。その中で、津波

や地震などの自然災害に強いということに加え、コロナのような感染症などにも

対策がなされた、安全・安心なＩＲにしていきます。また、「危機管理、防災対策

及び健康衛生の確保」として、ＩＲ区域内での感染症対策を実施することとされ

ています。 

昨年（2020 年）の 10 月から 11 月にかけて、ＩＲの各事業者にどのようなコロナ

対策を行っているのか調査しました。アメリカ、マカオ、シンガポールの事業者

はかなり厳格に取り組んでいました。マスクや検温は当然として、例えば大規模

施設でも空調を改善し、ヘパフィルターのような空気清浄ができる施設を設置す

るほか、自動で消毒するロボットを運用しています。ゲームで使用するトランプ

等は１回使用したら廃棄し、金銭やチップも紫外線を用いて清浄・殺菌をしてい

ます。これらの徹底的な対策によって、各国とも大きな問題が出ている状況には

ありません。 
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国による対策も踏まえながら、このようなしっかりした感染症対策を事業者から

提案してもらえるよう、実施方針で求めています。 

質問 長い目で横浜市に潤いをという形で計画されていると思うが、契約では民間企業

が事業を継続できなくなった場合は具体的にどのような対応となるのか。施設の

処理費用や違約金はあるのか。 

回答 民間事業者が経営不振などで事業が継続できなくなった場合に、どのような対応

になるのかというご質問ということで回答します。 

ＩＲ事業は民設民営事業であるため、経営不振に陥った場合には、民間事業者と

して通常想定される対応となることが原則です。そのような場合には、今後検討

していくところですが、違約金を示したうえで、違約金を支払っていただくとい

う方向で考えています。 

施設の処理費用についてですが、通常土地を貸与した場合には更地にした状態で

戻していただくのが原則です。但し、設置された施設を他の事業者が引き継いで、

営業を継続できるような場合や、いくつかの施設を活用するような場合も想定さ

れます。施設の利活用や再活用も含めて、施設の処理を検討しています。 

質問 横浜市は他の自治体と比べ、医療費や給食費等への充当が低いと思われますが、

ＩＲで上がった収益を市民に還元してもらえるのでしょうか。 

回答 ＩＲによって得られた収益の使途は､「ＩＲ整備法」で定められています。そもそ

も日本型ＩＲは、我が国や地域の観光・経済を振興するための施策であることか

ら、カジノで得られた収益は観光経済の振興に充てることになります。また､カジ

ノに起因する懸念事項への対策にも充てます。 

さらに､ＩＲに伴う周辺地域の交通基盤対策にも充てるということが定められて

います。加えて､財政改善への貢献を目的としています。具体的な配分については､

現段階ではお示しできませんが､横浜市では、これらの施策に充てるとともに、将

来見込まれている税収減や収支不足を補い､福祉､子育て､医療､教育､公共施設の

更新など､豊かで安全安心な市民生活をより確かなものにするための財源に重き

を置いて活用することとしています。 

質問 横浜市の将来見込まれる税収減の対策として、ＩＲは有効な手法となり得る事は

理解できました。質問ですが、資料の中で、観光・経済の活性化において「市内

中小企業からの食品・物品・サービス等の調達の取組」とありましたが、具体的

にどのように取り組む想定でしょうか。 

回答 ＩＲによっても大きな調達は見込まれますが、今後選定される事業者と共に、ど

のようにしたら市内の中小企業あるいはＩＲ事業者が調達に取り組むことができ

るかを検討したいと考えています。 

シンガポールのＩＲを一例とした場合、食用卵は年間 250 万個、１週間で５万個、

１日で 7,000 個を調達すると言われています。これは横浜市中央卸売市場の年間



148 
 

取扱量の約３割に相当します。 

食材の他にも、「リネン」、「清掃」、「警備」、「管理委託」等含め、様々な調達が見

込まれます。将来的にどの程度の受注が見込まれるか、市内事業者の皆様といち

早く共有し、計画をたて、ＩＲ事業者には市内の事業者から調達できるよう取り

組んでもらうこととしています。 

横浜市も、中小企業振興条例に基づき取り組んでいるところですが、可能な限り

市内の事業者から調達してもらうよう取組を進めていくことにより、大きな需要、

経済効果を横浜市にもたらすことになると考えております。具体的な取組につい

ては、事業者の皆様にご提案いただくことになっていますので、決定した事業者

と具体策を検討していく予定です。 

質問 説明を聞く限り、少しは整備が進んでいるようですが、初めてのことで皆さん不

安です。不安を払拭できるよう今後も細かく、説明、経過報告をしていただきた

いと思いますが、予定されていますか。 

回答 日本型ＩＲについては、横浜市民だけでなく、国民にまだまだ浸透していないと

考えています。 

そのため、横浜市では、2019 年度から、市長による市民説明会や広報よこはま特

別号の発行に取り組んでいます。また、ＩＲに関するホームページや Facebook を

立ち上げ、市の取組やトピックスを掲載し、ご覧いただけるようにしています。 

今後、事業者決定の際における提案内容の周知や、事業者と共同で作成する区域

整備計画を策定した段階で説明会等を行っていきたいと考えています。また、横

浜市会における本会議や委員会での質疑内容などもインターネットでご覧いただ

けます。今後も節目節目で、可能な限り丁寧な説明を行いたいと考えています。

横浜ＩＲは「安心・安全の横浜モデルの構築」を掲げています。市民の皆様に安

心していただけるよう対策に取り組むとともに、皆様にもご説明していきます。 

質問 カジノ以外の事業の収支計画と事業者が遵守すべき規定や罰則はあるのか。 

回答 ＩＲ整備法では、中核施設として、MICE 施設、魅力増進施設、送客施設、宿泊施

設、カジノ施設が位置付けられています。また、その他の施設として、エンター

テインメント施設、レストラン、ショッピングモールなどがあります。各施設の

収支を把握するよう国から求められていますので、事業者には施設毎の収支計画

に関する提案を求めていきます。事業者は、事業運営時には、毎年、事業計画や

監査を経た報告を国あるいは市に提出し内容のチェックを受けることになりま

す。 

仮に収支が守れなかった場合の罰則についてですが、民設民営事業となるため、

収支の増減は状況に応じて発生します。従って、「収支が悪い＝即罰則」というこ

とは難しいと考えています。収支が下振れしないよう、事業者と横浜市が共同で

モニタリング計画を作成する予定です。収支目標や広告などの事業実施に関する
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計画を事業者自身あるいは横浜市が都度チェックをしていくものです。事業者が

しっかりと運営ができているか、事業収支上難しい状況にならないかどうかを、

事業者のセルフチェック、横浜市のチェック、あるいは国のチェックを行ってい

きます。こうした中で難しい状況が生じれば、横浜市と事業者が改善策を検討し

て、PDCA を行っていきます。こうした仕組みによって、事業者の収支を管理して

いくことになります。直接的な罰則は難しいと考えていますが、モニタリングを

通じて、事業の実施状況をしっかりと確認することになります。 

一つ付け加えますと、収支計画での罰則は現在想定されていませんが、例えば事

業者が計画どおりプロモーションを実施しなかった場合、横浜市は是正要求が可

能です。是正要求に従わない場合には、様々なプロセスを踏んだうえで、違約金

の徴収や契約解除などに至るような、厳しい設定を考えています。 
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(4) 広聴等の状況 

 ア 広聴 

これまでに多くの市民から、ＩＲの誘致に対して様々な意見等が寄せられました。 

平成 28 年度は、ＩＲ推進法が成立した 12 月から翌年１月までにかけて、平成 30

年度は、ＩＲ整備法の成立やＲＦＩの実施を公表した７月から８月までにかけて多く

の意見等が寄せられ、これらの意見等に対して、市は、ＩＲを導入する・しないにつ

いての判断をしておらず、国の動向を見極めながら導入に向けた検討を進めていくこ

とや、国の動向などについて回答してきました。 

令和元年度は、ＩＲ誘致を表明した８月から 10 月までにかけてと、市長による市

民説明会を開始した 12 月以降に多くの意見等が寄せられました。特にＩＲ誘致を表

明した令和元年８月から 10 月までにかけては、誘致の表明に関連する意見・要望が

1,000 件以上寄せられました。これらの意見等に対し、市がＩＲの誘致を判断するに

至った経緯やＩＲの制度などについて回答してきました。 

令和２年度は、年度当初から新型コロナウイルス感染症拡大に関連して、感染症

対策を優先すべきという意見や、海外から多くの観光客が訪れることによる感染症

拡大への不安や観光需要の落ち込みによる経済効果への不安などに関連する意見等

が多く寄せられました。また、住民投票条例が市会で審議された令和３年１月にも

住民投票の実施を求める意見等が寄せられました。 

ＩＲ誘致撤回の表明以降は、広聴件数が大きく減少しました。 

また、各団体からも、様々な意見等が寄せられました。市民団体からは、ＩＲを構

成する施設の一つであるカジノ施設に起因する懸念事項への不安、多くの市民が反対

している中でＩＲ誘致の取組を進めることの是非に関連する意見等が寄せられまし

た。一方、経済団体からは、ＩＲによる市内経済の活性化に期待する意見等が寄せら

れました。 

 団体から要望があった場合には、可能な限り面会による要望書等の手渡しの機会を

設け、対話を行うとともに、面会時の写真撮影にも対応するなど、各団体との意思疎

通の機会を設けました。 

平成 28 年度から令和４年１月までにいただいた意見・要望の総数は、延べ 3,181

件にのぼりました。 
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【図表 41】ＩＲに関する広聴（※）の状況（うち、市長陳情等の状況） 単位：件 

 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

４月 １(－) ６(－) ７(１) ３(－) 146(12) 28(１) 

５月 ３(－) ７(－) ８(－) 12(－) 103(５) 11(－) 

６月 － ４(１) 13(２) ９(１) 63(18) 29(２) 

７月 ３(２) 14(３) 18(２) 23(４) 66(４) 23(２) 

８月 － 10(－) 29(２) 746(７) 43(６) 24(１) 

９月 １(１) ６(２) 10(１) 353(11) 67(５) 36(４) 

10 月 ３(３) ６(－) 12(１) 103(５) 86(20) ６(２) 

11 月 １(１) １(－) 12(４) 57(４) 104(３) ３(２) 

12 月 30(－) ６(３) ４(３) 148(７) 83(３) ３(－) 

１月 26(１) － ２(－) 117(１) 117(３) ５(１) 

２月 11(１) ５(１) ２(－) 102(３) 52(－) － 

３月 ４(１) ２(－) ４(１) 85(11) 54(２) － 

合計 83(10) 67(10) 121(17) 1,758(54) 984(81) 168(15) 

合計 3,181 件   

※平成 28 年４月１日～令和４年１月 31 日に「市民の声」事業として受け付けたもの 

 
【図表 42】ＩＲに関して広聴で寄せられた主な意見 

Ⅰ ＩＲ推進法成立期 

・横浜にカジノは不要という意見 

・カジノによる景観の悪化を懸念する意見 

・治安の悪化や風紀の乱れを懸念する意見 

・反社会勢力の関与に関する意見 

・カジノからの安定的な収入源確保のための方策に関する意見 など 

 

Ⅱ ＩＲ整備法成立、ＲＦＩ実施期 

・横浜にカジノは不要という意見 

・市民の意見を聞くべきという意見 

・検討を直ちにやめるよう求める意見 

・ＩＲ導入による効果に期待する意見 など 
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Ⅲ ＩＲ誘致表明期 

・市長選でカジノ誘致を争点とすべきだったという意見 

・カジノ誘致に対して住民投票を求める意見 

・横浜にカジノは不要という意見 

・カジノによる景観の悪化を懸念する意見 

・カジノ以外のことに税金を使ってほしいという意見 

・カジノの収益による財政再建に対して否定的な意見 

・ＩＲの周知が必要という意見 

・ＩＲによる効果を期待する意見 など 

 

Ⅳ 18 区市民説明会開催期 

・横浜にカジノは不要という意見 

・質疑を行うよう求める意見 

・説明会での説明内容に関する意見 

・説明会の運営に関する意見 など 

 

Ⅴ 新型コロナウイルス感染症発生・拡大期 

・新型コロナウイルス感染症への対応を優先するよう求める意見 

・新型コロナウイルス感染症への対応が落ち着くまで、誘致の取組を停止するよう求め

る意見 

・ＩＲの予算を新型コロナウイルス感染症対応の関連予算へ変更するよう求める意見 

・集客施設の誘致による感染症の増加を懸念する意見 

・ＩＲ誘致の推進を求める意見 など 

 

Ⅵ 住民投票条例否決期 

・カジノ誘致の是非は住民投票で決めるべきという意見 

・市長選でカジノ誘致を争点とすべきだったという意見 

・住民投票条例議案に付された市長意見に抗議する意見 

・市会の住民投票条例が否決されたことに対する意見 

・ＩＲ誘致の推進を求める意見 など 
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イ 「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素案）」に係るパブリックコメントの状況 

令和２年３月、市は、これまでの検討等を踏まえ、横浜ＩＲの基本コンセプトや、

コンセプト実現のための方向性をまとめた「横浜ＩＲ（統合型リゾート）の方向性（素

案）」を公表しました。あわせて、令和２年３月６日から４月６日までの期間、パブ

リックコメントを実施しました。 

  パブリックコメントでは、基本コンセプトや４つの方向性、取組の背景、ＩＲ実現

の効果、地域の理解促進・合意形成、スケジュール等に対して、多くの意見をいただ

きました。意見提出者数は延べ 5,040 人・団体と市が実施したパブリックコメントと

して過去最高となり、また、提出された意見は、9,509 件にのぼりました。 

 

【図表 43】パブリックコメントの実施結果 

〇意見の提出者数（人・団体） 

提 出 方 法 意見の提出者数 

郵 送 1,782 

Ｆ Ａ Ｘ 1,189 

電子メー ル 1,724 

窓 口 持 参 345 

合 計 5,040 
 

〇意見の分類 

 

〇意見への対応 

分 類         対応状況 意見数 

修 正 素案変更の参考としたもの    387件 

参 考 
案に既に記載されていたもの、 

今後の事業・取組等の参考としたもの   8,234件 

その他 その他の意見等（素案に関連しない意見等）    888件 

合  計  9,509件 

意見の項目 意見数 

方向性（素案）に関する意見                       8,621件 

 横浜ＩＲの方向性 基本コンセプト （995件） 

横浜ＩＲの方向性１ 世界最高水準のＩＲを実現 （877件） 

横浜ＩＲの方向性２ 都心臨海部との融合 （789件） 

横浜ＩＲの方向性３ オール横浜で観光・経済にイノベーションを （1,620件） 

横浜ＩＲの方向性４ 安全・安心対策の横浜モデルの構築 （1,366件） 

取組の背景､ＩＲ実現の効果､地域の理解促進･合意形成､スケジュール等 （2,974件） 

その他の意見等（素案に関連しない意見等） 888件 

合 計 9,509件 
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３ ギャンブル等依存症などの懸念事項に対する取組 

(1) ギャンブル等依存症対策基本法の成立【平成 30 年７月】 

ＩＲ推進法の成立及びその附帯決議を受け、ギャンブル等依存症全般について包括的

な対策を推進することを目的に、平成 28 年 12 月 26 日から平成 29 年８月 29 日までの

間、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において議論が重ねられました。 

第２回会議では、「ギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整理」が行われ、第

３回会議にて「ギャンブル等依存症対策の強化について」が取りまとめられました。 

法制化に向けた動きでは、平成 29 年２月から６月にかけて、日本維新の会、自民党・

公明党、民進党・自由党がそれぞれ独自の法案を提出しました。衆議院の解散に伴い廃

案となりましたが、自民党・公明党と日本維新の会が協議により法案を一本化した後、

ギャンブル等依存症対策基本法案が国会に再提出され、ＩＲ整備法に先んじて平成 30

年７月６日に可決・成立しました。 

ギャンブル等依存症対策基本法は、主に 11 の項目から構成されており、ギャンブル

等依存症の定義や、国及び都道府県によるギャンブル等依存症対策を推進するための計

画策定、内閣にギャンブル等依存症対策推進本部の設置及び同推進本部内にギャンブル

等依存症対策推進関係者会議の設置などが規定されています。 
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【図表 44】ギャンブル等依存症対策基本法概要 

出典：ギャンブル等依存症対策推進本部会合資料 
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(2) ギャンブル等依存症対策推進基本計画の策定【平成 31 年４月】 

ギャンブル等依存症対策基本法第二十四条の規定に基づき設置されたギャンブル等

依存症対策推進本部において、ギャンブル等依存症対策推進基本計画案の作成が進めら

れました。その後、推進本部内に設置されたギャンブル等依存症対策推進関係者会議に

おける議論やパブリックコメントを経て、平成 31 年４月 19 日にギャンブル等依存症対

策推進基本計画が閣議決定されました。 

基本計画は二章構成となっており、第一章の「ギャンブル等依存症対策の基本的考え

方等」では、依存症問題の現状、依存症対策の基本理念が明記されているほか、基本的

事項として、ＰＤＣＡサイクルによる計画的な不断の取組の推進、多機関の連携・協力

による総合的な取組の推進、重層的かつ多段階的な取組の推進が示されています。 

第二章の「取り組むべき具体的施策」においては、関係事業者が行う取組として、広

告宣伝に関する新たな指針の作成や、施設内・営業所内のＡＴＭ等の撤去などが規定さ

れています。 

神奈川県は、令和３年３月、ギャンブル等依存症対策基本法に基づく「都道府県ギャ

ンブル等依存症対策推進計画」に位置付けられる「神奈川県ギャンブル等依存症対策推

進計画」を策定しました。 

 

 

(3) 横浜市民に対する娯楽と生活習慣に関する調査の実施【令和元年 12 月】 

市におけるギャンブル等依存症に関する実態を把握するため、市は、令和元年12月

から令和２年３月まで、「横浜市民に対する娯楽と生活習慣に関する調査」を実施

し、結果を令和２年４月に公表しました。 

この調査では、国が平成29年度に実施した全国調査の調査手法を踏まえ、無作為に

抽出した市内の満18歳から74歳の男女3,000人を対象に面接による調査を行い、1,263

人（回答率42.1％）から回答を得ました。 

国と同様に、世界的に最も多く用いられているギャンブル依存の簡易スクリーニン

グテスト（ＳОＧＳ）を用いて、ギャンブル等依存症が疑われる者の割合推計を算出

したところ、過去１年以内のギャンブル等の経験をもとにした「ギャンブル等依存症

が疑われる者」の割合推計は0.5％（平成29年度国調査：0.8％）という結果が出まし

た。 

また、最もよくお金を使ったギャンブル等については「パチンコ・パチスロ」とい

う結果でした。 
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【図表45】横浜市民に対する娯楽と生活習慣に関する調査結果  

 

 

【図表46】平成29年度全国調査の概要（ギャンブル等依存症対策推進本部） 
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(4) 横浜ＩＲを考えるシンポジウムの実施【令和２年 12 月】 

 ＩＲを推進する意義や、ＩＲを構成する施設の一つであるカジノに起因するギャンブ

ル等依存症や治安悪化等の懸念事項への対策をテーマとして、有識者による講演やパネ

ルディスカッション等のシンポジウムを実施しました。 

シンポジウムは、新型コロナウイルス感染症の影響により、YouTube 専用サイトにお

いてライブ配信（特別講演及び基調講演は事前収録）し、当日の配信内容を横浜市

YouTube 公式チャンネルにおいて後日、公表しました。 

 

【図表 47】横浜ＩＲを考えるシンポジウム概要 

 

実施日 令和２年 12 月 20 日 

特別講演 「日本におけるカジノを含む IR（統合型リゾート）：横浜の考察」 

ダグラス・ウォーカー 氏 

（米国チャールストン大学教授・元ハーバード大学医学大学院 

客員教授） 

基調講演 「シンガポールにおけるギャンブル依存症の対策及びその効果」 

ゴマシナヤガン・カンダサミ 氏 

（シンガポール国家依存症管理サービス機構（NAMS）精神科医） 

パネルディス

カッション 

「ギャンブル等依存症対策の現状と課題」 

池田 文隆 氏 

（グレイス・ロード甲斐サポートセンター センター長）  

ゴマシナヤガン・カンダサミ 氏 

（シンガポール国家依存症管理サービス機構（NAMS）精神科医） 

髙橋 英彦 氏 

（東京医科歯科大学大学院 教授） 

松下 幸生 氏 

（久里浜医療センター 副院長） 

三原 聡子 氏 

（久里浜医療センター 臨床心理士）  

「治安等対策の現状と課題」 

アンソニー・キャボット 氏 

（米国ネバダ大学ラスベガス校 客員教授） 

三枝 守 氏 

（元岩手県警 本部長） 

渡邉 雅之 氏 

（三宅法律事務所 弁護士） 
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(5) ＩＲ（統合型リゾート）懸念事項対策検討調査の実施【令和２年 10 月～令和３年３月】 

 市の過去の調査結果と国内外の懸念事項対策の報告書等を抽出・整理するとともに、

「ＩＲ（統合型リゾート）設置に伴う懸念事項対策の検討・実施に係るヒアリング」等

での有識者の意見を参考に内容を分析し、区域整備計画の策定等の参考とすることを目

的として実施しました。 

 

 

(6) ＩＲ（統合型リゾート）設置に伴う懸念事項対策の検討・実施に係るヒアリングの実施【令

和３年２月】 

 今後のギャンブル等依存症や治安等の懸念事項に係る対策を検討・実施していくにあ

たり、有識者からご意見をいただくことを目的に実施しました。 

 

【図表 48】意見をいただいた有識者 

有識者 依存症 池田 文隆氏 

（一般社団法人グレイス・ロード 

グレイス・ロード甲斐サポートセンター統括センター長） 

高橋 英彦氏 

（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授） 

松下 幸生氏 

（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター副院長） 

三原 聡子氏 

（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター主任心理療法士） 

治安等 三枝 守氏 

（元岩手県警本部長） 

渡邉 雅之氏 

（弁護士法人 三宅法律事務所 弁護士） 

 

 

(7) 横浜ＩＲを考える有識者対談の実施【令和３年７月】 

ＩＲを構成する施設のひとつであるカジノに起因するギャンブル等依存症について、

市民の理解促進を図ることを目的に、ギャンブル等依存症に関わっている有識者の対談

を実施しました。 

 有識者対談は、新型コロナウイルス感染症の影響により、対談の様子を事前に収録の

上、横浜市 YouTube 公式チャンネルにおいて公表しました。 

 

 



160 
 

【図表 49】有識者対談の配信日及び参加いただいた有識者 

 

 
(8) ＩＲに伴う懸念事項対策に係る費用 

ＩＲの整備・運営に伴う、依存症対策や治安悪化対策などの懸念事項対策の費用につ

いては、どのようなＩＲ施設が整備・運営されるか、また、市と事業者との役割分担や

費用負担が決まらなければ、市が負担すべき費用が明らかになりません。そのため、事

業者選定後に事業者と共同で作成する区域整備計画の中でそれらを算定し、市民に説明

する予定でした。 

しかし、市のＩＲ事業が中止となったため、事業者の選定や区域整備計画の策定は実

施されておらず、そのため、横浜ＩＲに伴う懸念事項対策に係る費用については、算定

されていません。 

 

 

(9) 負の影響・社会的コストについて 

市では、平成 27 年度の「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調

査（その２）」において、ギャンブルに関する負の影響・社会的コストに関して、これ

までにどのような研究・調査が実施されているかを調査しましたが、国内においては、

そうした調査は確認されませんでした。海外においては、17 件確認されましたが、調査

対象国・地域における社会的コストに含まれている項目を比較してみると、各調査・研

究において社会的コストの項目として含まれる内容が異なっていることが分かりまし

た。 

ギャンブルに関する負の影響・社会的コストの考え方については、その算定に当たり、

社会的コストの定義、定量化の範囲、及び推計モデルについて標準化されていないため、

体系的に確立された社会的コストの定量化のモデルが存在していないと言われていま

す。 

図表 50 に、平成 27 年度の「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討

調査（その２）」の抜粋を掲載します。 

  

配信日 令和３年 7月 19 日 

有識者 池田 文隆 氏 

（一般社団法人 グレイス・ロード 

 グレイス・ロード甲斐サポートセンター 統括センター長）   

三原 聡子 氏 

（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター主任心理療法士） 
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【図表 50】「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査（その２）」から

抜粋 
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４ 経済的社会的効果 

(1) ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査【平成 26 年度】 

平成 26 年度に実施した「ＩＲ（統合型リゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調

査」では、委託先とともに、横浜市にＩＲを導入した場合の経済効果について、産業連

関分析を用いて定量効果の算出を実施しました。経済効果の算出にあたっては、毎年発

生する運営段階の「ＩＲ売上・観光消費による経済効果」と、施設整備段階の「建設に

よる経済効果」について、それぞれ算出しました。 

 

ア ＩＲ売上・観光消費による経済効果（毎年発生） 

 総合効果＊１：4,144 億円（直接効果：2,561 億円、波及効果：1,583 億円） 

  就業者の増加：41,030 人 

 税収＊2：61 億円 

＊１博報堂が平成 26 年春に各都道府県 100 サンプルを対象に実施したインターネッ

ト調査（日本国内「ＩＲ受容性」の最新動向）の回答（20 歳以上ＩＲ訪問客数、

利用意向、年間利用回数、カジノ平均使用額）、横浜市観光客の消費単価を参考

に推計算出 

 平成 22 年みなとみらい 21 地区の経済効果（約 1兆 7,556 億円）の４分の１程度

（23.6%） 

＊２税収効果は、個人市民税と法人市民税の和 

 

イ 建設による経済効果（期間中のみ発生） 

 総合効果＊１：3,922 億円（直接効果：2,500 億円、波及効果：1,422 億円） 

  就業者の増加：30,904 人 

 税収＊2：55 億円 

＊1 各国主要ＩＲ施設を参考に延床面積を 500,000 ㎡と仮定し算出 

＊2 税収効果は、個人市民税と法人市民税の和 
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(2) ＩＲ（統合型リゾート）に関する事業者への情報提供依頼（ＲＦＩ）【平成 30 年～令和元年】 

ア 平成 30 年度に実施した RFI で示した経済的社会的効果 

日本型ＩＲの大枠が示されたＩＲ整備法成立を踏まえ実施した「ＩＲ（統合型リ

ゾート）等新たな戦略的都市づくり検討調査（その４）」では、日本の制度に基づ

き、横浜でＩＲを実施した場合の経済的社会的効果について、事業者へ情報提供依

頼（ＲＦＩ）を実施しました。その結果、横浜でのＩＲに意欲のある 12 者・グルー

プから調査票が提出されました。市では、その情報を委託先である監査法人ととも

に整理し、事業者の示した定量的な効果を下限・上限という形でまとめました。 

 

【施設規模】 

 ■ＩＲ施設面積（全体） 

・約 670,000 ㎡～約 1,500,000 ㎡ 

 ■ＭＩＣＥ施設 

・約 70,000 ㎡～約 229,000 ㎡ 

  ■宿泊施設 

・約 270,000 ㎡～約 600,000 ㎡ 

・約 2,700 室～約 5,000 室 

 

【投資見込み・売上見込み等】 

  ■投資見込額（建設費等＊１） 

・約 6,200 億円～約 1兆 3,000 億円 

■売上見込額 

・約 3,500 億円～約 8,800 億円／年 

  ■ＥＢＩＴＤＡ＊2 

・約 800 億円～約 2,100 億円／年 

＊1 土地取得費用も加算した事業者も含まれている 

＊2 純利益に、支払利息と税金と減価償却費を加えた利益 

企業の収益力を分析、比較するのに適した指標と言われている 

 

【観光客数・訪問者数見込み】 

  ■ＩＲ設置後の横浜への観光客数 

・約 4,400 万人～約 7,800 万人／年 

   ■ＩＲへの訪問者数 

   ・約 800 万人～約 5,200 万人／年 

   ■国内・海外観光客の割合 

   ・国内観光客：約４割～約９割 海外観光客：約６割～約１割 
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＜参考：横浜市の観光集客実人員（年間）＞ 

    3,631 万人（平成 29 年見込） 

＜参考：テーマパーク年間入場者数（平成 29 年）＞ 

    東京ディズニーランド 1,660 万人 

        東京ディズニーシー 1,350 万人 

    ユニバーサルスタジオジャパン 1,494 万人 

※出典：THEME INDEX MUSEUM INDEX 2017  

 

【経済効果見込み】 

  ■ＩＲ建設時 

・直接効果 約 4,700 億円～約 1兆 1,900 億円 

・全体効果 約 6,700 億円～約 1兆 8,000 億円 

   ■開業後事業運営時 

   ・直接効果 約 4,900 億円～約 9,100 億円／年 

・全体効果 約 7,700 億円～約 1兆 6,500 億円／年 

 

＜参考：みなとみらい 21 地区の経済波及効果（昭和 58 年度～平成 28 年度）＞ 

   みなとみらい 21 地区における建設投資（累計） 約 2兆 625 億円 

   横浜市内への経済波及効果（累計） 約 2兆 8,827 億円 

      

【雇用者数見込み】 

  ■ＩＲ建設時 

・雇用者数 約 4.3 万人～約 10 万人 

  ■開業後事業運営時 

   ・直接雇用者数 約 1.0 万人～約 5.6 万人 

   ・間接雇用者数 約 0.7 万人～約 14.9 万人 

 

＜参考：みなとみらい 21 地区の就業者数＞ 

   約 103,000 人（平成 28 年度末） 

 

【地方自治体の増収見込み】 

  ■地方自治体への増収効果（開業後、安定運営した平年度ベースの見込み） 

・約 600 億円～約 1,400 億円／年 

（カジノ入場料、カジノ納付金、消費税、市民税、固定資産税等） 
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＜参考＞ 

   横浜市 市税歳入 7,271 億円（平成 29 年度） 

   横浜市 法人市民税 570 億円（平成 29 年度） 

   みなとみらい 21 地区における市税収入 約 155 億円（平成 27 年度） 

 

イ ＩＲ誘致の意思表明時（令和元年８月）に示した経済的社会的効果 

平成 30 年度に、情報提供にご協力いただいた事業者から、平成 31 年４月に施行さ

れたＩＲ整備法施行令など、新たな情報を踏まえ、具体性や精度を高め、再度情報提

供を受けました。提供された情報については、委託先である監査法人とともに、ヒア

リングなどを行い、根拠に基づいて算定されたものであることを確認した上で、下限・

上限という形で整理しました。 

 

【ＩＲ区域全体の施設規模・初期投資】 

 ■施設規模（総延床面積）：77 万㎡～100 万㎡ 

■建設費等の初期投資※ ：7,000 億円～1 兆 3,000 億円 

  ※人材確保・人材育成にかかる費用、什器・備品調達、資金調達費用等を含む 

 

  ＜参考：海外事例＞ 

施設名 敷地面積 施設規模 開発費用※ 

マリーナ・ベイ・サンズ（シンガポ

ール） 

約 19ha 約 60 万㎡ 約 4,870 億円 

リゾート・ワールド・セントーサ（シ

ンガポール） 

約 49ha 約 34 万㎡ 約 5,220 億円 

シティセンター（ラスベガス） 約 27ha 約 167 万㎡ 約 8,556 億円 

ギャラクシー・マカオ（マカオ） 約 28.5ha 約 100 万㎡ 約 4,518 億円 

※出典：特定複合観光施設区域整備推進会議資料及び事業者より提供 

※開発時のおおよそのレートで換算。人材確保・人材育成に係る費用なを含むかは不明 

 

【ＭＩＣＥ施設の規模】 

■総延床面積       ：138,000 ㎡～192,000 ㎡ 

■最大国際会議室の収容人数 ：3,000 人～6,000 人 

■展示等施設面積      ：60,000 ㎡～120,000 ㎡ 
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＜参考：事例＞ 

施設名 総延床面積 
最大会議室

の収容人数 

展示等施設 

面積 

パシフィコ横浜（横浜） 約 167,700 ㎡ 5,002 人 20,000 ㎡ 

東京国際フォーラム（東京） 約 145,000 ㎡ 5,012 人 － 

東京ビッグサイト（東京）※ 316,990 ㎡ － 115,420 ㎡ 

マリーナ・ベイ・サンズ（シンガ

ポール） 

約 12 万㎡ 8,000 人 31,750 ㎡ 

マンダレイベイ（ラスベガス） 約 19 万㎡ 12,000 人 105,734 ㎡ 

※出典：特定複合観光施設区域整備推進会議資料及び各運営会社ＨＰ等より 

※東京ビッグサイトは拡張工事後の面積 

 

【宿泊施設の規模】 

■宿泊施設の部屋数      ：2,700 室～4,800 室 

■最小客室面積        ：40 ㎡～45 ㎡ 

■スイートルームの最小客室面積：70 ㎡～80 ㎡ 

■スイートルームの割合    ：約２割 

 

＜参考＞ 

 
世界的なブラン

ドの宿泊施設 

諸外国のＩＲ

の宿泊施設 

日本を代表す

る宿泊施設 

日本の大規模

な宿泊施設 

スイートルームの 

最小客室面積の平均 
67.0 ㎡ 65.6 ㎡ 58.7 ㎡ 64.1 ㎡ 

最小客室面積の平均 39.7 ㎡ 40.0 ㎡ 29.0 ㎡ 17.7 ㎡ 

総客室数の平均 273 室 2,495 室 930 室 1,554 室 

スイートルーム数の

平均 
35 室 617 室 47 室 28 室 

スイートルーム割合

の平均 
14.8％ 19.2％ 5.3％ 2.3％ 

※出典：特定複合観光施設区域整備推進会議資料 

 

【インバウンドを含むＩＲへの訪問客数】 

■訪問客数：2,000万人～4,000万人／年（ゲーミング利用者の割合は約２割～４割） 

 うち国内観光客割合：66％～79％ 
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○ＩＲへの延べ訪問者数の見込み方（国内） 

・事例１：ＩＲ及びカジノへの来訪意向と回数をアンケートし、その割合により推 

     計 

・事例２：ＭＩＣＥ、エンタメ、ショッピング、カジノなどの目的別の訪問者数を

アンケート調査等により推計 

○ＩＲへの延べ訪問者数の見込み方（海外） 

・事例１：外部コンサルにより、観光庁データなどを元に、今後の訪問者数の伸び

を推計 

・事例２：外国人旅行者の意識調査や国際会議統計などを活用して推計 

 

＜参考：海外事例＞ 

施設名 年間延べ訪問客数 

マリーナ・ベイ・サンズ（シンガポール） 約 4,500 万人 

リゾート・ワールド・セントーサ（シンガポール） 約 2,000 万人 

ギャラクシー・マカオ（マカオ） 約 2,000 万人 

※出典：特定複合観光施設区域整備推進会議資料及び事業者より提供 

 

【ＩＲ区域内での消費額（年間売上）】 

■ＩＲ区域内での消費額（年間売上）：4,500 億円～7,400 億円/年 

〇事業者の多くは、訪問客数に、１人当たりのＧＧＲ※（海外実績等）を掛け合わ

せて算出していました。※ＧＧＲ（カジノ行為粗収益：掛け金総額-顧客への払戻金） 

 

【経済波及効果・雇用創出効果】 

■経済波及効果（間接効果含む） 

建設時：7,500 億円～１兆 2,000 億円 運営時：6,300 億円～１兆円/年 

■雇用創出効果（間接効果含む） 

建設時：85,000 人～136,000 人     運営時：77,000 人～127,000 人 

〇事業者から情報提供された「建設費等の初期投資額」や「ＩＲ区域内での消費額

（年間売上）」の数値を基に、平成 23 年横浜市産業連関表を用いて委託先である

監査法人が整理しました。 

 

【増収効果】 

■市への増収効果：820 億円～1,200 億円 

 （カジノ納付金収入、入場料収入、その他税収（法人市民税、固定資産税、都市

計画税）） 

〇事業者から情報提供された「ＧＧＲ」、「ゲーミングへの日本人等入場者数」、「整
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備コスト」、「損益予測」等を基に委託先である監査法人が整理しました。 

 

(3) （仮称）横浜・山下ふ頭における特定複合観光施設（ＩＲ）設置運営事業に係るコンセプト

募集（ＲＦＣ） 【令和元年 10 月～令和２年６月】 

ＩＲ整備法に基づき策定する実施方針の参考とするため、令和元年 10 月に募集要項

を公表し、山下ふ頭（約 47ha）を予定区域とする特定複合観光施設（ＩＲ）設置運営事

業に係るコンセプト提案を募集しました。その中で、改めて想定する効果（数値）につ

いて提供を受けました。事業者から示された効果（数値）については、再度、市と委託

先である監査法人において、ヒアリングなどを行い、根拠に基づいて算定されたもので

あることを確認した上で、下限・上限という形で整理しました。 

 

【ＭＩＣＥ施設】 

 ■展示場 

  ・60,000 ㎡～120,000 ㎡ 

  ■会議室収容人数 

  ・4,000 人～20,000 人 

 

【宿泊施設】 

 ■施設規模 

  ・約 160,000 ㎡～約 750,000 ㎡ 

 ■客室数 

  ・約 2,500 室～約 5,200 室 

 

【観光の振興】 

 ■インバウンドを含むＩＲへの訪問者数 

  ・2,100 万人～3,900 万人／年（国内観光客割合：67％～80％） 

 ■ＩＲ区域内での消費額 

  ・4,900 億円～6,900 億円／年 

 

【地域経済の振興】 

 ■経済波及効果（間接効果含む）※ 

  ・建設時：1兆 1,000 億円～1兆 6,000 億円 

    ・運営時：7,400 億円～9,700 億円／年 

 

 ■雇用創出効果（間接効果含む）※ 

  ・運営時：91,000 人～119,000 人 
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※事業者から情報提供された「建設費等の初期投資額」や「ＩＲ区域内での消費額（年間

売上）」の数値を基に、平成 23 年横浜市産業連関表を用いて委託先である監査法人が

整理しました。 

 

【財政改善への貢献】 

 ■地方自治体の増収効果※ 

  ・860 億円～1,000 億円／年 

     （カジノ納付金収入、入場料収入、法人市民税、固定資産税、都市計画税） 

  ※事業者から情報提供された「ＧＧＲ」、「ゲーミングへの日本人等入場者数」、「整備コ

スト」、「損益予測」等を基に委託先である監査法人が整理しました。 
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＜参考＞本報告書で使用している略語 

 

本報告書で使用している略語は、以下のとおりです。 

略語 意味 

横浜ＩＲ ＩＲ推進法及びＩＲ整備法に基づき、ＩＲを横浜の都心臨海部の街と一

体的に整備する横浜イノベーションＩＲ 

ＩＲ ＩＲ整備法第二条第一項で規定されている「特定複合観光施設」 

ＩＲ推進法 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律（平成 28 年法律

第 115 号） 

ＩＲ整備法 特定複合観光施設区域整備法（平成 30 年法律第 80 号） 

実施方針 ＩＲ整備法第六条第一項の規定に基づき、都道府県等が定める特定

複合観光施設区域の整備の実施に関する方針 

（市では「横浜特定複合観光施設設置運営事業実施方針」を作成） 

区域整備計画 ＩＲ整備法第九条に基づき設置運営事業等を行おうとする民間事業

者と共同して、基本方針及び実施方針に即して作成する特定複合観

光施設区域の整備に関する計画 

基本方針 ＩＲ整備法第五条の規定に基づき、国土交通大臣が定める「特定複合

観光施設区域の整備のための基本的な方針」 

ＩＲ整備法施行令 特定複合観光施設区域整備法施行令（平成31年政令第72号） 

ＩＲ推進本部 ＩＲ推進法第十四条の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備

の推進を総合的かつ集中的に行うため、設置された「特定複合観光

施設区域整備推進本部」 

ＩＲ推進会議 ＩＲ整備法第二十一条の規定に基づき、ＩＲ備推進本部の下、特定複

合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要

事項について調査審議するため、設置された「特定複合観光施設区

域整備推進会議」 

 

 


